
資料３ 

- 1 - 

陸前高田市地域防災計画 新旧対照表 

 

目次 

総則編 .................................................................................... 2 

地震・津波編 .............................................................................. 3 

第１章 予防対策計画 .................................................................... 3 

第２章 応急対策計画 ................................................................... 11 

第３章 復旧対策計画 ................................................................... 27 

第４章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 ................................ 30 

風水害編 ................................................................................. 35 

第１章 予防対策計画 ................................................................... 35 

第２章 応急対策計画 ................................................................... 46 

第３章 復旧対策計画 ................................................................... 62 

その他災害編 ............................................................................. 65 

第１章 原子力災害 ..................................................................... 65 

資料編 ................................................................................... 69 

資料１ 基本事項 ....................................................................... 69 

資料２ 危険箇所等 ..................................................................... 72 

資料３ 情報伝達 ....................................................................... 85 

資料４ 避難 ........................................................................... 86 

資料５ 主な副食物調達先一覧表 ......................................................... 89 

資料６ 機材 ........................................................................... 90 

資料９ その他応急対策 ................................................................. 91 

資料 12 災害協定 ....................................................................... 92 

資料 13 規程 .......................................................................... 112 

資料 14 岩手県 地震・津波被害想定 .................................................... 113 

資料編 長部地区防災計画書 ............................................................ 127 

 

  



総則編 

- 2 - 

 

総則編 

頁 変  更  前 変  更  後 

4 

 

5 

第２節 基本的責務 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ 防災関係機関の責務 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、地域並びに地域住民の生命、

身体及び財産を災害から保護するため、指定行政機

関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災

活動を実施するとともに、県及び市町村の活動が円

滑に行われるよう、勧告、指導、助言等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 基本的責務 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ 防災関係機関の責務 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、地域並びに地域住民の生命、

身体及び財産を災害から保護するため、指定行政機

関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災

活動を実施するとともに、県及び市町村の活動が円

滑に行われるよう、指示、指導、助言等を行う。 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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第１章 予防対策計画 

頁 変  更  前 変  更  後 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

第１節 防災知識の普及 

<基本方針> [略] 

１ [略] 

２ 住民等に対する防災知識の普及 

・ 市及び防災関係機関は、住民の防災に対する意識の

高揚を図り、災害時に住民一人ひとりが正しい知識と

判断をもって行動できるよう、防災知識の普及と意識

の啓発を図るとともに、防災気象情報の利活用の促進

に努める。 

・ [略] 

・ [略] 

(1) [略] 

(2) [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

７ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 防災知識の普及 

<基本方針> [略] 

１ [略] 

２ 住民等に対する防災知識の普及 

・ 市及び防災関係機関は、住民の防災に対する意識の

高揚を図り、災害時に住民一人ひとりが正しい知識と

判断をもってタイミングを逸することなく適切に行

動できるよう、防災知識の普及と意識の啓発を図ると

ともに、防災気象情報の利活用の促進に努める。 

・ [略] 

・ [略] 

(1) [略] 

(2) [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

７ [略] 

 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変  更  前 変  更  後 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

第２節 自主防災組織等の育成 

<基本方針> [略] 

１ 自主防災組織の育成強化 

(1) 自主防災組織の結成促進及び育成 

・ [略] 

・ [略] 

 

 

 

(2) 自主防災組織の活動 

ア 平常時の活動 

①～⑤ [略] 

⑥ 地域の災害危険箇所や指定緊急避難場所等の

把握 

 

イ [略] 

(3) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 自主防災組織等の育成 

<基本方針> [略] 

１ 自主防災組織の育成強化 

(1)  自主防災組織の結成促進及び育成 

・ [略] 

・ [略] 

・ 被災者や支援者が性暴力・DVの被害者にも加害者

にもならないよう、暴力の防止に向けた教育・啓発の

促進に努める。 

(2) 自主防災組織の活動 

ア 平常時の活動 

①～⑤ [略] 

⑥ 地域の災害危険箇所や指定緊急避難場所、避

難場所、避難経路等の把握 

⑦ 広域避難の考え方の確認 

イ [略] 

(3) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

 

 

 

 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変  更  前 変  更  後 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

第５節 通信の確保 

<基本方針> 

○ [略] 

○ [略] 

○ 通信情報技術の発達を踏まえ、ＡＩ、ＩｏＴ、クラ

ウドコンピューティング技術、ＳＮＳなど、ＩＣＴの

防災施策への積極的な活用が必要である。 

 

 

 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 通信の確保 

<基本方針> 

○ [略] 

○ [略] 

○ 効率的・効果的な防災対策を行うため、ＡＩ、Ｉｏ

Ｔ、クラウドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用

など、災害対応の業務のデジタル化を促進する必要が

ある。デジタル化に当たっては、災害対応に必要な情

報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収

集・分析・加工・共有の体制整備を図る必要がある。 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

 

 

 

 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変  更  前 変  更  後 

12 

 

 

 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 避難対策 

<基本方針> [略] 

１ 避難対策の検討 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) 広域避難 

  市は、災害の予測規模、避難者数にかんがみ、域外

への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急避難場所

の提供が必要であると判断した場合において、県内他

市町村と受入れについて当該市町村と直接協議し、県

外市町村への受入れについては、県に対し当該県との

協議を求める。 

(5) 広域一時滞在 

・ 市は、災害が発生し、自らの区域内で、避難者の生

命、身体を保護し、又は居住の場所を確保することが

困難な場合において、避難者の県内の他市町村への一

時的な滞在（以下「県内広域一時滞在」という。）又

は他の都道府県への一時的な滞在（以下「県外広域一

時滞在」という。）が円滑に実施できるよう、県内の

他の市町村その他の関係団体との応援協定の締結や

具体的な手続き、移動手段の確保等を定めたマニュア

ル等の整備に努める。 

・ 市は、県内広域一時滞在の受入れ又は他の都道府県

の避難者の一時的な滞在の受入れを想定し、受け入れ

るべき施設をあらかじめ定めるなど、具体的な受入方

法等を定めたマニュアル等の整備に努める。 

 

２ 避難場所等の整備等 

(1) [略] 

(2) 避難場所等の整備 

[略] 

<避難場所等の指定における留意事項> 

ア～エ [略] 

 

 

 

 

第６節 避難対策 

<基本方針> [略] 

１ 避難対策の検討 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) 広域避難及び広域一時滞在 

・ 市は、災害が発生するおそれがあり、自らの区域内

で、住民等の生命、身体を保護し、又は居住の場所を

確保することが困難な場合において、住民等の県内他

市町村へ又は他都道府県への避難（以下「広域避難」

という。）が円滑に実施できるよう、県内の他の市町

村その他の関係団体との応援協定の締結や具体的な

手続き、移動手段の確保等を定めたマニュアル等の整

備に努める。 

・ 市は、災害が発生し、自らの区域内で、避難者の生

命、身体を保護し、又は居住の場所を確保することが

困難な場合において、避難者の県内他市町村又は他の

都道府県への一時的な滞在（以下「広域一時滞在」と

いう。）が円滑に実施できるよう、県内の他の市町村

その他の関係団体との応援協定の締結や具体的な手

続き、移動手段の確保等を定めたマニュアル等の整備

に努める。 

・ 市は、広域避難又は広域一時滞在の受入れ（他都道

府県からの受入れを含む。以下「広域避難等」という。）

を想定し、受け入れるべき施設をあらかじめ定めるな

ど、具体的な受入方法等を定めたマニュアル等の整備

に努める。 

２ 避難場所等の整備 

(1) [略] 

(2) 避難場所等の整備 

[略] 

<避難場所等の指定における留意事項> 

ア～エ [略] 

オ 市は、避難場所等を指定する際は、広域避難

等の用にも供することについて定めるなど、他

の市町村からの避難者を受け入れることができ

る施設等をあらかじめ決定しておくよう努める。  
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16 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

<避難場所等の指定基準> [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

３ 避難所の運営体制等の整備 

  市は、避難所を円滑に設置し運営するため、あらか

じめ設置及び運営に係る「陸前高田市避難所運営マニ

ュアル」に基づく訓練・講習等を通じて、その内容に

ついて住民へ普及啓発に努める。この際、住民等が主

体的に避難所を運営できるように配慮するよう努め

る。 

 

４ [略] 

５ 避難に関する広報 

  市は、住民が的確な避難行動をとることができるよ

う、平常時から避難場所等、避難経路、危険箇所等を

示したハザードマップ、広報誌、避難マニュアル等の

活用、講習会、避難訓練の実施等あらゆる機会を利用

して、避難に関する広報活動を行い、住民への周知徹

底を図る。 

避難場所等に関する事項 [略] 

避難行動に関する事項 [略] 

災害に関する事項 [略] 

６ [略] 

７ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

カ 市は、避難場所と避難所が相互に兼ねる場合

は、特定の災害においては当該施設に避難する

ことが不適当である場合があることを住民へ周

知するよう努める。 

<避難場所等の指定基準> [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

３ 避難所の運営体制等の整備 

  市は、避難所を円滑に設置し運営するため、あらか

じめ設置及び運営に係る「陸前高田市避難所運営マニ

ュアル」に基づく訓練・講習等を通じて、その内容に

ついて住民へ普及啓発に努める。この際、住民等が主

体的に避難所を運営できるように配慮するよう努め

る。また、災害の規模に鑑み、必要な避難所を可能な

限り当初から開設するよう努める。 

４ [略] 

５ 避難に関する広報 

  市は、住民が的確な避難行動をとることができるよ

う、平常時から避難場所等、避難経路、危険箇所等を

示したハザードマップ、広報誌、避難マニュアル等の

活用、講習会、避難訓練の実施、ホームページやＳＮ

Ｓ等、多様な手段を利用して、避難に関する広報活動

を行い、住民への周知徹底を図る。 

避難場所等に関する事項 [略] 

避難行動に関する事項 [略] 

災害に関する事項 [略] 

６ [略] 

７ [略] 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変  更  前 変  更  後 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

第７節 要配慮者の安全確保 

<基本方針> [略] 

１ 避難行動支援者の実態把握 

・ [略] 

・ [略] 

・ 市は、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避

難支援等に係る関係者と連携し、避難行動要支援者ご

とに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよ

う努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ 福祉避難所の指定 

第７節 要配慮者の安全確保 

<基本方針> [略] 

１ 避難行動支援者の実態把握 

・ [略] 

・ [略] 

・ 市は、地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉

担当部局など関係部局の連携の下、福祉専門職、社会

福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携

わる関係者と連携し、避難行動要支援者ごとに、作成

の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努める。

また、個別避難計画については、避難行動要支援者の

状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時

の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなる

よう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等

の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が

生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努め

るものとする。 

・ 市は、地域防災計画に定めるところにより、消防機

関、都道府県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協

議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に

対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の

同意、又は、当該市町村の条例の定めがある場合には、

あらかじめ個別避難計画を提供するものとする。 

・ 市は、個別避難計画が作成されていない避難行動要

支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施

されるよう、平常時から必要な配慮をするものとす

る。 

・ 市は、個別避難計画が作成されている避難行動要支

援者が居住する地区において、地区防災計画を定める

場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個

別避難計画で定められた内容を前提とした避難支援

の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図

られるよう努めるものとする。また、訓練等により、

両計画の一体的な運用が図られるよう努めるものと

する。 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ 福祉避難所の指定 
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・ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ [略] 

・ [略] 

６ [略] 

７ [略] 

８ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ [略] 

・ 市は、福祉避難所を指定する場合は、要配慮者の円

滑な利用を確保するための措置が講じられており、災

害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援

を受けることができる体制が整備され、主として要配

慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確

保される施設を指定するよう努める。 

・ 市は、福祉避難所について、受入れを想定していな

い避難者が避難してくることがないよう、必要に応じ

て、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定す

る際に受入れ対象者を特定して公示する。 

・ 市は、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前

に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、

避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難する

ことができるよう努める。 

・ [略] 

・ [略] 

６ [略] 

７ [略] 

８ [略] 

 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変  更  前 変  更  後 

30 

 

 

31 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

第 11節 建築物等の安全確保 

<基本方針> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ 建築物の安全確保 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

 

 

７ [略] 

８ [略] 

９ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11節 建築物等の安全確保 

<基本方針> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ 建築物の安全確保 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 平常時より、災害による被害が予測される空き家等

の状況の確認に努める。 

７ [略] 

８ [略] 

９ [略] 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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第２章 応急対策計画 

頁 変  更  前 変  更  後 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

58 

 

 

 

第 1節 活動体制 

<基本方針> [略] 

１ 市の活動体制 

[略] 

(1) 災害警戒本部 

ア 設置基準 

注意体制 

（1号体制） 
震度４の地震を観測したとき 

警戒体制 

（2号体制） 

① 震度 5 弱の地震を観測したと

き 

② 津波注意報が発表されたとき 

 

 

 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

(2) 災害対策本部 

[略] 

ア 設置基準 

非常体制 

（3号体制） 

 

① 震度 5 強以上の地震を観測し

た時 

② 津波警報、大津波警報が発表

されたとき 

③ 相当規模の災害が発生したと

き、又は、相当規模の災害発生

のおそれがある場合において、

本部長（市長）が必要と認めた

とき 

 

 

 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

オ [略] 

(3) [略] 

 

 

第 1節 活動体制 

<基本方針> [略] 

１ 市の活動体制 

[略] 

(1) 災害警戒本部 

ア 設置基準 

注意体制 

（1号体制） 

① 震度４の地震を観測したとき 

② 北海道・三陸沖後発地震注意

情報が発信されたとき 

③ 長周期地震動階級 3 の地震が

発生したとき 

特別警戒体制 

（3号体制） 

① 震度 5 弱の地震を観測したと

き 

② 津波注意報が発表されたとき 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

(2) 災害対策本部 

[略] 

ア 設置基準 

非常体制 

（4号体制） 

① 震度 5強の地震を観測した時 

② 津波警報が発表されたとき 

特別非常体制 

（5号体制） 

① 震度 6 弱以上の地震を観測し

たとき 

② 長周期地震動階級 4 の地震が

発生したとき 

③ 大津波警報が発表されたとき 

④ 相当規模の災害が発生したと

き、又は、相当規模の災害発生

のおそれがある場合において、

本部長（市長）が必要と認めた

とき 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

オ [略] 

(3) [略] 
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59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

61 

２ 職員の動員配備体制 

(1) 参集基準 

 

 

 

 

 

 

 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

(9) [略] 

３ [略 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員の動員配備体制 

(1) 参集基準 

 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

(9) [略] 

３ [略] 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 

 

 

体制区分 参集基準 

防 災 局 

消防本部 

・消防署 

各部課等 

の 長 

地区本部員 

その他 

職 員 

市防災行政

無線従事者 

秘書担当 

災
害
警
戒
本
部 

注意体制 

(1 号体制) 

① 震度 4 の地震を観測

したとき 
参集 連絡 連絡 連絡 

警戒体制 

(2 号体制) 

① 震度 5 弱の地震を観

測したとき 

② 津波注意報が発表さ

れたとき 

参集 参集 参集 連絡 

災
害
対
策
本
部 

非常体制 

(3 号体制) 

① 震度 5 強以上の地震

を観測したとき 

② 津波警報、大津波警

報が発表されたとき 

③ 相当規模の災害が発

生したとき、又は、相

当規模の災害発生のお

それがある場合におい

て、本部長（市長）が

必要と認めたとき 

参集 参集 参集 参集 

 

体制区分 参集基準 

防 災 局 

消防本部 

・消防署 

各部課等 

の 長 

地区本部員 

その他 

職 員 

市防災行政

無線従事者 

秘書担当 

災
害
警
戒
本
部 

注意体制 

(1 号体制) 

① 震度 4 の地震を観測

したとき 

② 北海道・三陸沖後発

地震注意情報が発信さ

れたとき 

③ 長周期地震動階級 3

の地震が発生したとき 

参集 連絡 連絡 連絡 

特別警戒 

体制 

(3 号体制) 

① 震度 5 弱の地震を観

測したとき 

② 津波注意報が発表さ

れたとき 

参集 参集 参集 連絡 

災
害
対
策
本
部 

非常体制 

(4 号体制) 

① 震度 5 強の地震を観

測したとき 

② 津波警報が発表され

たとき 

参集 参集 参集 連絡 

特別非常 

体制 

(5 号体制) 

① 震度 6 弱以上の地震

を観測したとき 

② 長周期地震動階級 4

の地震が発生したとき 

③ 大津波警報が発表さ

れたとき 

④ 相当規模の災害が発

生したとき、又は、相

当規模の災害発生のお

それがある場合におい

て、本部長（市長）が

必要と認めたとき 

参集 参集 参集 参集 
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頁 変  更  前 変  更  後 

62 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

第２節 津波警報・地震情報等の伝達 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 津波警報等の伝達 

[略] 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 市の措置 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 津波予報・警報等の広報は、概ね次の方法による。 

ア [略] 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

オ SNS（facebook、Twitter） 

カ [略] 

２ 異常現象発生の通報 

[略] 

(1) [略] 

(2) 通報先 

・ 通報を受けた市職員、警察官又は海上保安官は、盛

岡地方気象台及び県総合防災室に通報する。 

・通報を受けた県総合防災室は、予防等の措置を講ずべ

き所管の関係課に通知する。 

<異常現象の通報、伝達経路> 

[略] 

<通報を要する異常現象の種類> 

[略] 

 

 

第２節 津波警報・地震情報等の伝達 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 津波警報等の伝達 

[略] 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 市の措置 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 津波予報・警報等の広報は、概ね次の方法による。 

ア [略] 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

オ SNS（facebook、Twitter、LINE） 

カ [略] 

２ 異常現象発生の通報 

[略] 

(1) [略] 

(2) 通報先 

・ 通報を受けた市職員、警察官又は海上保安官は、盛

岡地方気象台及び県防災課に通報する。 

・通報を受けた県防災課は、予防等の措置を講ずべき所

管の関係課に通知する。 

<異常現象の通報、伝達経路> 

[略] 

<通報を要する異常現象の種類> 

[略] 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変  更  前 変  更  後 

68 

 

 

69 

70 

71 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

第４節 情報の収集・伝達 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ 災害情報の報告要領 

[略] 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) 災害報告に係る用語の定義 

[略] 

<災害情報伝達系統図> 

 

３ [略] 

４ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 情報の収集・伝達 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ 災害情報の報告要領 

[略] 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) 災害報告に係る用語の定義 

[略] 

<災害情報伝達系統図> 

 

３ [略] 

４ [略] 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変  更  前 変  更  後 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

82 

 

 

 

第６節 交通確保・輸送 

<基本方針> [略] 

<実施機関> 

実 施 

機 関 
担   当   業   務 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

東北地方

整備局 

南三陸沿

岸国道事

務所 

所管する一般国道及び三陸沿岸道

路（陸前高田市内）の道路施設に

係る交通規制及び応急・復旧 

[略] [略] 

[略] [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 交通確保・輸送 

<基本方針> [略] 

<実施機関> 

実 施 

機 関 
担   当   業   務 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

東北地方

整備局 

南三陸沿

岸国道事

務所 

所管する一般国道 45 号及び三陸

沿岸道路（陸前高田市内）の道路

施設に係る交通規制及び応急・復

旧 

[略] [略] 

[略] [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変  更  前 変  更  後 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 

 

107 

第 10節 自衛隊災害派遣要請 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 災害派遣の要請 

[略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

<災害派遣の基準> [略] 

<災害派遣時に実施する救助活動> [略] 

<災害派遣命令者> [略] 

<要請系統> 

 

注[略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

第 10節 自衛隊災害派遣要請 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 災害派遣の要請 

[略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

<災害派遣の基準> [略] 

<災害派遣時に実施する救助活動> [略] 

<災害派遣命令者> [略] 

<要請系統> 

 

注[略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変  更  前 変  更  後 

108 

 

 

 

109 

110 

第 11節 ボランティア活動 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ ボランティアの受入体制への支援 

・ [略] 

・ [略] 

 

 

 

 

 

 

３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11節 ボランティア活動 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ ボランティアの受入体制への支援 

・ [略] 

・ [略] 

・ 県から事務の委任を受けた市は、共助のボランティ

ア活動と地方公共団体の実施する救助の調整事務に

ついて、社会福祉協議会等が設置する災害ボランティ

アセンターに委託する場合は、当該事務に必要な人件

費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とするこ

とができる。 

３ [略] 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 

 

 



地震・津波編 

第２章 応急対策計画 

- 18 - 

 

 

頁 変更前 変更後 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 

 

 

117 

 

第 13節 避難・救出 

<基本方針>  

○ 災害発生時において、市は、住民等の生命、身体の

安全を確保するため、迅速かつ的確に避難指示及び屋

内での待避等の安全確保措置の指示のほか、避難行動

要支援者及び避難支援従事者の安全を確保しながら、

避難誘導を行う。 

○ [略] 

○ [略] 

<実施機関> 

■避難指示 

実施機関 担当業務 

市本部 地域住民、滞在者その他の者に

対する避難のための立退き勧

告、指示〔水防法第 29条、災害

対策基本法第 60条〕 

 

[略] [略] 

釜石海上保安部 必要と認める地域住民、滞在者

その他の者に対する避難のため

の立退き指示〔災害対策基本法

第 61条〕 

[略] [略] 

■ [略] 

■ [略] 

■ [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 避難指示 

(1) 避難勧告の実施 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

(2) 避難勧告の内容 

ア～キ [略] 

(3) [略]  

(4) [略] 

(5) [略] 

第 13節 避難・救出 

<基本方針> 

○ 災害発生時において、市は、住民等の生命、身体の

安全を確保するため、迅速かつ的確に避難指示を伝達

するとともに、避難行動要支援者及び避難支援従事者

の安全を確保しながら、避難誘導を行う。 

 

○ [略] 

○ [略] 

<実施機関>  

■避難指示 

実施機関 担当業務 

市本部 必要と認める地域の必要と認め

る住民、滞在者その他の者に対

する避難のための立退き指示

〔水防法第 29条、災害対策基本

法第 60条〕 

[略] [略] 

釜石海上保安部 必要と認める地域の必要と認め

る住民、滞在者その他の者に対

する避難のための立退き指示

〔災害対策基本法第 61条〕 

[略] [略] 

■ [略] 

■ [略] 

■ [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 避難指示 

(1) 避難指示の実施 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

(2) 避難指示の内容 

ア～キ [略] 

(3) [略]  

(4) [略] 

(5) [略] 
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118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 

120 

 

121 

 

122 

 

 

 

 

 

 

(6) [略] 

(7) [略] 

(8) 避難支援従事者の安全確保 

[略] 

<避難指示の発令の目安> 

種別 [略] 発令の目安 発令の対象 

[略] [略] ア 津波注意

報が発表さ

れたとき 

津波浸水区域にい

る者に対して行う。 

（ただし、この場合

に限り嵩上げ地に

いるものは除く。） 

イ 津波警

報・大津波警

報が発表さ

れたとき 
津波浸水区域付

近にいる者及び浸

水区域内にいる者

に対して行う。 

ウ 災害が発

生し、著しく

危険が切迫

し、緊急に避

難を要する

と認められ

るとき 

 

 

[略] 

※３ 津波浸水区域：東日本大震災で発生した津波によ

る浸水区域 

[略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ 避難所の設置、運営 

(1) [略] 

(2) 避難所の運営 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

[略] 

<避難指示の発令の目安等> 

種別 [略] 発令の目安 発令の対象 

[略] [略] ア 津波注意

報が発表さ

れたとき 

防潮堤等より海

側の区域（ただし、

防潮堤、水門等がな

い区域は、最大クラ

スの津波浸水想定

※３の区域）にいる

者に対して行う。 

イ 津波警報

が発表され

たとき 

最大クラスの津

波浸水想定の区域

にいる者に対して

行う。（ただし、高

田地区及び今泉地

区の嵩上げ地を除

く） 

ウ 大津波警

報が発表さ

れたとき 

最大クラスの津

波浸水想定の区域

にいる者に対して

行う。 

[略] 

※３ 最大クラスの津波浸水想定：令和 4年 3月 29日

に岩手県が公表した津波浸水想定 

[略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ 避難所の設置、運営 

(1) [略] 

(2) 避難所の運営 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 
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・ [略] 

 

 

 

 

 

(3) [略] 

６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ [略] 

・ 市本部は、避難所における性暴力・DVの防止対策

を講じ、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるも

のとする。また、警察、病院、女性支援団体と連携の

下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める

ものとする。 

(3) [略] 

６ [略] 

７ 広域避難 

(1) 県内広域避難 

  市本部は、次に示すとおり県内広域避難を実施す

る。 

ア 災害の予測規模、予想される災害の事態等

に鑑み、県内広域避難の必要があると認めた

市町村本部長（以下、本号中「協議元市町村

本部長」という。）は、応援協定を締結した他

の市町村長又は適当と認める他市町村長（以

下、本号中「協議先市町村長」という。）に対

し、避難者の受入れを協議する。 

イ 協議元市町村本部長は、当該協議を行う場

合にあっては、あらかじめ県本部長に報告す

る。ただし、あらかじめ報告することが困難

なときは、協議の開始後、遅滞なく報告する。 

ウ 協議先市町村長は、避難者を受け入れない

ことについて正当な理由がある場合を除き、

これを受け入れる。 

エ 協議先市町村長は、受け入れる広域避難者

の避難等の用に供するための施設（以下、本

号中「受入施設」という。）を決定し、提供す

る。 

オ 協議元市町村本部長又は協議先市町村長

は、法に基づく報告又は通知を行う。 

カ 県本部長は、市町村本部長から求めがあっ

た場合には、協議すべき市町村、避難者の輸

送手段の確保等、県内広域避難の実施に関し

必要な助言等を行う。 
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<法令に基づく報告又は通知義務> 

 

(2) 県外広域避難 

  市本部は、次に示すとおり県外広域避難を実施す

る。 

ア 県外広域避難の必要があると認める市町村

本部長（以下、本号中「協議元市町村本部長」

という。）は、県本部長に対し、本県以外の都

道府県の知事と避難者の受入れについて協議

することを求める。 

イ 県本部長は、応援協定を締結した他の都道

府県の知事又は適当と認める他の都道府県の

知事（以下、本号中「協議先都道府県知事」

という。）に対し、避難者の受入れの協議を行

う。 

ウ 県本部長は、当該協議を行う場合にあって

は、あらかじめ内閣総理大臣に報告する。た

だし、あらかじめ報告することが困難なとき

は、協議の開始後、遅滞なく報告する。 

エ 県本部長は、協議先都道府県知事から受入

施設が決定した旨の通知を受けたときは、協

議元市町村本部長に通知するとともに、内閣

総理大臣に通知する。 

オ 県本部長及び協議元市町村本部長は、法に

報告又は 

通知義務者 

報告又は 

通知の時期 
報告又は通知先 根拠法令 

協議元市町村 

本部長 

県内広域避難の協議

をしようとするとき  
県本部長 

災害対策基本法第61 

条の4第2項 

受入施設を決定した

旨の通知を受けたと

き 

1 公示 

2 協議元市町村本部長が受

入施設を決定した旨の通知

を受けた時に現に避難者を

受け入れている公共施設そ

の他の施設を管理する者及

び協議元市町村本部長が必

要と認める関係指定地方行

政機関の長その他の防災関

係機関等の長 

3 県本部長 

災害対策基本法第61 

条の4第6項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第2項 

県内広域避難の必要

がなくなったと認め

るとき 

1 協議先市町村長 

2 協議元市町村本部長が受

入施設を決定した旨の通知

を受けた時に現に避難者を

受け入れている公共施設そ

の他の施設を管理する者及

び協議元市町村本部長が必

要と認める関係指定地方行

政機関の長その他の防災関

係機関等の長 

3 公示 

4 県本部長  

災害対策基本法第61 

条の4第7項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第2項 

協議先市長村長 

受入施設を決定した

とき 

受入施設を管理する者及び協

議先市町村長が必要と認める

関係指定地方行政機関の長そ

の他の防災関係機関等の長 

災害対策基本法第61

条の4第4項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第1項 

協議元市町村本部長 
災害対策基本法第61

条の4第5項 

県内広域避難の必要

がなくなった旨の通

知を受けたとき 

受入施設を管理する者及び協

議先市町村本部長が必要と認

める関係指定地方行政機関の

長その他の防災関係機関等の

長 

災害対策基本法第61

条の4第8項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第1項 
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基づく報告又は通知を行う。 

カ 県本部長は、必要に応じ、国に対し、協議

すべき都道府県、避難者の輸送手段の確保等、

県外広域避難の実施に関し必要な助言等を求

める。 

<法令に基づく報告又は通知義務> 

 

(3) 他都道府県からの広域避難受入れ 

  市本部は、次に示すとおり他都道府県からの広域避

難受入れを実施する。 

ア 県本部長は、他の都道府県知事（以下、本

号中「協議元都道府県知事」という。）から避

難者の受入れの協議があったときは、受入れ

に関する県内の市町村長の意向を確認の上、

受け入れるべき避難者数その他事項を勘案

し、受入れについて協議すべき市町村を決定

し、受入れを協議する。 

イ 県本部長の協議を受けた市町村長（以下、

本号中「協議先市町村長」という。）は、被災

者を受け入れないことについて正当な理由が

ある場合を除き、これを受け入れる。 

ウ 協議先市町村長は、受入施設を決定し、提

供する。 

エ 県本部長又は協議先市町村長は、法に基づ

く報告又は通知を行う。 

 

 

 

報告又は 

通知義務者 

報告又は 

通知の時期 
報告又は通知先 根拠法令 

県本部長  

県外広域避難の協議

をしようとするとき  
内閣総理大臣 

災害対策基本法第61

条の5第3項 

受入施設を決定した

旨の通知を受けたと

き 

1 協議元市町村本部長  

2 内閣総理大臣 

災害対策基本法第61

条の5第9項 

県内広域避難の必要

がなくなった旨の報

告を受けたとき 

1 協議先都道府県知事  

2 内閣総理大臣 

災害対策基本法第61

条の5第12項 

協議元市町村 

本部長 

受入施設を決定した

旨の通知を受けたと

き 

1 公示 

2 協議元市町村本部長が受

入施設を決定した旨の通知

を受けた時に現に避難者を

受け入れている公共施設そ

の他の施設を管理する者及

び協議元市町村本部長が必

要と認める関係指定地方行

政機関の長その他の防災関

係機関等の長 

災害対策基本法第61

条の9第10項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第4項 

県外広域避難の必要

がなくなったと認め

るとき 

1 県本部長 

2 公示 

3 協議元市町村本部長が受

入施設を決定した旨の通知

を受けた時に現に避難者を

受け入れている公共施設そ

の他の施設を管理する者及

び協議元市町村本部長が必

要と認める関係指定地方行

政機関の長その他の防災関

係機関等の長 

災害対策基本法第61

条の9第11項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第4項 
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127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 広域一時滞在 

[略] 

８ 住民等に対する情報等の提供体制 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 居住地以外の市町村に避難する被災者に対しては、

県及び被災者を受け入れた市町村が、必要な情報や支

援・サービスを容易かつ確実に受け取ることのできる

体制の整備を図る。 

９ 帰宅困難者対策 

[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<法令に基づく報告又は通知義務> 

 

８ 広域一時滞在 

[略] 

９ 住民等に対する情報等の提供体制 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 広域避難等をした者に対しては、県及び被災者を受

け入れた市町村が、必要な情報や支援・サービスを容

易かつ確実に受け取ることのできる体制の整備を図

る。 

10 帰宅困難者対策 

[略] 

修正 

理由 

・県計画の修正に伴うもの 

・現状に合わせた修正 

 

報告又は 

通知義務者 

報告又は 

通知の時期 
報告又は通知先 根拠法令 

県本部長 

受入施設を決定した

旨の通知を受けたと

き 

協議元都道府県知事  
災害対策基本法第61

条の5第8項 

他の都道府県からの

広域避難の必要がな

くなった旨の通知を

受けたとき 

協議先市町村長  

災害対策基本法第61

条の5第13項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第4項 

協議先市町村長  

受入施設を決定した

とき 

受入施設を管理する者及び協

議先市町村長が必要と認める

関係指定地方行政機関の長そ

の他の防災関係機関等の長 

災害対策基本法第61

条の5第6項 

県本部長 
災害対策基本法第61

条の5第7項 

他の都道府県からの

広域避難の必要がな

くなった旨の通知を

受けたとき 

受入施設を管理する者及び協

議先市町村長が必要と認める

関係指定地方行政機関の長そ

の他の防災関係機関等の長  

災害対策基本法第61

条の5第14項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第4項  
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頁 変更前 変更後 

136 

 

 

 

137 

 

138 

139 

 

 

 

141 

 

 

 

 

142 

第 15節 食糧・生活必需品の供給 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ 物資の輸送及び保管 

市本部 財政課、商政課、農林課、 

復興推進課 

防災関係機関 県本部 

[略] 

５ [略] 

６ [略] 

７ 義援物資の受入れ 

市本部 被災者支援室、商政課、農林課 

[略] 

８ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15節 食糧・生活必需品の供給 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ 物資の輸送及び保管 

市本部 財政課、商政課、農林課、 

復興支援室 

防災関係機関 県本部 

[略] 

５ [略] 

６ [略] 

７ 義援物資の受入れ 

市本部 商政課、農林課 

[略] 

８ [略] 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変更前 変更後 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 

 

149 

第 17節 応急仮設住宅の供与等及び応急修理 

<基本方針> 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

 

 

○ [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17節 応急仮設住宅の供与等及び応急修理 

<基本方針> 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ 既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住ま

いを確保することを基本とする。 

○ [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変更前 変更後 

173 

 

 

 

174 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176 

第 23節 公共土木施設等応急対策 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ 漁港施設 

(1) [略] 

(2) [略] 

<漁港施設に係る連絡系統図> 

 

(3) [略] 

(4) [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23節 公共土木施設等応急対策 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ 漁港施設 

(1) [略] 

(2) [略] 

<漁港施設に係る連絡系統図> 

 

(3) [略]  

(4) [略] 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 

 

 



    地震・津波編 

第３章 復旧対策計画 

- 27 - 

 

第３章 復旧対策計画 

頁 変更前 変更後 

188 

 

 

 

189 

 

 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 生活の安定確保  

<基本方針> [略] 

１ 被災者の生活確保 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) 被災者生活再建支援制度の活用 

・ [略] 

・ 県が実施主体となり、市は、申請書類の受付窓口と

なるが、支給に関する事務は、被災者生活再建支援法

人に指定された（公財）都道府県会館に委託し実施す

る。 

・ [略] 

・ 対象となる自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、

高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象によ

り生じる被害であり、対象となる災害の程度は次のと

おりである。 

ア 災害救助法施行令第 1条第 1項第 1号又は第 2

号に該当する被害が発生した市町村 

 

イ 10世帯以上の住宅が全壊した市町村 

 

ウ 100世帯以上の住宅が全壊した都道府県 

 

エ ア又はイの市町村を含む都道府県で、5世帯以

上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10万

人未満に限る。） 

オ アからウの区域に隣接し、5世帯以上の住宅全

壊被害が発生した市町村（人口 10万人未満に限

る。） 

カ ア若しくはイの市町村を含む都道府県又はウ

の都道府県が2以上ある場合における市町村（人

口 10万人未満のものに限る。）の区域であって、

その自然災害により 5（人口 5万人未満の市町村

にあっては、2）以上の世帯の住宅が全壊する被

害が発生した市町村 

・ 支援金の支給対象は、支援法が適用された自然災害

により被災した次に掲げる世帯である。 

第２節 生活の安定確保  

<基本方針> [略] 

１ 被災者の生活確保 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) 被災者生活再建支援制度の活用 

・ [略] 

・ 県が実施主体となり、市は、申請書類の受付窓口と

なるが、支給に関する事務は、被災者生活再建支援法

人に指定された公益財団法人都道府県センターに委

託し実施する。 

・ [略] 

・ 対象となる自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、

高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象によ

り生じる被害であり、支援法の対象となる自然災害は

次のとおりである。 

ア 災害救助法施行令第 1条第 1項第 1号又は第 2

号のいずれかに該当する被害が発生した市町村

における自然災害 

イ 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した

市町村における自然災害 

ウ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し

た都道府県における自然災害 

エ ア又はイの市町村を含む都道府県区域内で、5

世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人

口 10万人未満に限る。）における自然災害 

オ 5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、ア

からウの区域に隣接する市町村（人口 10万人未

満に限る。）における自然災害 

カ ア若しくはイの市町村を含む都道府県又はウ

の都道府県が 2以上ある場合に、5世帯以上の住

宅全壊被害が発生した市町村（人口 10万人未満

に限る。）又は 2世帯以上の住宅が全壊する被害

が発生した市町村における自然災害 

 

・ 支援金の支給対象は、支援法が適用された自然災害

により被災した次に掲げる世帯である。 
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191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 住宅が「全壊」した世帯 

イ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、

その住宅をやむを得ず解体した世帯 

 

 

ウ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住

不能な状態が長時間継続している世帯 

 

 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ

居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

 

 

 

 

 

<支援金の支給> 

■複数世帯の場合         （単位：万円） 

区分 住宅の 

再建方法 

基礎 

支援金 

加算 

支援金 

合計 

全壊世

帯等 

建設・購入 100 200 300 

補修 100 100 200 

賃借 100 50 150 

大規模

半壊世

帯 

建設・購入 50 200 250 

補修 50 100 150 

賃借 50 50 100 

 

 

 

 

 

 

■単数世帯の場合         （単位：万円） 

区分 住宅の 

再建方法 

基礎 

支援金 

加算 

支援金 

合計 

全壊世

帯等 

建設・購入 75 150 225 

補修 75 75 150 

賃借 75 37.5 112.5 

大規模

半壊世

帯 

建設・購入 37.5 150 187.5 

補修 37.5 75 112.5 

賃借 37.5 37.5 75 

ア 居住する住宅が「全壊」した世帯 

イ 居住する住宅が半壊し、又はその居住する住

宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得な

い事由により、解体し、又は解体されるに至っ

た世帯（解体世帯） 

ウ 災害による危険な状態が継続することその他

の事由により、住宅が居住不能のものとなり、

かつ、その状態が長期にわたり継続することが

見込まれる世帯（長期避難世帯） 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ

当該住宅に居住することが困難な世帯（大規模

半壊世帯） 

オ イからエまでの世帯を除き、住宅が半壊し、

相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住

することが困難であると認められる世帯（中規

模半壊世帯） 

<支援金の支給> 

■複数世帯の場合         （単位：万円） 

区分 住宅の 

再建方法 

基礎 

支援金 

加算 

支援金 

合計 

全壊世

帯 

解体世

帯 

長期避

難世帯 

建設・購入 100 200 300 

補修 100 100 200 

賃借 100 50 150 

大規模

半壊世

帯 

建設・購入 50 200 250 

補修 50 100 150 

賃借 50 50 100 

中規模

半壊世

帯 

建設・購入 ― 100 100 

補修 ― 50 50 

賃借 ― 25 25 

■単数世帯の場合         （単位：万円） 

区分 住宅の 

再建方法 

基礎 

支援金 

加算 

支援金 

合計 

全壊世

帯等 

建設・購入 75 150 225 

補修 75 75 150 

賃借 75 37.5 112.5 

大規模

半壊世

帯 

建設・購入 37.5 150 187.5 

補修 37.5 75 112.5 

賃借 37.5 37.5 75 



    地震・津波編 

第３章 復旧対策計画 

- 29 - 

 

 

 

192 

 

 

 

 

193 

 

 

 

 

<支援金の申請から支給まで> [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

(9) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中規模

半壊世

帯 

建設・購入 ― 75 75 

補修 ― 37.5 37.5 

賃借 ― 18.75 18.75 

<支援金の申請から支給まで> [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

(9) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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第４章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

頁 変更前 変更後 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 総則 

１ 計画の目的 

  この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に

関する地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

16年法律第 27号。以下、「法」という。）第 6条第 1

項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震防災対策推進地域（以下、「推進地域」という。）に

ついて、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し、

以下の事項を定め、本市域における地震防災対策を進

めることを目的とする。 

 

 

[略] 

２ [略] 

３ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として

行う事務又は業務の大綱 

[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 総則 

１ 計画の目的 

  この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に

関する地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

16年法律第 27号。以下、「法」という。）第 6条第 1

項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震防災対策推進地域（以下、「推進地域」という。）及

び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特

別強化地域（以下、「特別強化地域」という。）につい

て、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し、以下

の事項を定め、本市域における地震防災対策を進める

ことを目的とする。 

[略] 

２ [略] 

３ 特別強化地域 

本市は、法第 9条の規定に基づき、「特別強化地域」

の区域に指定されている。 

（令和 4年 10月 3日内閣府告示第 100号） 

４ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として

行う事務又は業務の大綱 

[略] 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変更前 変更後 

197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 災害対策本部の設置等 

１ [略] 

２ [略] 

３ 職員の動員配備体制 

・ [略] 

・ 職員は、市内に震度 5強以上の地震が発生し、又は

津波警報・大津波警報が発表された場合においては、

地震発生後の情報等の収集に積極的に努めるととも

に、配備指令を待たずに、直ちに勤務場所、災害対策

本部又は地区本部に参集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 災害対策本部の設置等 

１ [略] 

２ [略] 

３ 職員の動員配備体制 

・ [略] 

・ 職員は、市内に震度 6弱以上の地震が発生し、又は

大津波警報が発表された場合においては、地震発生後

の情報等の収集に積極的に努めるとともに、配備指令

を待たずに、直ちに勤務場所、災害対策本部又は地区

本部に参集する。 

・ 市内に震度 5弱若しくは震度 5強の地震が発生し、

又は津波注意報若しくは津波警報が発表された場合

においては、防災局職員、消防本部職員、消防署職員、

各部課等の長、地区本部員、防災行政無線従事者、秘

書担当職員は地震発生後の情報等の収集に積極的に

努めるとともに、配備指令を待たずに、直ちに勤務場

所、災害対策本部又は地区本部に参集する。その他の

職員は地震発生後の情報等の収集に積極的に努め、配

備指令がある場合に参集できるよう備える。 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変更前 変更後 

198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 

第３節 地震発生時の応急対策等 

１ 地震発生時の応急対策 

(1) 情報の収集・伝達 

ア [略] 

イ 避難のための勧告及び指示 

  [略] 

ウ [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 地震発生時の応急対策等 

１ 地震発生時の応急対策 

(1) 情報の収集・伝達 

ア [略] 

イ 避難のための指示 

  [略] 

ウ [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変更前 変更後 

208  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 北海道・三陸沖後発地震注意情報に係る対応 

１ 災害応急対策をとるべき期間 

  市は、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信され

た場合は、後発地震への注意を促す情報の発信に至っ

た地震の発生から１週間、後発地震に対して注意する

措置を講じる。 

２ 市のとるべき措置 

・ 市は、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信され

た場合において、以下のような防災対応をとる旨を防

災行政無線や緊急速報メール、各種ＳＮＳ等の手段に

より地域住民等に対し呼びかける。 

・ 市は、市における日頃からの備えを再確認するとと

もに、施設・設備等の点検等により円滑かつ迅速な避

難を確保するよう備える。 

 

ア 家具等の固定、家庭等における備蓄の確認等

日頃からの地震の備えの再確認 

イ 避難場所・避難経路の確認、家族等との安否

確認手段の取決め、非常持出品の常時携帯等、

円滑かつ迅速に避難するための備え 

ウ 施設内の避難経路の周知徹底、情報収集・連

絡体制の確認、機械・設備等の転倒防止対策・

点検等、施設利用者や職員の円滑かつ迅速な避

難を確保するための備え 

エ 個々の病気・障害等に応じた薬、装具及び非

常持出品の準備、避難行動を支援する体制の再

確認・徹底等、要配慮者の円滑かつ迅速な避難

を確保するための備え 

修正 

理由 
・北海道・三陸沖後発地震注意情報に係る対応を追加 
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頁 変更前 変更後 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき

事項 

・ 市は、津波から避難するため必要な緊急に実施すべ

き次に掲げる事業に関する計画（以下「津波避難対策

緊急事業計画」という。）を作成するものとする。 

・ 市は、津波避難対策緊急事業計画において、実施す

べき事業を行う区域ごとに、事業の種類、目標及び達

成期間を定めるものとする。 

ア 津波からの避難の用に供する避難施設その他

の避難場所の整備に関する事業 

イ 避難場所までの避難の用に供する避難路その

他の避難経路の整備に関する事業 

ウ 集団移転促進事業及び集団移転促進事業に関

連して移転が必要と認められる施設であって、

高齢者、障がい者、乳幼児、児童、生徒等の要

配慮者が利用する政令で定める施設の整備に関

する事業 
 

修正 

理由 
・津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を追加 

 

 



    風水害編 

第１章 予防対策計画 

- 35 - 

風水害編 

第１章 予防対策計画 

頁 変  更  前 変  更  後 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

第１節 防災知識の普及 

<基本方針> 

１ [略] 

２ 住民等に対する防災知識の普及 

・ 市及び防災関係機関は、住民の防災に対する意識の

高揚を図り、災害時に住民一人ひとりが正しい知識と

判断をもって行動できるよう、防災知識の普及と意識

の啓発を図るとともに、防災気象情報の利活用の促進

に努める。 

・ [略] 

・ [略] 

(1) 主な普及内容 

ア [略] 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

オ [略] 

カ [略] 

キ 災害に関する基礎知識 

① 防災気象情報、避難指示等の意味、内容等 

② 地震、津波等に関する一般的知識 

ク [略] 

(2) [略] 

３ [略] 

４ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 防災知識の普及 

<基本方針> 

１ [略] 

２ 住民等に対する防災知識の普及 

・ 市及び防災関係機関は、住民の防災に対する意識の

高揚を図り、災害時に住民一人ひとりが正しい知識と

判断をもってタイミングを逸することなく適切に行

動できるよう、防災知識の普及と意識の啓発を図ると

ともに、防災気象情報の利活用の促進に努める。 

・ [略] 

・ [略] 

(1) 主な普及内容 

ア [略] 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

オ [略] 

カ [略] 

キ 災害に関する基礎知識 

① 防災気象情報、避難情報の意味、内容等 

② 地震、津波等に関する一般的知識 

ク [略] 

(2) [略] 

３ [略] 

４ [略] 

 

修正 

理由 

・県計画の修正に伴うもの 

・現状に合わせた修正 
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頁 変  更  前 変  更  後 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

第２節 自主防災組織等の育成 

<基本方針> [略] 

１ 自主防災組織の育成強化 

(1) 自主防災組織の結成促進及び育成 

・ [略] 

・ [略] 

 

 

 

(2) 自主防災組織の活動 

ア  

①～⑤ [略] 

⑥ 地域の災害危険箇所や指定緊急避難場所等の

把握、発災時における地域内での連絡体制の構

築 

 

イ [略] 

(3) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 自主防災組織等の育成 

<基本方針> [略] 

１ 自主防災組織の育成強化 

(1)  自主防災組織の結成促進及び育成 

・ [略] 

・ [略] 

・ 被災者や支援者が性暴力・DVの被害者にも加害者

にもならないよう、暴力の防止に向けた教育・啓発の

促進に努める。 

(2) 自主防災組織の活動 

ア  

①～⑤ [略] 

⑥ 地域の災害危険箇所や指定緊急避難場所、避

難場所、避難経路等の把握、発災時における地

域内での連絡体制の構築 

⑦ 広域避難の考え方の確認 

イ [略] 

(3) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

 

 

 

 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変  更  前 変  更  後 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

第５節 通信の確保 

<基本方針> 

○ [略] 

○ [略] 

○ 通信情報技術の発達を踏まえ、ＡＩ、ＩｏＴ、クラ

ウドコンピューティング技術、ＳＮＳなど、ＩＣＴの

防災施策への積極的な活用が必要である。 

 

 

 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 通信の確保 

<基本方針> 

○ [略] 

○ [略] 

○ 効率的・効果的な防災対策を行うため、ＡＩ、Ｉｏ

Ｔ、クラウドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用

など、災害対応の業務のデジタル化を促進する必要が

ある。デジタル化に当たっては、災害対応に必要な情

報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収

集・分析・加工・共有の体制整備を図る必要がある。 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

 

 

 

 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変  更  前 変  更  後 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 避難対策 

<基本方針> [略] 

１ 避難対策の検討 

(1) 避難対策の検討 

ア 避難基準の策定・見直し 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 避難指示等の発令対象区域については、細分化しす

ぎるとかえって居住者等にとってわかりにくい場合

が多いことから、立退き避難が必要な区域を示して指

示したり、屋内での安全確保措置の区域を示して指示

したりするのではなく、命を脅かす洪水等のおそれの

ある範囲をまとめて発令できるよう、発令範囲をあら

かじめ具体的に設定するとともに、必要に応じて見直

すよう努めるものとする。 

・ [略] 

イ [略] 

ウ [略] 

(2) [略] 

(3) 広域避難 

  市は、災害の予測規模、避難者数にかんがみ、域外

への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急避難場所

の提供が必要であると判断した場合において、県内他

市町村と受入れについて当該市町村と直接協議し、県

外市町村への受入れについては、県に対し当該県との

協議を求める。 

(4) 広域一時滞在 

・ 市は、災害が発生し、自らの区域内で、避難者の生

命、身体を保護し、又は居住の場所を確保することが

困難な場合において、避難者の県内の他市町村への一

時的な滞在（以下「県内広域一時滞在」という。）又

は他の都道府県への一時的な滞在（以下「県外広域一

時滞在」という。）が円滑に実施できるよう、県内の

他の市町村その他の関係団体との応援協定の締結や

具体的な手続き、移動手段の確保等を定めたマニュア

ル等の整備に努める。 

・ 市は、県内広域一時滞在の受入れ又は他の都道府県

第６節 避難対策 

<基本方針> [略] 

１ 避難対策の検討 

(1) 避難対策の検討 

ア 避難基準の策定・見直し 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 安全な場所にいる人まで指定緊急避難場所等へ避難

した場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等がある

ことから、災害リスクのある区域に絞って避難指示等

の発令対象区域を設定するとともに、必要に応じて見

直すよう努めるものとする。 

 

 

 

・ [略] 

イ [略] 

ウ [略] 

(2) [略] 

(3) 広域避難及び広域一時滞在 

・ 市は、災害が発生するおそれがあり、自らの区域内

で、住民等の生命、身体を保護し、又は居住の場所を

確保することが困難な場合において、住民等の県内他

市町村へ又は他都道府県への避難（以下「広域避難」

という。）が円滑に実施できるよう、県内の他の市町

村その他の関係団体との応援協定の締結や具体的な

手続き、移動手段の確保等を定めたマニュアル等の整

備に努める。 

・ 市は、災害が発生し、自らの区域内で、避難者の生

命、身体を保護し、又は居住の場所を確保することが

困難な場合において、避難者の県内他市町村又は他の

都道府県への一時的な滞在（以下「広域一時滞在」と

いう。）が円滑に実施できるよう、県内の他の市町村

その他の関係団体との応援協定の締結や具体的な手

続き、移動手段の確保等を定めたマニュアル等の整備

に努める。 

・ 市は、広域避難又は広域一時滞在の受入れ（他都道
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の避難者の一時的な滞在（以下「他都道府県広域一時

滞在」という。）の受入れを想定し、受け入れるべき

施設をあらかじめ定めるなど、具体的な受入方法等を

定めたマニュアル等の整備に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府県からの受入れを含む。以下「広域避難等」という。）

を想定し、受け入れるべき施設をあらかじめ定めるな

ど、具体的な受入方法等を定めたマニュアル等の整備

に努める。 

２ 避難場所等の整備 

(1) [略] 

(2) 避難場所等の整備 

<避難場所等の指定における留意事項> 

ア～エ [略] 

オ 市は、避難場所等を指定する際は、広域避難

等の用にも供することについて定めるなど、他

の市町村からの避難者を受け入れることができ

る施設等をあらかじめ決定しておくよう努める。  

カ 市は、避難場所と避難所が相互に兼ねる場合

は、特定の災害においては当該施設に避難する

ことが不適当である場合があることを住民へ周

知するよう努める。 

(3) [略] 

(4) [略] 

３ 避難所の運営体制等の整備 

  市は、避難所を円滑に設置し運営するため、あらか

じめ設置及び運営に係る「陸前高田市避難所運営マニ

ュアル」に基づく訓練・講習等を通じて、その内容に

ついて住民へ普及啓発に努める。この際、住民等が主

体的に避難所を運営できるように配慮するよう努め

る。また、災害の規模に鑑み、必要な避難所を可能な

限り当初から開設するよう努める。 

４ [略] 

５ 避難に関する広報 

  市は、住民が的確な避難行動をとることができるよ

う、平常時から避難場所等、避難経路、危険箇所等を

示したハザードマップ、広報誌、避難マニュアル等の

活用、講習会、避難訓練の実施、ホームページやＳＮ

Ｓ等、多様な手段を利用して、避難に関する広報活動

を行い、住民への周知徹底を図る。 

避難場所等に関する事項 [略] 

避難行動に関する事項 [略] 

災害に関する事項 [略] 

６ [略] 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難場所等の整備 

(1) [略] 

(2) 避難場所等の整備 

<避難場所等の指定における留意事項> 

ア～エ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) [略] 

(4) [略] 

３ 避難所の運営体制等の整備 

  市は、避難所を円滑に設置し運営するため、あらか

じめ設置及び運営に係る「陸前高田市避難所運営マニ

ュアル」に基づく訓練・講習等を通じて、その内容に

ついて住民へ普及啓発に努める。この際、住民等が主

体的に避難所を運営できるように配慮するよう努め

る。 

 

４ [略] 

５ 避難に関する広報 

  市は、住民が的確な避難行動をとることができるよ

う、平常時から避難場所等、避難経路、危険箇所等を

示したハザードマップ、広報誌、避難マニュアル等の

活用、講習会、避難訓練の実施等あらゆる機会を利用

して、避難に関する広報活動を行い、住民への周知徹

底を図る。 

避難場所等に関する事項 [略] 
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避難行動に関する事項 [略] 

災害に関する事項 [略] 

６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変  更  前 変  更  後 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

第７節 要配慮者の安全確保 

＜基本方針＞ [略] 

１ 避難行動支援者の実態把握 

・ [略] 

・ [略] 

・ 市は、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避

難支援等に係る関係者と連携し、避難行動要支援者ご

とに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよ

う努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ 福祉避難所の指定 

第７節 要配慮者の安全確保 

＜基本方針＞ [略] 

１ 避難行動支援者の実態把握 

・ [略] 

・ [略] 

・ 市は、地域防災計画基づき、防災担当部局や福祉担

当部局など関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福

祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わ

る関係者と連携し、避難行動要支援者ごとに、作成の

同意を得て、個別避難計画を作成するよう努める。ま

た、個別避難計画については、避難行動要支援者の状

況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の

避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよ

う、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の

事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生

じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努める

ものとする。 

・ 市は、地域防災計画に定めるところにより、消防機

関、都道府県警察、民生委員・児童委員、社会福祉協

議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に

対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の

同意、又は、当該市町村の条例の定めがある場合には、

あらかじめ個別避難計画を提供するものとする。 

・ 市は、個別避難計画が作成されていない避難行動要

支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施

されるよう、平常時から必要な配慮をするものとす

る。 

・ 市は、個別避難計画が作成されている避難行動要支

援者が居住する地区において、地区防災計画を定める

場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個

別避難計画で定められた内容を前提とした避難支援

の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図

られるよう努めるものとする。また、訓練等により、

両計画の一体的な運用が図られるよう努めるものと

する。 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ 福祉避難所の指定 
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19 

・ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ [略] 

・ [略] 

６ [略] 

７ [略] 

８ [略] 

 

 

・ [略] 

・ 市は、福祉避難所を指定する場合は、要配慮者の円

滑な利用を確保するための措置が講じられており、災

害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援

を受けることができる体制が整備され、主として要配

慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確

保される施設を指定するよう努める。 

・ 市は、福祉避難所について、受入れを想定していな

い避難者が避難してくることがないよう、必要に応じ

て、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定す

る際に受入れ対象者を特定して公示する。 

・ 市は、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前

に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、

避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難する

ことができるよう努める。 

・ [略] 

・ [略] 

６ [略] 

７ [略] 

８ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変  更  前 変  更  後 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

第 11節 建築物等の安全確保 

<基本方針> [略] 

１ 建築物の安全確保 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

 

 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11節 建築物等の安全確保 

<基本方針> [略] 

１ 建築物の安全確保 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 平常時より、災害による被害が予測される空き家等

の状況の確認に努める。 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変  更  前 変  更  後 

36 

 

 

37 

38 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

40 

第 14節 風水害等予防 

<基本方針> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ 土砂災害予防 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) 避難指示等のための補足情報収集 

   市は、県ホームページ及び総合防災情報ネットワ

ークで提供される危険度を表示した地図情報や危険

度の時間変化を知らせる補足情報を収集し、参照す

る。 

<土砂災害警戒情報の補足情報> 

危険度 表示 状況及び行動の目安 

警戒レベル３

相当 

[略] [略] 

警戒レベル４

相当 

うす紫 [略] 

警戒レベル５

相当 

濃い紫 [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

(9) [略] 

４ 雪害予防 

・ [略] 

実施機関 除雪路線 

国土交通省 直轄管理の一般国道 

 

 

県 [略] 

市 [略] 

東日本高速道路㈱ [略] 
 

第 14節 風水害等予防 

<基本方針> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ 土砂災害予防 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) 避難指示等のための補足情報収集 

   市は、県ホームページ及び総合防災情報ネットワ

ークで提供される危険度を表示した地図情報や危険

度の時間変化を知らせる補足情報を収集し、参照す

る。 

<土砂災害警戒情報の補足情報> 

危険度 表示 状況及び行動の目安 

警戒レベル３

相当 

[略] [略] 

警戒レベル４

相当 

紫 [略] 

警戒レベル５

相当 

黒 [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

(9) [略] 

４ [略] 

・ [略] 

実施機関 除雪路線 

国土交通省 直轄管理の一般国道 45 号及び

三陸沿岸道路（陸前高田市内）

の道路施設 

県 [略] 

市 [略] 

東日本高速道路㈱ [略] 
 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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第２章 応急対策計画 

頁 変  更  前 変  更  後 

45 
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第 1節 活動体制 

<基本方針> [略] 

１ 市の活動体制 

[略] 

(1) 災害警戒本部 

ア 設置基準 

注意体制 

（1号体制） 

 

① 気象警報、高潮警報、波浪警

報及び洪水警報が発表されたと

き 

② 気仙川又は矢作川の水位が避

難判断水位に到達することが予

想されるとき 

気仙川（館 3.2ｍ）、矢作川（味

米 2.6ｍ） 

警戒体制 

（2号体制） 

① 気仙川又は矢作川の水位が氾

濫危険水位に到達することが予

想されるとき 

気仙川（館 3.6ｍ）、矢作川（味米

3.1ｍ） 

② 長雨等による地面現象災害が

多数発生するおそれがある場合

において、本部長（副市長）が

必要と認めたとき 

③ 土砂災害警戒情報が発表され

たとき 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

(2) 災害対策本部 

ア 設置基準 

非常体制 

（3号体制） 

① 気象等に関する特別警報が発

令されたとき 

② 相当規模の災害が発生したと

き、又は、相当規模の災害発生

のおそれがある場合において、

本部長（市長）が必要と認めた

とき 

イ [略] 

ウ [略] 

第 1節 活動体制 

<基本方針> [略] 

１ 市の活動体制 

[略] 

(1) 災害警戒本部 

ア 設置基準 

注意体制 

（1号体制） 

 

① 気象警報、高潮警報、波浪警

報及び洪水警報が発表されたと

き 

② 気仙川又は矢作川の水位が避

難判断水位に到達することが予

想されるとき 

気仙川（館 3.2ｍ）、矢作川（味

米 2.6ｍ） 

警戒体制 

（2号体制） 

① 気仙川又は矢作川の水位が氾

濫危険水位に到達することが予

想されるとき 

気仙川（館 3.6ｍ）、矢作川（味米

3.1ｍ） 

② 長雨等による地面現象災害が

多数発生するおそれがある場合

において、本部長（副市長）が

必要と認めたとき 

特別警戒体制 

（3号体制） 

土砂災害警戒情報が発表されたと

き 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

(2) 災害対策本部 

ア 設置基準 

特別非常体制 

（5号体制） 

① 気象等に関する特別警報が発

令されたとき 

② 相当規模の災害が発生したと

き、又は、相当規模の災害発生

のおそれがある場合において、

本部長（市長）が必要と認めた

とき 

イ [略] 

ウ [略] 
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49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

51 

エ [略] 

オ [略] 

(3) [略] 

２ 職員の動員配備体制 

(1) 参集基準 

 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

(9) [略] 

３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

エ [略] 

オ [略] 

(3) [略] 

２ 職員の動員配備体制 

(1) 参集基準 

 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

(9) [略] 

３ [略] 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 

 

 

体制区分 参集基準 

防 災 局 

消防本部 

・消防署 

各部課等 

の 長 

地区本部員 

その他 

職 員 

市防災行政

無線従事者 

秘書担当 

準備体制 

（0号体制） 

① 気象注意報、高潮注意

報、波浪注意報及び洪水注

意報が発表されたとき 

② 気仙川又は矢作川の水

位が、水防団待機水位に到

達することが予想される

とき 

気仙川（舘 2.9ｍ） 

矢作川（味米 1.6ｍ） 

連絡 － － － 

災
害
警
戒
本
部 

注意体制 

（1号体制） 

① 気象警報、高潮警報、波

浪警報及び洪水警報が発

表されたとき 

② 気仙川又は矢作川の水位

が避難判断水位に到達する

ことが予想されるとき 

気仙川（館 3.2ｍ） 

矢作川（味米 2.6ｍ） 

参集 連絡 連絡 連絡 

警戒体制 

（2号体制） 

① 気仙川又は矢作川の水位

が氾濫危険水位に到達する

ことが予想されるとき 

気仙川（舘 3.6ｍ） 

矢作川（味米 3.1ｍ） 

② 長雨等による地面現象

災害が多数発生するおそ

れがある場合において、本

部長（副市長）が必要と認

めたとき 

参集 

連絡 

(①②のとき) 

連絡 

(①②のとき) 
連絡 

③ 土砂災害警戒情報が発

表されたとき 

参集 

（③のとき） 

参集 

（③のとき） 

災
害
対
策
本
部 

非常体制 

（3号体制） 

① 気象等に関する特別警

報が発令されたとき 

② 相当規模の災害が発生

したとき、又は、相当規模の

災害発生のおそれがある場

合において、本部長（市長）

が必要と認めたとき 

参集 参集 参集 参集 

 

体制区分 参集基準 

防 災 局 

消防本部 

・消防署 

各部課等 

の 長 

地区本部員 

その他 

職 員 

市防災行政

無線従事者 

秘書担当 

準備体制 

（0号体制） 

① 気象注意報、高潮注意

報、波浪注意報及び洪水注

意報が発表されたとき 

② 気仙川又は矢作川の水

位が、水防団待機水位に到

達することが予想される

とき 

気仙川（館 2.9ｍ） 

矢作川（味米 1.6ｍ） 

連絡 － － － 

災
害
警
戒
本
部 

注意体制 

（1号体制） 

① 気象警報、高潮警報、波

浪警報及び洪水警報が発

表されたとき 

② 気仙川又は矢作川の水位

が避難判断水位に到達する

ことが予想されるとき 

気仙川（館 3.2ｍ） 

矢作川（味米 2.6ｍ） 

参集 連絡 連絡 連絡 

警戒体制 

（2号体制） 

① 気仙川又は矢作川の水位

が氾濫危険水位に到達する

ことが予想されるとき 

気仙川（館 3.6ｍ） 

矢作川（味米 3.1ｍ） 

② 長雨等による地面現象

災害が多数発生するおそ

れがある場合において、本

部長（副市長）が必要と認

めたとき 

参集 連絡 連絡 連絡 

特 別 警 戒

体制 

(3号体制) 

① 土砂災害警戒情報が発

表されたとき 
参集 参集 参集 連絡 

災
害
対
策
本
部 

特 別 非 常

体制 

(5号体制) 

① 気象等に関する特別警

報が発表されたとき 

② 相当規模の災害が発生

したとき、又は、相当規模

の災害発生のおそれがあ

る場合において、本部長

（市長）が必要と認めたと

き 

参集 参集 参集 参集 
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頁 変  更  前 変  更  後 

52 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

第２節 気象予報・警報等の伝達 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 気象予報・警報等の伝達 

[略] 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 市の措置 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 気象予報・警報等の広報は、概ね次の方法による。 

ア [略] 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

オ SNS（facebook、Twitter） 

カ [略] 

２ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 気象予報・警報等の伝達 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 気象予報・警報等の伝達 

[略] 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 市の措置 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 気象予報・警報等の広報は、概ね次の方法による。 

ア [略] 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

オ SNS（facebook、Twitter、LINE） 

カ [略] 

２ [略] 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変  更  前 変  更  後 

59 

 

 

 

61 

62 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

第４節 情報の収集・伝達 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ 災害情報の報告要領 

[略] 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) 災害報告に係る用語の定義 

[略] 

<災害情報伝達系統図> 

 

３ [略] 

４ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 情報の収集・伝達 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ 災害情報の報告要領 

[略] 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) 災害報告に係る用語の定義 

[略] 

<災害情報伝達系統図> 

 

３ [略] 

４ [略] 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変  更  前 変  更  後 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 

68 

 

第５節 広報広聴 

<基本方針> [略] 

<実施機関>  

実施機関 広報広聴活動の内容 

[略] [略] 

県本部 １ [略] 

２ [略] 

３ 市長村長等が発令した高齢者等

避難開始、避難指示 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

７ [略] 

８ [略] 

９ [略] 

10 [略] 

11 [略] 

12 [略] 

13 [略] 

14 [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

 

 

第５節 広報広聴 

<基本方針> [略] 

<実施機関>  

実施機関 広報広聴活動の内容 

[略] [略] 

県本部 １ [略] 

２ [略] 

３ 市長村長等が発令した避難指示

等 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

７ [略] 

８ [略] 

９ [略] 

10 [略] 

11 [略] 

12 [略] 

13 [略] 

14 [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変  更  前 変  更  後 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

 

92 

第９節 自衛隊災害派遣要請 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 災害派遣の要請 

[略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

<災害派遣の基準> [略] 

<災害派遣時に実施する救助活動> [略] 

<災害派遣命令者> [略] 

<要請系統> 

 

注[略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 自衛隊災害派遣要請 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 災害派遣の要請 

[略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

<災害派遣の基準> [略] 

<災害派遣時に実施する救助活動> [略] 

<災害派遣命令者> [略] 

<要請系統> 

 

注[略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変  更  前 変  更  後 

93 

 

 

 

 

95 

第 10節 ボランティア活動 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ ボランティアの受入体制への支援 

・ [略] 

・ [略] 

 

 

 

 

 

 

３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10節 ボランティア活動 

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ ボランティアの受入体制への支援 

・ [略] 

・ [略] 

・ 県から事務の委任を受けた市は、共助のボランティ

ア活動と地方公共団体の実施する救助の調整事務に

ついて、社会福祉協議会等が設置する災害ボランティ

アセンターに委託する場合は、当該事務に必要な人件

費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とするこ

とができる。 

３ [略] 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変  更  前 変  更  後 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12節 避難・救出 

<基本方針>  

○ 災害発生時において、市は、住民等の生命、身体の

安全を確保するため、迅速かつ的確な避難指示及び屋

内安全確保の指示のほか、避難行動要支援者その他の

特に避難行動に時間を要する者に対して、高齢者等避

難（以下本節中「避難指示等」という。）を伝達する

とともに、避難支援従事者の安全を確保しながら、避

難誘導を行う。 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

<実施機関> 

■避難指示 

実施機関 担当業務 

市本部 地域住民、滞在者その他の者に

対する避難のための立退き勧

告、指示〔水防法第 29条、災害

対策基本法第 60条〕 

 

[略] [略] 

釜石海上保安部 必要と認める地域住民、滞在者

その他の者に対する避難のため

の立退き指示〔災害対策基本法

第 61条〕 

[略] [略] 

■ [略] 

■ [略] 

■ [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 避難指示等 

(1) 避難指示等の実施 

・ [略] 

・ 市本部は、台風等の接近に伴う災害の発生又は夜間

及び早朝における災害の発生等が予想される場合に

は、住民に対する避難準備及び自主的な避難並びに避

難行動要支援者等に対する避難行動の開始を促すた

め、早めの段階で高齢者等避難を発令することを検討

する。 

第 12節 避難・救出 

<基本方針> 

○ 災害発生時において、市は、住民等の生命、身体の

安全を確保するため、迅速かつ的確に避難指示等を伝

達するとともに、避難支援従事者の安全を確保しなが

ら、避難誘導を行う。 

 

 

 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

<実施機関>   

■避難指示 

実施機関 担当業務 

市本部 必要と認める地域の必要と認め

る住民、滞在者その他の者に対

する避難のための立退き指示

〔水防法第 29条、災害対策基本

法第 60条〕 

[略] [略] 

釜石海上保安部 必要と認める地域の必要と認め

る住民、滞在者その他の者に対

する避難のための立退き指示

〔災害対策基本法第 61条〕 

[略] [略] 

■ [略] 

■ [略] 

■ [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 避難指示等 

(1) 避難指示等の実施 

・ [略] 

・ 市本部は、台風等の接近に伴う災害の発生又は夜間

及び早朝における災害の発生等が予想される場合に

は、住民に対して、必要に応じて、普段の行動を見合

わせること及び自主的な避難並びに避難行動要支援

者等に対する避難行動の開始を促すため、早めの段階

で高齢者等避難を発令することを検討する。 
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101 

 

 

102 

 

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 市本部は、避難時の周囲の状況等により避難のため

の立退きを行うことがかえって危険を伴う場合等や

むを得ないときは、居住者等に対し、近隣のより安全

な建物への移動または屋内安全確保を指示する。 

 

 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

(9) 水位周知河川におけるホットラインの運用 

   水位周知河川（気仙川、矢作川）において、避難

判断水位を超過又は超過の恐れがある場合に、大船

渡土木センターから、本市（①防災局長②消防長③

防災課課長補佐の順位）に、水位到達情報等につい

て、直接、電話連絡を行う。 

<避難指示等の種類と発令の目安> 

種別 

立ち退き非難が

必要な居住者等

に求める行動 

発令の目安 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

【警戒レベル

5】 

緊急安全確保 

全員避難・命の危

険・直ちに安全確

保 

・ 既に災害が発

生又は切迫し

ている極めて

危険な状況と

なっており、避

難場所への立

退き避難はか

えって命に危

険を及ぼしか

ねないと自ら

[略] 

[略] 

・ 市本部は、避難時の周囲の状況等により避難のため

の立退きを行うことがかえって危険を伴うおそれが

り、かつ事態に照らし緊急を要すると認めるときは、

必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の

堅固な建物への退避などの行動を促すため、緊急安全

確保を指示する。 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

(9) 水位周知河川におけるホットラインの運用 

   水位周知河川（気仙川、矢作川）において、避難

判断水位を超過又は超過の恐れがある場合に、大船

渡土木センターから、本市（①防災局長②消防長③

防災課課長補佐の順位）に、水位到達情報等につい

て、直接、電話連絡を行う。 

<避難指示等の種類と発令の目安> 

種別 

立ち退き非難が

必要な居住者等

に求める行動 

発令の目安 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

【警戒レベル

5】 

緊急安全確保 

全員避難・命の危

険・直ちに安全確

保 

・ 既に災害が発

生又は切迫し

ている極めて

危険な状況と

なっており、避

難場所への立

退き避難はか

えって命に危

険を及ぼしか

ねないと自ら

[略] 

[略] 
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判断する場合

には、「近隣の

安全な場所」（※

1）への避難や、

少しでも命が

助かる可能性

の高い避難行

動として、「屋

内安全確保」（※

2）を行うなど

命を守るため

の最善の行動

をとる。 

 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ 避難所の設置、運営 

(1) [略] 

(2) 避難所の運営 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

 

 

 

 

 

(3) [略] 

６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

判断する場合

には、「近隣の

安全な場所」（※

1）への避難や、

少しでも命が

助かる可能性

の高い避難行

動として、「屋

内安全確保」（※

2）を行うなど

命の危険があ

ることから直

ちに身の安全

を確保する。 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ 避難所の設置、運営 

(1) [略] 

(2) 避難所の運営 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 市本部は、避難所における性暴力・DVの防止対策

を講じ、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるも

のとする。また、警察、病院、女性支援団体と連携の

下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める

ものとする。 

(3) [略] 

６ [略] 

７ 広域避難 

(1) 県内広域避難 

  市本部は、次に示すとおり県内広域避難を実施す

る。 

ア 災害の予測規模、予想される災害の事態等

に鑑み、県内広域避難の必要があると認めた

市町村本部長（以下、本号中「協議元市町村
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本部長」という。）は、応援協定を締結した他

の市町村長又は適当と認める他市町村長（以

下、本号中「協議先市町村長」という。）に対

し、避難者の受入れを協議する。 

イ 協議元市町村本部長は、当該協議を行う場

合にあっては、あらかじめ県本部長に報告す

る。ただし、あらかじめ報告することが困難

なときは、協議の開始後、遅滞なく報告する。 

ウ 協議先市町村長は、避難者を受け入れない

ことについて正当な理由がある場合を除き、

これを受け入れる。 

エ 協議先市町村長は、受け入れる広域避難者

の避難等の用に供するための施設（以下、本

号中「受入施設」という。）を決定し、提供す

る。 

オ 協議元市町村本部長又は協議先市町村長

は、法に基づく報告又は通知を行う。 

カ 県本部長は、市町村本部長から求めがあっ

た場合には、協議すべき市町村、避難者の輸

送手段の確保等、県内広域避難の実施に関し

必要な助言等を行う。 

<法令に基づく報告又は通知義務> 

 

(2) 県外広域避難 

  市本部は、次に示すとおり県外広域避難を実施す

報告又は 

通知義務者 

報告又は 

通知の時期 
報告又は通知先 根拠法令 

協議元市町村 

本部長 

県内広域避難の協議

をしようとするとき  
県本部長 

災害対策基本法第61 

条の4第2項 

受入施設を決定した

旨の通知を受けたと

き 

1 公示 

2 協議元市町村本部長が受

入施設を決定した旨の通知

を受けた時に現に避難者を

受け入れている公共施設そ

の他の施設を管理する者及

び協議元市町村本部長が必

要と認める関係指定地方行

政機関の長その他の防災関

係機関等の長 

3 県本部長 

災害対策基本法第61 

条の4第6項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第2項 

県内広域避難の必要

がなくなったと認め

るとき 

1 協議先市町村長 

2 協議元市町村本部長が受

入施設を決定した旨の通知

を受けた時に現に避難者を

受け入れている公共施設そ

の他の施設を管理する者及

び協議元市町村本部長が必

要と認める関係指定地方行

政機関の長その他の防災関

係機関等の長 

3 公示 

4 県本部長  

災害対策基本法第61 

条の4第7項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第2項 

協議先市長村長 

受入施設を決定した

とき 

受入施設を管理する者及び協

議先市町村長が必要と認める

関係指定地方行政機関の長そ

の他の防災関係機関等の長 

災害対策基本法第61

条の4第4項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第1項 

協議元市町村本部長 
災害対策基本法第61

条の4第5項 

県内広域避難の必要

がなくなった旨の通

知を受けたとき 

受入施設を管理する者及び協

議先市町村本部長が必要と認

める関係指定地方行政機関の

長その他の防災関係機関等の

長 

災害対策基本法第61

条の4第8項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第1項 
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る。 

ア 県外広域避難の必要があると認める市町村

本部長（以下、本号中「協議元市町村本部長」

という。）は、県本部長に対し、本県以外の都

道府県の知事と避難者の受入れについて協議

することを求める。 

イ 県本部長は、応援協定を締結した他の都道

府県の知事又は適当と認める他の都道府県の

知事（以下、本号中「協議先都道府県知事」

という。）に対し、避難者の受入れの協議を行

う。 

ウ 県本部長は、当該協議を行う場合にあって

は、あらかじめ内閣総理大臣に報告する。た

だし、あらかじめ報告することが困難なとき

は、協議の開始後、遅滞なく報告する。 

エ 県本部長は、協議先都道府県知事から受入

施設が決定した旨の通知を受けたときは、協

議元市町村本部長に通知するとともに、内閣

総理大臣に通知する。 

オ 県本部長及び協議元市町村本部長は、法に

基づく報告又は通知を行う。 

カ 県本部長は、必要に応じ、国に対し、協議

すべき都道府県、避難者の輸送手段の確保等、

県外広域避難の実施に関し必要な助言等を求

める。 

<法令に基づく報告又は通知義務> 

 

(3) 他都道府県からの広域避難受入れ 

  市本部は、次に示すとおり他都道府県からの広域避

報告又は 

通知義務者 

報告又は 

通知の時期 
報告又は通知先 根拠法令 

県本部長  

県外広域避難の協議

をしようとするとき  
内閣総理大臣 

災害対策基本法第61

条の5第3項 

受入施設を決定した

旨の通知を受けたと

き 

1 協議元市町村本部長  

2 内閣総理大臣 

災害対策基本法第61

条の5第9項 

県内広域避難の必要

がなくなった旨の報

告を受けたとき 

1 協議先都道府県知事  

2 内閣総理大臣 

災害対策基本法第61

条の5第12項 

協議元市町村 

本部長 

受入施設を決定した

旨の通知を受けたと

き 

1 公示 

2 協議元市町村本部長が受

入施設を決定した旨の通知

を受けた時に現に避難者を

受け入れている公共施設そ

の他の施設を管理する者及

び協議元市町村本部長が必

要と認める関係指定地方行

政機関の長その他の防災関

係機関等の長 

災害対策基本法第61

条の9第10項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第4項 

県外広域避難の必要

がなくなったと認め

るとき 

1 県本部長 

2 公示 

3 協議元市町村本部長が受

入施設を決定した旨の通知

を受けた時に現に避難者を

受け入れている公共施設そ

の他の施設を管理する者及

び協議元市町村本部長が必

要と認める関係指定地方行

政機関の長その他の防災関

係機関等の長 

災害対策基本法第61

条の9第11項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第4項 
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７ 広域一時滞在 

[略] 

８ 住民等に対する情報等の提供体制 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 居住地以外の市町村に避難する被災者に対しては、

県及び被災者を受け入れた市町村が、必要な情報や支

援・サービスを容易かつ確実に受け取ることのできる

体制の整備を図る。 

９ 帰宅困難者対策 

[略] 

難受入れを実施する。 

ア 県本部長は、他の都道府県知事（以下、本

号中「協議元都道府県知事」という。）から避

難者の受入れの協議があったときは、受入れ

に関する県内の市町村長の意向を確認の上、

受け入れるべき避難者数その他事項を勘案

し、受入れについて協議すべき市町村を決定

し、受入れを協議する。 

イ 県本部長の協議を受けた市町村長（以下、

本号中「協議先市町村長」という。）は、被災

者を受け入れないことについて正当な理由が

ある場合を除き、これを受け入れる。 

ウ 協議先市町村長は、受入施設を決定し、提

供する。 

エ 県本部長又は協議先市町村長は、法に基づ

く報告又は通知を行う。 

<法令に基づく報告又は通知義務> 

 

８ 広域一時滞在 

[略] 

９ 住民等に対する情報等の提供体制 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ 広域避難等をした者に対しては、県及び被災者を受

け入れた市町村が、必要な情報や支援・サービスを容

易かつ確実に受け取ることのできる体制の整備を図

る。 

10 帰宅困難者対策 

[略] 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 

 

 

報告又は 

通知義務者 

報告又は 

通知の時期 
報告又は通知先 根拠法令 

県本部長 

受入施設を決定した

旨の通知を受けたと

き 

協議元都道府県知事  
災害対策基本法第61

条の5第8項 

他の都道府県からの

広域避難の必要がな

くなった旨の通知を

受けたとき 

協議先市町村長  

災害対策基本法第61

条の5第13項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第4項 

協議先市町村長  

受入施設を決定した

とき 

受入施設を管理する者及び協

議先市町村長が必要と認める

関係指定地方行政機関の長そ

の他の防災関係機関等の長 

災害対策基本法第61

条の5第6項 

県本部長 
災害対策基本法第61

条の5第7項 

他の都道府県からの

広域避難の必要がな

くなった旨の通知を

受けたとき 

受入施設を管理する者及び協

議先市町村長が必要と認める

関係指定地方行政機関の長そ

の他の防災関係機関等の長  

災害対策基本法第61

条の5第14項、災害対

策基本法施行規則第

2条の3第4項  
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頁 変更前 変更後 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

133 

 

134 

第 16節 応急仮設住宅の供与等及び応急修理 

<基本方針> 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

 

 

○ [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16節 応急仮設住宅の供与等及び応急修理 

<基本方針> 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ 既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住ま

いを確保することを基本とする。 

○ [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 

 

 



    風水害編 

第２章 応急対策計画 

- 60 - 

 

 

頁 変更前 変更後 

159 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 

 

 

 

162 

第 22節 公共土木施設等応急対策 

<基本方針> [略] 

<実施機関>  

■ 道路施設 

実施機関 担 当 業 務 

南三陸沿岸

国道事務所 

所管する一般国道 45及び三陸沿岸道

路（陸前高田市内）の道路施設 

[略] [略] 

[略] [略] 

■ [略] 

■ [略] 

■ [略] 

■ [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ 漁港施設 

(1) [略] 

(2) [略] 

<漁港施設に係る連絡系統図> 

 

(3) [略]  

(4) [略] 

 

 

 

 

 

第 22節 公共土木施設等応急対策 

<基本方針> [略] 

<実施機関> 

■ 道路施設 

実施機関 担 当 業 務 

南三陸沿岸

国道事務所 

所管する一般国道 45号及び三陸沿岸

道路（陸前高田市内）の道路施設 

[略] [略] 

[略] [略] 

■ [略] 

■ [略] 

■ [略] 

■ [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ 漁港施設 

(1) [略] 

(2) [略] 

<漁港施設に係る連絡系統図> 

 

(3) [略] 

(4) [略] 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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頁 変更前 変更後 

163 

 

 

 

 

 

 

164 

 

165 

166 

 

 

167 

第 23節 ライフライン施設応急対策  

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 上水道施設、簡易水道施設等 

市本部 水道事業所 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23節 ライフライン施設応急対策  

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ 上水道施設、簡易水道施設等 

市本部 上下水道課 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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第３章 復旧対策計画 

頁 変更前 変更後 

174 

 

 

 

175 

 

 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 生活の安定確保  

<基本方針> [略] 

１ 被災者の生活確保 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) 被災者生活再建支援制度の活用 

・ [略] 

・ 県が実施主体となり、市は、申請書類の受付窓口と

なるが、支給に関する事務は、被災者生活再建支援法

人に指定された（公財）都道府県会館に委託し実施す

る。 

・ [略] 

・ 対象となる自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、

高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象によ

り生じる被害であり、対象となる災害の程度は次のと

おりである。 

ア 災害救助法施行令第 1条第 1項第 1号又は第 2

号に該当する被害が発生した市町村 

 

イ 10世帯以上の住宅が全壊した市町村 

 

ウ 100世帯以上の住宅が全壊した都道府県 

 

エ ア又はイの市町村を含む都道府県で、5世帯以

上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10万

人未満に限る。） 

オ アからウの区域に隣接し、5世帯以上の住宅全

壊被害が発生した市町村（人口 10万人未満に限

る。） 

カ ア若しくはイの市町村を含む都道府県又はウ

の都道府県が2以上ある場合における市町村（人

口 10万人未満のものに限る。）の区域であって、

その自然災害により 5（人口 5万人未満の市町村

にあっては、2）以上の世帯の住宅が全壊する被

害が発生した市町村 

・ 支援金の支給対象は、支援法が適用された自然災害

により被災した次に掲げる世帯である。 

第２節 生活の安定確保  

<基本方針> [略] 

１ 被災者の生活確保 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) [略] 

(5) 被災者生活再建支援制度の活用 

・ [略] 

・ 県が実施主体となり、市は、申請書類の受付窓口と

なるが、支給に関する事務は、被災者生活再建支援法

人に指定された公益財団法人都道府県センターに委

託し実施する。 

・ [略] 

・ 対象となる自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、

高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象によ

り生じる被害であり、支援法の対象となる自然災害は

次のとおりである。 

ア 災害救助法施行令第 1条第 1項第 1号又は第 2

号のいずれかに該当する被害が発生した市町村

における自然災害 

イ 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した

市町村における自然災害 

ウ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し

た都道府県における自然災害 

エ ア又はイの市町村を含む都道府県区域内で、5

世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人

口 10万人未満に限る。）における自然災害 

オ 5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、ア

からウの区域に隣接する市町村（人口 10万人未

満に限る。）における自然災害 

カ ア若しくはイの市町村を含む都道府県又はウ

の都道府県が 2以上ある場合に、5世帯以上の住

宅全壊被害が発生した市町村（人口 10万人未満

に限る。）又は 2世帯以上の住宅が全壊する被害

が発生した市町村における自然災害 

 

・ 支援金の支給対象は、支援法が適用された自然災害

により被災した次に掲げる世帯である。 
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ア 住宅が「全壊」した世帯 

イ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、

その住宅をやむを得ず解体した世帯 

 

 

ウ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住

不能な状態が長時間継続している世帯 

 

 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ

居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

 

 

 

 

 

<支援金の支給> 

■複数世帯の場合         （単位：万円） 

区分 住宅の 

再建方法 

基礎 

支援金 

加算 

支援金 

合計 

全壊世

帯等 

建設・購入 100 200 300 

補修 100 100 200 

賃借 100 50 150 

大規模

半壊世

帯 

建設・購入 50 200 250 

補修 50 100 150 

賃借 50 50 100 

 

 

 

 

 

 

■単数世帯の場合         （単位：万円） 

区分 住宅の 

再建方法 

基礎 

支援金 

加算 

支援金 

合計 

全壊世

帯等 

建設・購入 75 150 225 

補修 75 75 150 

賃借 75 37.5 112.5 

大規模

半壊世

帯 

建設・購入 37.5 150 187.5 

補修 37.5 75 112.5 

賃借 37.5 37.5 75 

ア 居住する住宅が「全壊」した世帯 

イ 居住する住宅が半壊し、又はその居住する住

宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得な

い事由により、解体し、又は解体されるに至っ

た世帯（解体世帯） 

ウ 災害による危険な状態が継続することその他

の事由により、住宅が居住不能のものとなり、

かつ、その状態が長期にわたり継続することが

見込まれる世帯（長期避難世帯） 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ

当該住宅に居住することが困難な世帯（大規模

半壊世帯） 

オ イからエまでの世帯を除き、住宅が半壊し、

相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住

することが困難であると認められる世帯（中規

模半壊世帯） 

<支援金の支給> 

■複数世帯の場合         （単位：万円） 

区分 住宅の 

再建方法 

基礎 

支援金 

加算 

支援金 

合計 

全壊世

帯 

解体世

帯 

長期避

難世帯 

建設・購入 100 200 300 

補修 100 100 200 

賃借 100 50 150 

大規模

半壊世

帯 

建設・購入 50 200 250 

補修 50 100 150 

賃借 50 50 100 

中規模

半壊世

帯 

建設・購入 ― 100 100 

補修 ― 50 50 

賃借 ― 25 25 

■単数世帯の場合         （単位：万円） 

区分 住宅の 

再建方法 

基礎 

支援金 

加算 

支援金 

合計 

全壊世

帯等 

建設・購入 75 150 225 

補修 75 75 150 

賃借 75 37.5 112.5 

大規模

半壊世

帯 

建設・購入 37.5 150 187.5 

補修 37.5 75 112.5 

賃借 37.5 37.5 75 
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178 

 

 

 

179 

 

 

 

<支援金の申請から支給まで> [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

(9) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中規模

半壊世

帯 

建設・購入 ― 75 75 

補修 ― 37.5 37.5 

賃借 ― 18.75 18.75 

<支援金の申請から支給まで> [略] 

(6) [略] 

(7) [略] 

(8) [略] 

(9) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 予防対策計画 

<基本方針> [略] 

１ 防災知識の普及 

(1) [略] 

(2) 住民に対する防災知識の普及 

・ 市、防災関係機関等は、住民の防災に対する意識の

高揚を図り、住民一人ひとりが正しい知識と判断をも

って行動できるよう、次の事項に重点を置いて防災知

識の普及に努める。 

 

ア～ク [略] 

・ [略] 

・ [略] 

(3) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ 避難計画の作成 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 広域一時滞在 

・ 市は、災害が発生し、自らの区域内で、避難者の生

命、身体を保護し、又は居住の場所を確保することが

困難な場合において、避難者の県内の他市町村への一

時的な滞在（以下「県内広域一時滞在」という。）又

は他の都道府県への一時的な滞在（以下「県外広域一

時滞在」という。）が円滑に実施できるよう、県内の

他の市町村その他の関係団体との応援協定の締結や

具体的な手続き、移動手段の確保等を定めたマニュア

ル等の整備に努める。 

・ 市は、県内広域一時滞在の受入れ又は他の都道府県

の避難者の一時的な滞在の受入れを想定し、受け入れ

るべき施設をあらかじめ定めるなど、具体的な受入方

法等を定めたマニュアル等の整備に努める。 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

５ 避難に関する広報 

  市は、住民が的確な避難行動をとることができるよ

う、平常時から、避難所、避難経路、屋内退避方法等

第２節 予防対策計画 

<基本方針> [略] 

１ 防災知識の普及 

(1) [略] 

(2) 住民に対する防災知識の普及 

・ 市、防災関係機関等は、住民の防災に対する意識の

高揚を図り、住民一人ひとりが正しい知識と判断をも

ってタイミングを逸することなく適切に行動できる

よう、次の事項に重点を置いて防災知識の普及に努め

る。 

ア～ク [略] 

・ [略] 

・ [略] 

(3) [略] 

２ [略] 

３ [略] 

４ 避難計画の作成 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 広域一時滞在 

・ 市は、災害が発生し、自らの区域内で、避難者の生

命、身体を保護し、又は居住の場所を確保することが

困難な場合において、避難者の県内他市町村又は他の

都道府県への一時的な滞在（以下「広域一時滞在」と

いう。）が円滑に実施できるよう、県内の他の市町村

その他の関係団体との応援協定の締結や具体的な手

続き、移動手段の確保等を定めたマニュアル等の整備

に努める。 

 

・ 市は、広域一時滞在の受入れ（他都道府県からの受

入れを含む。）を想定し、受け入れるべき施設をあら

かじめ定めるなど、具体的な受入方法等を定めたマニ

ュアル等の整備に努める。 

(4) [略] 

(5) [略] 

(6) [略] 

５ 避難に関する広報 

  市は、住民が的確な避難行動をとることができるよ

う、平常時から、避難所、避難経路、屋内退避方法等
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6 

 

を示した防災マップ、広報誌、パンフレット等の活用、

講習会、避難防災訓練の実施等、あらゆる機会を利用

して避難に関する広報活動に努める。 

 

防護・避難行動に関する事項 [略] 

避難所に関する事項 [略] 

災害に関する事項 [略] 

６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を示した防災マップ、広報誌、パンフレット等の活用、

講習会、避難防災訓練の実施、ホームページやＳＮＳ

等、多様な手段を利用して避難に関する広報活動に努

める。 

防護・避難行動に関する事項 [略] 

避難所に関する事項 [略] 

災害に関する事項 [略] 

６ [略] 

修正 

理由 
・県計画の修正に伴うもの 
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頁 変更前 変更後 

7 

 

 

8 

9 

10 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 応急対策計画  

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ 特定事象発生情報等の伝達 

[略] 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 市本部の設置 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

ア [略] 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

オ [略] 

カ SNS（facebook、Twitter） 

キ [略] 

ク [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

４ [略] 

５ 住民等への情報提供・広報広聴 

[略] 

(1) 住民等への情報提供 

・ [略] 

・ 住民等への情報提供は、次の方法によるほか、多様

な手段を活用する。その際、特に要配慮者に配慮する。 

ア [略] 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

オ [略] 

カ SNS（facebook、Twitter） 

キ [略] 

第３節 応急対策計画  

<基本方針> [略] 

<実施機関> [略] 

<市本部の担当> [略] 

１ [略] 

２ [略] 

３ 特定事象発生情報等の伝達 

[略] 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 市本部の設置 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

・ [略] 

ア [略] 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

オ [略] 

カ SNS（facebook、Twitter、LINE） 

キ [略] 

ク [略] 

(4) [略] 

(5) [略] 

４ [略] 

５ 住民等への情報提供・広報広聴 

[略] 

(1) 住民等への情報提供 

・ [略] 

・ 住民等への情報提供は、次の方法によるほか、多様

な手段を活用する。その際、特に要配慮者に配慮する。 

ア [略] 

イ [略] 

ウ [略] 

エ [略] 

オ [略] 

カ SNS（facebook、Twitter、LINE） 

キ [略] 
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14 

15 

18 

19 

ク [略] 

ケ [略] 

(2) [略] 

６ [略] 

７ [略] 

８ [略] 

９ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク [略] 

ケ [略] 

(2) [略] 

６ [略] 

７ [略] 

８ [略] 

９ [略] 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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資料 1-5 自主防災組織等の現況 

（令和 3年 4月 1日現在） 

番号 地 区 名     称 世帯数 

1 矢作 梅木公民館自主防災組織 14 

2 矢作 飯森公民館自主防災組織 10 

3 矢作 山崎自主防災組織 27 

4 矢作 袖野公民館自主防災組織 12 

5 矢作 二又公民館自主防災組織 19 

6 矢作 愛宕下公民館自主防災組織 13 

7 矢作 馬越公民館自主防災組織 8 

8 矢作 小黒山公民館自主防災組織 14 

9 矢作 １５区公民館自主防災組織 31 

10 生出 矢作町第１２区自主防災組織 34 

11 生出 矢作町第１３区公民館自主防災組織 25 

12 生出 矢作町第１４区自主防災組織 32 

13 下矢作 矢作町第１区町内会自主防災会 22 

14 下矢作 矢作町第２区町内会自主防災会 24 

15 下矢作 矢作町第３区町内会自主防災会 22 

16 下矢作 矢作町第４区町内会自主防災会 31 

17 下矢作 矢作町第５区町内会自主防災会 31 

18 下矢作 矢作町第６区町内会自主防災会 61 

19 下矢作 矢作町第７区町内会自主防災会 63 

20 横田 横田町第二部落会自主防災組織 72 

21 横田 横田町第五部落会 73 

22 横田 横田町第６区町内会自主防災組織 47 

23 横田 横田町第八区町内会自主防災組織 40 

24 竹駒 館・軍見洞町内会自主防災組織 37 

25 竹駒 下沢町内会自主防災組織 100 

26 竹駒 仲の沢自主防災会 14 

27 竹駒 滝の里町内会自主防災組織 88 

28 竹駒 細根沢町内会自主防災組織 18 

29 竹駒 新田地区防災組織 21 

30 竹駒 矢崎町内会自主防災組織 33 

31 竹駒 壺の沢公民館自主防災組織 91 

32 長部 長部自主防災会二日市支部 57 

33 長部 長部自主防災会湊支部 57 

34 長部 長部自主防災会古谷支部 35 

35 長部 長部自主防災会双六支部 108 

資料 1-5 自主防災組織等の現況 

（令和 4年 5月 31日現在） 

番号 地 区 名     称 世帯数 

1 矢作 梅木公民館自主防災組織 13 

2 矢作 飯森公民館自主防災組織 9 

3 矢作 山崎自主防災組織 30 

4 矢作 袖野公民館自主防災組織 12 

5 矢作 二又公民館自主防災組織 18 

6 矢作 愛宕下公民館自主防災組織 13 

7 矢作 馬越公民館自主防災組織 8 

8 矢作 小黒山公民館自主防災組織 12 

9 矢作 １５区公民館自主防災組織 29 

10 生出 矢作町第１２区自主防災組織 34 

11 生出 矢作町第１３区公民館自主防災組織 25 

12 生出 矢作町第１４区自主防災組織 32 

13 下矢作 矢作町第１区町内会自主防災会 22 

14 下矢作 矢作町第２区町内会自主防災会 24 

15 下矢作 矢作町第３区町内会自主防災会 21 

16 下矢作 矢作町第４区町内会自主防災会 31 

17 下矢作 矢作町第５区町内会自主防災会 31 

18 下矢作 矢作町第６区町内会自主防災会 61 

19 下矢作 矢作町第７区町内会自主防災会 65 

20 横田 横田町第二部落会自主防災組織 72 

21 横田 横田町第五部落会 73 

22 横田 横田町第６区町内会自主防災組織 47 

23 横田 横田町第八区町内会自主防災組織 40 

24 竹駒 館・軍見洞町内会自主防災組織 37 

25 竹駒 下沢町内会自主防災組織 100 

26 竹駒 仲の沢自主防災会 14 

27 竹駒 滝の里町内会自主防災組織 87 

28 竹駒 細根沢町内会自主防災組織 19 

29 竹駒 新田地区防災組織 20 

30 竹駒 矢崎町内会自主防災組織 34 

31 竹駒 壺の沢公民館自主防災組織 90 

32 長部 長部自主防災会二日市支部 56 

33 長部 長部自主防災会湊支部 57 

34 長部 長部自主防災会古谷支部 35 

35 長部 長部自主防災会双六支部 107 



資料編 

- 70 - 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

36 長部 長部自主防災会要谷支部 59 

37 長部 長部自主防災会福伏支部 40 

38 長部 長部自主防災会上長部支部 48 

39 高田 鳴石支部自主防災会 180 

40 高田 洞の沢町内会自主防災会 24 

41 高田 高田町自主防災会下和野支部 118 

42 高田 上和野町内会自主防災会 250 

43 高田 小泉地区自主防災会 200 

44 高田 高田町自主防災会鳴石が丘支部 295 

45 高田 大石地区自主防災組織 168 

46 米崎 高畑支部自主防災会 47 

47 米崎 高木支部自主防災会 50 

48 米崎 佐野防災会 47 

49 米崎 雷神支部自主防災会 87 

50 米崎 糠塚沢支部自主防災会 65 

51 米崎 地竹沢支部自主防災会 92 

52 米崎 松峰支部自主防災会 124 

53 米崎 神田支部自主防災会 45 

54 米崎 脇の沢団地自主防災会 28 

55 米崎 樋の口支部自主防災会 54 

56 米崎 和野支部自主防災会 52 

57 米崎 和方支部自主防災会 51 

58 米崎 堂の前支部自主防災会 62 

59 小友 三日市地区防災組織 18 

60 小友 両替防災会 26 

61 小友 松山部落自主防災会 50 

62 小友 西の坊防災会 59 

63 小友 上の坊部落自主防災会 18 

64 小友 柳沢自主防災会 39 

65 小友 門前地区災害委員会組織 44 

66 小友 谷地部落自主防災会 20 

67 小友 只出地区防災会 76 

68 小友 小ケロ部落自主防災会 28 

69 小友 新田防災会 40 

70 小友 田束町内会自主防災会 63 

71 小友 矢の浦防災会 38 

72 広田 喜多地域自主防災会 184 

73 広田 根岬地区自主防災会 103 

74 広田 中沢浜地区自主防災会 155 

75 広田 田谷自主防災会 54 

36 長部 長部自主防災会要谷支部 58 

37 長部 長部自主防災会福伏支部 39 

38 長部 長部自主防災会上長部支部 20 

39 高田 鳴石支部自主防災会 172 

40 高田 洞の沢町内会自主防災会 24 

41 高田 高田町自主防災会下和野支部 122 

42 高田 上和野町内会自主防災会 235 

43 高田 小泉地区自主防災会 225 

44 高田 高田町自主防災会鳴石が丘支部 290 

45 高田 大石地区自主防災組織 30 

46 米崎 高畑支部自主防災会 47 

47 米崎 高木支部自主防災会 50 

48 米崎 佐野防災会 47 

49 米崎 雷神支部自主防災会 87 

50 米崎 糠塚沢支部自主防災会 65 

51 米崎 地竹沢支部自主防災会 94 

52 米崎 松峰支部自主防災会 101 

53 米崎 神田支部自主防災会 45 

54 米崎 脇の沢団地自主防災会 28 

55 米崎 樋の口支部自主防災会 54 

56 米崎 和野支部自主防災会 51 

57 米崎 和方支部自主防災会 49 

58 米崎 堂の前支部自主防災会 62 

59 小友 三日市地区防災組織 19 

60 小友 両替防災会 26 

61 小友 松山部落自主防災会 50 

62 小友 西の坊防災会 59 

63 小友 上の坊部落自主防災会 17 

64 小友 柳沢自主防災会 40 

65 小友 門前地区災害委員会組織 45 

66 小友 谷地部落自主防災会 16 

67 小友 只出地区防災会 76 

68 小友 小ケロ部落自主防災会 28 

69 小友 新田防災会 41 

70 小友 田束町内会自主防災会 62 

71 小友 矢の浦防災会 39 

72 広田 喜多地域自主防災会 184 

73 広田 根岬地区自主防災会 110 

74 広田 中沢浜地区自主防災会 155 

75 広田 田谷自主防災会 54 
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22 

23 

24 

26 

30 

76 広田 大久保自主防災会 21 

77 広田 大野地区自主防災会 73 

78 広田 大陽地域自主防災会 71 

79 広田 袖野・小屋敷自主防災会 78 

80 広田 長洞地区自主防災会 64 

81 広田 泊地域自主防災会 158 

 

資料 1-6 雨量・河川水位観測所 

雨量観測所         （令和 3年 4月 1日現在） 

[略] 

 

水位観測所        （令和 3年 4月 1日現在） 

[略] 

 

 

 

資料 1-7 地震観測所一覧表 

市内の地震観測施設    （令和 3年 4月 1日現在） 

[略] 

 

 

 

資料 1-8 気象予報・警報等の種類 

（気象業務法に基づくもの） 

ア [略] 

イ [略] 

ウ 注意報の種類と発表基準 

（令和 3年 6月 3日現在 陸前高田市） 

[略] 

エ 警報の種類と発表基準 

（令和 3年 6月 3日現在 陸前高田市） 

[略] 

オ [略] 

カ [略] 

キ [略] 

ク [略] 

ケ [略]  

 

76 広田 大久保自主防災会 19 

77 広田 大野地区自主防災会 68 

78 広田 大陽地域自主防災会 75 

79 広田 袖野・小屋敷自主防災会 75 

80 広田 長洞地区自主防災会 64 

81 広田 泊地域自主防災会 160 

 

資料 1-6 雨量・河川水位観測所 

雨量観測所         （令和 4年 4月 1日現在） 

[略] 

 

水位観測所         （令和 4年 4月 1日現在） 

[略] 

 

 

 

資料 1-7 地震観測所一覧表 

市内の地震観測施設     （令和 4年 4月 1日現在） 

[略] 

 

 

 

資料 1-8 気象予報・警報等の種類 

（気象業務法に基づくもの） 

ア [略] 

イ [略] 

ウ 注意報の種類と発表基準 

（令和 4年 4月 1日現在 陸前高田市） 

[略] 

エ 警報の種類と発表基準 

（令和 4年 4月 1日現在 陸前高田市） 

[略] 

オ [略] 

カ [略] 

キ [略] 

ク [略] 

ケ [略]  

修正

理由 
・現状に合わせた修正 
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資料２ 危険箇所等 

頁 変  更  前 変  更  後 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2-8 土砂災害警戒区域等指定一覧表 

              （令和 3年 4月 1日現在） 

土砂災害警戒区域等指定内訳表（急傾斜地の崩壊） 

 

 

資料 2-8 土砂災害警戒区域等指定一覧表 

              （令和 4年 4月 1日現在） 

土砂災害警戒区域等指定内訳表（急傾斜地の崩壊） 

 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

1 167A0327 愛宕下 気仙町 垂井ヶ沢 0  23 H18.3.24 

2 167B1153 愛宕下-2 気仙町 愛宕下 0  2 H18.3.24 

3 167A1018 荒川 気仙町 荒川 1 公民館 2 H18.3.24 

4 167A1019 荒川-1 気仙町 荒川 0  6 H18.3.24 

5 167A1020 町裏 気仙町 町裏 0  7 H18.3.24 

6 167A1021 町裏-1 気仙町 町裏 2 公民館 14 H18.3.24 

7 167B1141 神崎 気仙町 神崎 0  4 H18.3.24 

8 167B1142 神崎-1 気仙町 神崎 0  1 H28.3.4 

9 167B1143 中井-10 気仙町 中井 0  3 H18.3.24 

10 167B1148 中井-11 気仙町 中井 0  4 H18.3.24 

11 167B1149 中井-12 気仙町 中井 0  2 H18.3.24 

12 167B1144 荒川沢 気仙町 荒川沢 0  2 H18.3.24 

13 167B1145 荒川沢-1 気仙町 荒川沢 0  3 H18.3.24 

14 167B1146 中ヶ谷 気仙町 中ヶ谷 0  2 H18.3.24 

15 167B1147 中ヶ谷-1 気仙町 中ヶ谷 0  2 H18.3.24 

16 167B1150 内野 気仙町 内野 0  1 H18.3.24 

17 167B1154 三本松-1 気仙町 三本松 0  1 H18.3.24 

18 176B1006 三本松-2 気仙町 三本松 0  3 H18.3.24 

19 176A1001 丑沢 気仙町 丑沢 1 公民館 6 H18.3.24 

20 176B1011 丑沢-1 気仙町 丑沢 0  4 H18.3.24 

21 176A1002 田の浜-1 気仙町 田の浜 0  6 H18.3.24 

22 176A1003 田の浜-2 気仙町 田の浜 0  7 H18.3.24 

23 176B1009 田の浜-3 気仙町 田の浜 0  2 H18.3.24 

24 176B1010 田の浜-4 気仙町 田の浜 0  1 H18.3.24 

25 176A1004 湊-1 気仙町 湊 0  7 H18.3.24 

26 176B1017 湊-2 気仙町 湊 0  2 H18.3.24 

27 177B1026 湊-3 気仙町 湊 0  1 H18.3.24 

28 177B1027 湊-4 気仙町 湊 0  1 H18.3.24 

29 176A1005 上長部 気仙町 上長部 1 公民館 2 H18.3.24 

30 176A1006 上長部-1 気仙町 上長部 0  7 H18.3.24 

31 176B1001 上長部-2 気仙町 上長部 0  1 H18.3.24 

32 176B1002 上長部-3 気仙町 上長部 0  1 H18.3.24 

33 176B1003 上長部-4 気仙町 上長部 0  2 H18.3.24 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

34 176B1004 上長部-5 気仙町 上長部 0  2 H18.3.24 

35 176B1005 上長部-6 気仙町 上長部 0  1 H18.3.24 

36 176B1012 上長部-7 気仙町 上長部 0  1 H18.3.24 

37 176B1013 上長部-8 気仙町 上長部 0  1 H28.3.4 

38 176B1015 上長部-9 気仙町 上長部 0  2 H28.3.4 

39 176B1016 上長部-10 気仙町 上長部 0  1 H18.3.24 

40 176B1018 上長部-11 気仙町 上長部 0  1 H18.3.24 

41 176B1019 上長部-12 気仙町 上長部 0  3 H18.3.24 

42 176B1020 上長部-13 気仙町 上長部 0  2 H18.3.24 

43 176B1026 上長部-14 気仙町 上長部 0  2 H18.3.24 

44 176A1007 牧田 気仙町 牧田 0  1 H18.3.24 

45 176A1008 牧田-1 気仙町 牧田 0  30 H18.3.24 

46 176B1021 牧田-2 気仙町 牧田 0  1 H18.3.24 

47 176B1022 牧田-3 気仙町 牧田 0  4 H18.3.24 

48 176B1023 牧田-4 気仙町 牧田 0  3 H18.3.24 

49 176B1024 牧田-5 気仙町 牧田 0  1 H18.3.24 

50 176B1025 牧田-6 気仙町 牧田 0  3 H18.3.24 

51 176E1001 牧田-7 気仙町 牧田 0  1 H18.3.24 

52 176B1007 川口-2 気仙町 川口 0  2 H18.3.24 

53 176B1008 川口-3 気仙町 川口 0  3 H18.3.24 

54 176B1014 月山 気仙町 月山 0  1 H18.3.24 

55 176B1027 水上 気仙町 水上 0  1 H18.3.24 

56 176B1029 水上-1 気仙町 水上 0  1 H18.3.24 

57 176B1028 双六 気仙町 双六 0  1 H18.3.24 

58 177B1036 双六-2 気仙町 双六 0  1 H18.3.24 

59 177B1037 双六-3 気仙町 双六 0  1 H18.3.24 

60 177B1038 双六-4 気仙町 双六 0  2 H18.3.24 

61 177B1039 双六-5 気仙町 双六 0  1 H18.3.24 

62 177B1040 双六-6 気仙町 双六 0  1 H18.3.24 

63 177B1041 双六-7 気仙町 双六 0  3 H18.3.24 

64 177E1004 双六-8 気仙町 双六 0  3 H18.3.24 

65 177A0330 二日市 気仙町 二日市 0  9 H18.3.24 

66 177A0333 福伏 気仙町 福伏 0  17 H18.3.24 

67 177A1005 福伏-1 気仙町 福伏 1 公民館 3 H18.3.24 

68 177A0334 要谷 気仙町 要谷 0  7 H18.3.24 

69 177B1042 要谷-1 気仙町 要谷 0  3 H18.3.24 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

1 167A0327 愛宕下 気仙町 垂井ヶ沢 0  23 H18.3.24 

2 167B1153 愛宕下-2 気仙町 愛宕下 0  2 H18.3.24 

3 167A1018 荒川 気仙町 荒川 1 公民館 2 H18.3.24 

4 167A1019 荒川-1 気仙町 荒川 0  6 H18.3.24 

5 167A1020 町裏 気仙町 町裏 0  7 H18.3.24 

6 167A1021 町裏-1 気仙町 町裏 2 公民館 14 H18.3.24 

7 167B1141 神崎 気仙町 神崎 0  4 H18.3.24 

8 167B1142 神崎-1 気仙町 神崎 0  1 H28.3.4 

9 167B1143 中井-10 気仙町 中井 0  3 H18.3.24 

10 167B1148 中井-11 気仙町 中井 0  4 H18.3.24 

11 167B1149 中井-12 気仙町 中井 0  2 H18.3.24 

12 167B1144 荒川沢 気仙町 荒川沢 0  2 H18.3.24 

13 167B1145 荒川沢-1 気仙町 荒川沢 0  3 H18.3.24 

14 167B1146 中ヶ谷 気仙町 中ヶ谷 0  2 H18.3.24 

15 167B1147 中ヶ谷-1 気仙町 中ヶ谷 0  2 H18.3.24 

16 167B1150 内野 気仙町 内野 0  1 H18.3.24 

17 167B1154 三本松-1 気仙町 三本松 0  1 H18.3.24 

18 176B1006 三本松-2 気仙町 三本松 0  3 H18.3.24 

19 176A1001 丑沢 気仙町 丑沢 1 公民館 6 H18.3.24 

20 176B1011 丑沢-1 気仙町 丑沢 0  4 H18.3.24 

21 176A1002 田の浜-1 気仙町 田の浜 0  6 H18.3.24 

22 176A1003 田の浜-2 気仙町 田の浜 0  7 H18.3.24 

23 176B1009 田の浜-3 気仙町 田の浜 0  2 H18.3.24 

24 176B1010 田の浜-4 気仙町 田の浜 0  1 H18.3.24 

25 176A1004 湊-1 気仙町 湊 0  7 H18.3.24 

26 176B1017 湊-2 気仙町 湊 0  2 H18.3.24 

27 177B1026 湊-3 気仙町 湊 0  1 H18.3.24 

28 177B1027 湊-4 気仙町 湊 0  1 H18.3.24 

29 176A1005 上長部 気仙町 上長部 1 公民館 2 H18.3.24 

30 176A1006 上長部-1 気仙町 上長部 0  7 H18.3.24 

31 176B1001 上長部-2 気仙町 上長部 0  1 H18.3.24 

32 176B1002 上長部-3 気仙町 上長部 0  1 H18.3.24 

33 176B1003 上長部-4 気仙町 上長部 0  2 H18.3.24 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

34 176B1004 上長部-5 気仙町 上長部 0  2 H18.3.24 

35 176B1005 上長部-6 気仙町 上長部 0  1 H18.3.24 

36 176B1012 上長部-7 気仙町 上長部 0  1 H18.3.24 

37 176B1013 上長部-8 気仙町 上長部 0  1 H28.3.4 

38 176B1015 上長部-9 気仙町 上長部 0  2 H28.3.4 

39 176B1016 上長部-10 気仙町 上長部 0  1 H18.3.24 

40 176B1018 上長部-11 気仙町 上長部 0  1 H18.3.24 

41 176B1019 上長部-12 気仙町 上長部 0  3 H18.3.24 

42 176B1020 上長部-13 気仙町 上長部 0  2 H18.3.24 

43 176B1026 上長部-14 気仙町 上長部 0  2 H18.3.24 

44 176A1007 牧田 気仙町 牧田 0  1 H18.3.24 

45 176A1008 牧田-1 気仙町 牧田 0  30 H18.3.24 

46 176B1021 牧田-2 気仙町 牧田 0  1 H18.3.24 

47 176B1022 牧田-3 気仙町 牧田 0  4 H18.3.24 

48 176B1023 牧田-4 気仙町 牧田 0  3 H18.3.24 

49 176B1024 牧田-5 気仙町 牧田 0  1 H18.3.24 

50 176B1025 牧田-6 気仙町 牧田 0  3 H18.3.24 

51 176E1001 牧田-7 気仙町 牧田 0  1 H18.3.24 

52 176B1007 川口-2 気仙町 川口 0  2 H18.3.24 

53 176B1014 月山 気仙町 月山 0  1 H18.3.24 

54 176B1027 水上 気仙町 水上 0  1 H18.3.24 

55 176B1029 水上-1 気仙町 水上 0  1 H18.3.24 

56 176B1028 双六 気仙町 双六 0  1 H18.3.24 

57 177B1036 双六-2 気仙町 双六 0  1 H18.3.24 

58 177B1037 双六-3 気仙町 双六 0  1 H18.3.24 

59 177B1038 双六-4 気仙町 双六 0  2 H18.3.24 

60 177B1039 双六-5 気仙町 双六 0  1 H18.3.24 

61 177B1040 双六-6 気仙町 双六 0  1 H18.3.24 

62 177B1041 双六-7 気仙町 双六 0  3 H18.3.24 

63 177E1004 双六-8 気仙町 双六 0  3 H18.3.24 

64 177A0330 二日市 気仙町 二日市 0  9 H18.3.24 

65 177A0333 福伏 気仙町 福伏 0  17 H18.3.24 

66 177A1005 福伏-1 気仙町 福伏 1 公民館 3 H18.3.24 

67 177A0334 要谷 気仙町 要谷 0  7 H18.3.24 

68 177B1042 要谷-1 気仙町 要谷 0  3 H18.3.24 

69 177B1043 要谷-2 気仙町 要谷 0  3 H18.3.24 
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番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

70 177B1043 要谷-2 気仙町 要谷 0  3 H18.3.24 

71 177B1044 要谷-3 気仙町 要谷 0  2 H18.3.24 

72 177B1028 古谷 気仙町 古谷 0  4 H18.3.24 

73 177B1029 古谷-1 気仙町 古谷 0  1 H18.3.24 

74 177B1030 古谷-2 気仙町 古谷 0  3 H18.3.24 

75 177B1031 古谷-3 気仙町 古谷 0  1 H18.3.24 

76 177B1032 古谷-4 気仙町 古谷 0  2 H18.3.24 

77 177B1033 古谷-5 気仙町 古谷 0  1 H18.3.24 

78 157A0306 槻沢 横田町 槻沢 0  5 H20.1.29 

79 
166A2001 上小黒山 矢作町 上小黒山 1 公民館、市

道、橋梁 
3 H20.1.29 

80 167A0309 神明前 矢作町 神明前 1 小学校 1 H20.1.29 

81 167A1003 坂下-1 矢作町 坂下 1 
公民館、市
道、その他

道路 
2 H20.1.29 

82 167A1008 片地家 矢作町 片地家 0  5 H20.1.29 

83 167A1009 神明前-1 矢作町 神明前 1 旅館 1 H20.1.29 

84 167A1010 舘 竹駒町 館 0  7 H20.1.29 

85 167A1011 舘-1 竹駒町 館 1 市道 2 H20.1.29 

86 167A1012 大畑-1 竹駒町 大畑 0  15 H26.10.14 

87 167A1013 舘-2 竹駒町 館 2 
保育園、市
道、その他

道路 
20 H20.1.29 

88 167A1014 細根沢 竹駒町 細根沢 0  5 H20.1.29 

89 167A1015 細根沢-1 竹駒町 細根沢 0  5 H20.1.29 

90 167A1016 滝の里 竹駒町 滝の里 0  5 H20.1.29 

91 168A1045 長砂-1・長砂 高田町 長砂 1 公民館 10 H20.1.29 

92 168D0077 下宿 高田町 下宿 0  5 H20.1.29 

93 167A1017 栃ヶ沢-4 高田町 栃ヶ沢 0  17 H21.1.30 

94 168A0311 栃ヶ沢(2) 高田町 栃ヶ沢 1 公民館 27 H21.1.30 

95 168A0313 大石･大石-1 高田町 大石 0  36 H21.1.30 

96 168A0315 本丸 高田町 本丸 0  18 H21.1.30 

97 168A1036 鳴石-1 高田町 鳴石 0  13 H21.1.30 

98 168A1037 栃ヶ沢-5 高田町 栃ヶ沢 0  8 H21.1.30 

99 168A1038 鳴石-2 高田町 鳴石 0  16 H21.1.30 

100 168A1039 西和野 高田町 西和野 1  5 H21.1.30 

101 168A1040 鳴石-3 高田町 鳴石 1 公民館 11 H21.1.30 

102 168A1042 洞の沢-1 高田町 洞の沢 0  6 H21.1.30 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

103 168A1043 下和野-1 高田町 下和野 0  54 H21.1.30 

104 167A0308 板橋山 矢作町 鍋谷 0  6 H21.1.30 

105 167A1002 木戸口 矢作町 木戸口 1 公民館 4 H21.1.30 

106 167A1004 二又-1 矢作町 二又 0  18 H21.1.30 

107 167A1005 二又-2 矢作町 二又 0  6 H21.1.30 

108 167A1006 袖野 矢作町 袖野 1 公民館 3 H21.1.30 

109 167A1007 山崎 矢作町 山崎 0  5 H21.1.30 

110 167D0075 二田野 矢作町 二田野 1 博物館 1 H21.1.30 

111 167D0076 二又 矢作町 愛宕下 0  1 H21.1.30 

112 167D1001 馬越-3 矢作町 馬越 1 公民館 1 H21.1.30 

113 168A1046 野沢 米崎町 野沢 1 自治会館 3 H21.1.30 

114 168A1047 沼田-1 米崎町 沼田 0  8 H21.1.30 

115 168D1005 鳴石-4 高田町 鳴石 1 配水池 2 H21.1.30 

116 168D1006 地竹沢-1 米崎町 地竹沢 0  24 H21.1.30 

117 176D1001 上長部-15 気仙町 上長部 0  5 H21.1.30 

118 177A1004 沢辺 小友町 沢辺 1 部落会館 3 H21.1.30 

119 177A1006 後花貝 広田町 後花貝 1 公民館 2 H21.1.30 

120 177A1007 大久保 広田町 大久保 0  6 H21.1.30 

121 177A1009 泊-3 広田町 泊 0  5 H21.1.30 

122 177D0079 柳沢 小友町 柳沢 1 小学校 1 H21.1.30 

123 177D0080 下新田 小友町 上新田 0  6 H21.1.30 

124 177D1003 中沢-4 広田町 中沢 0  5 H21.1.30 

125 157B1122 的場 矢作町 的場 0  1 H22.2.19 

126 157B1123 的場-1 矢作町 的場 0  1 H22.2.19 

127 166B2001 坂下 矢作町 坂下 0  2 H22.2.19 

128 166B2002 上小黒山-1 矢作町 上小黒山 0  1 H22.2.19 

129 166B2003 上小黒山-2 矢作町 上小黒山 0  1 H22.2.19 

130 166B2004 上小黒山-3 矢作町 上小黒山 0  1 H22.2.19 

131 167A1001 清水川 矢作町 清水川 1 
陸前高田市
交流促進 
センター 

1 H22.2.19 

132 167B1001 清水川-1 矢作町 清水川 0  1 H22.2.19 

133 167B1002 清水川-2 矢作町 清水川 0  1 H22.2.19 

134 167B1003 清水川-3 矢作町 清水川 0  1 H22.2.19 

135 167B1004 清水川-4 矢作町 清水川 0  3 H22.2.19 

136 167B1005 清水川-5 矢作町 清水川 0  1 H22.2.19 

137 167B1094 坂下-2 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

70 177B1044 要谷-3 気仙町 要谷 0  2 H18.3.24 

71 177B1028 古谷 気仙町 古谷 0  4 H18.3.24 

72 177B1029 古谷-1 気仙町 古谷 0  1 H18.3.24 

73 177B1030 古谷-2 気仙町 古谷 0  3 H18.3.24 

74 177B1031 古谷-3 気仙町 古谷 0  1 H18.3.24 

75 177B1032 古谷-4 気仙町 古谷 0  2 H18.3.24 

76 177B1033 古谷-5 気仙町 古谷 0  1 H18.3.24 

77 157A0306 槻沢 横田町 槻沢 0  5 H20.1.29 

78 166A2001 上小黒山 矢作町 上小黒山 1 
公民館、市
道、橋梁 

3 H20.1.29 

79 167A0309 神明前 矢作町 神明前 1 小学校 1 H20.1.29 

80 167A1003 坂下-1 矢作町 坂下 1 
公民館、市
道、その他

道路 
2 H20.1.29 

81 167A1008 片地家 矢作町 片地家 0  5 H20.1.29 

82 167A1009 神明前-1 矢作町 神明前 1 旅館 1 H20.1.29 

83 167A1010 舘 竹駒町 館 0  7 H20.1.29 

84 167A1011 舘-1 竹駒町 館 1 市道 2 H20.1.29 

85 167A1012 大畑-1 竹駒町 大畑 0  15 H26.10.14 

86 167A1013 舘-2 竹駒町 館 2 
保育園、市
道、その他

道路 
20 H20.1.29 

87 167A1014 細根沢 竹駒町 細根沢 0  5 H20.1.29 

88 167A1015 細根沢-1 竹駒町 細根沢 0  5 H20.1.29 

89 167A1016 滝の里 竹駒町 滝の里 0  5 H20.1.29 

90 168A1045 長砂-1・長砂 高田町 長砂 1 公民館 10 H20.1.29 

91 168D0077 下宿 高田町 下宿 0  5 H20.1.29 

92 167A1017 栃ヶ沢-4 高田町 栃ヶ沢 0  17 H21.1.30 

93 168A0311 栃ヶ沢(2) 高田町 栃ヶ沢 1 公民館 27 H21.1.30 

94 168A0313 大石･大石-1 高田町 大石 0  36 H21.1.30 

95 168A0315 本丸 高田町 本丸 0  18 H21.1.30 

96 168A1036 鳴石-1 高田町 鳴石 0  13 H21.1.30 

97 168A1037 栃ヶ沢-5 高田町 栃ヶ沢 0  8 H21.1.30 

98 168A1038 鳴石-2 高田町 鳴石 0  16 H21.1.30 

99 168A1039 西和野 高田町 西和野 1  5 H21.1.30 

100 168A1040 鳴石-3 高田町 鳴石 1 公民館 11 H21.1.30 

101 168A1042 洞の沢-1 高田町 洞の沢 0  6 H21.1.30 

102 168A1043 下和野-1 高田町 下和野 0  54 H21.1.30 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

103 167A0308 板橋山 矢作町 鍋谷 0  6 H21.1.30 

104 167A1002 木戸口 矢作町 木戸口 1 公民館 4 H21.1.30 

105 167A1004 二又-1 矢作町 二又 0  18 H21.1.30 

106 167A1005 二又-2 矢作町 二又 0  6 H21.1.30 

107 167A1006 袖野 矢作町 袖野 1 公民館 3 H21.1.30 

108 167A1007 山崎 矢作町 山崎 0  5 H21.1.30 

109 167D0075 二田野 矢作町 二田野 1 博物館 1 H21.1.30 

110 167D0076 二又 矢作町 愛宕下 0  1 H21.1.30 

111 167D1001 馬越-3 矢作町 馬越 1 公民館 1 H21.1.30 

112 168A1046 野沢 米崎町 野沢 1 自治会館 3 H21.1.30 

113 168A1047 沼田-1 米崎町 沼田 0  8 H21.1.30 

114 168D1005 鳴石-4 高田町 鳴石 1 配水池 2 H21.1.30 

115 168D1006 地竹沢-1 米崎町 地竹沢 0  24 H21.1.30 

116 176D1001 上長部-15 気仙町 上長部 0  5 H21.1.30 

117 177A1004 沢辺 小友町 沢辺 1 部落会館 3 H21.1.30 

118 177A1006 後花貝 広田町 後花貝 1 公民館 2 H21.1.30 

119 177A1007 大久保 広田町 大久保 0  6 H21.1.30 

120 177A1009 泊-3 広田町 泊 0  5 H21.1.30 

121 177D0079 柳沢 小友町 柳沢 1 小学校 1 H21.1.30 

122 177D0080 下新田 小友町 上新田 0  6 H21.1.30 

123 177D1003 中沢-4 広田町 中沢 0  5 H21.1.30 

124 157B1122 的場 矢作町 的場 0  1 H22.2.19 

125 157B1123 的場-1 矢作町 的場 0  1 H22.2.19 

126 166B2001 坂下 矢作町 坂下 0  2 H22.2.19 

127 166B2002 上小黒山-1 矢作町 上小黒山 0  1 H22.2.19 

128 166B2003 上小黒山-2 矢作町 上小黒山 0  1 H22.2.19 

129 166B2004 上小黒山-3 矢作町 上小黒山 0  1 H22.2.19 

130 167A1001 清水川 矢作町 清水川 1 
陸前高田市
交流促進 
センター 

1 H22.2.19 

131 167B1001 清水川-1 矢作町 清水川 0  1 H22.2.19 

132 167B1002 清水川-2 矢作町 清水川 0  1 H22.2.19 

133 167B1003 清水川-3 矢作町 清水川 0  1 H22.2.19 

134 167B1004 清水川-4 矢作町 清水川 0  3 H22.2.19 

135 167B1005 清水川-5 矢作町 清水川 0  1 H22.2.19 

136 167B1094 坂下-2 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

137 167B1095 坂下-3 矢作町 坂下 0  2 H22.2.19 
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番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

138 167B1095 坂下-3 矢作町 坂下 0  2 H22.2.19 

139 167B1096 坂下-4 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

140 167B1097 坂下-5 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

141 167B1098 坂下-6 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

142 167B1099 坂下-7 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

143 167B1100 坂下-8 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

144 167B1101 坂下-9 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

145 167B1102 坂下-10 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

146 167E1003 坂下-11 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

147 168B1114 地竹沢 米崎町 地竹沢 0  1 H22.2.19 

148 177A1008 大久保-1 広田町 大久保 1 公民館 3 H22.2.19 

149 177B1056 沢辺-1 小友町 沢辺 0  3 H22.2.19 

150 167B1069 舘-4 竹駒町 館 0  4 H24.4.6 

151 167B1070 舘-5 竹駒町 館 0  1 H24.4.6 

152 167B1074 細根沢-2 竹駒町 細根沢 0  3 H24.4.6 

153 167B1075 細根沢-3 竹駒町 細根沢 0  4 H24.4.6 

154 167B1076 舘-7 竹駒町 館 0  3 H24.4.6 

155 167B1077 舘-8 竹駒町 館 0  1 H24.4.6 

156 167B1078 細根沢-4 竹駒町 細根沢 0  1 H29.7.28 

157 167B1079 細根沢-5 竹駒町 細根沢 0  1 H24.4.6 

158 167B1083 細根沢-6 竹駒町 細根沢 0  3 H24.4.6 

159 167B1086 細根沢-7 竹駒町 細根沢 0  1 H24.4.6 

160 168A0314 鳴石 高田町 鳴石 0  16 H24.4.6 

161 168A0318 下和野 高田町 下和野 2  3 H24.4.6 

162 168A0319 寒風 高田町 寒風 0  24 H24.4.6 

163 168A1044 寒風-2 高田町 寒風 0  22 H24.4.6 

164 167B1045 三日市 横田町 三日市 0  1 H27.9.18 

165 167B1046 三日市-1 横田町 三日市 0  1 H27.9.18 

166 167B1047 三日市-2 横田町 三日市 0  1 H27.9.18 

167 167B1048 三日市-3 横田町 三日市 0  1 H27.9.18 

168 167B1052 三日市-5 横田町 三日市 0  1 H27.9.18 

169 167B1043 銭洞-2 横田町 銭洞 0  1 H27.9.18 

170 167B1044 銭洞-3 横田町 銭洞 0  3 H27.9.18 

171 167B1035 袋沢 横田町 袋沢 0  1 H27.9.18 

172 167B1036 袋沢-1 横田町 袋沢 0  1 H27.9.18 

173 167B1037 袋沢-2 横田町 袋沢 0  2 H27.9.18 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

174 167B1038 袋沢-3 横田町 袋沢 0  1 H27.9.18 

175 167E1001 袋沢-4 横田町 袋沢 0  1 H27.9.18 

176 167B1050 友沼 横田町 友沼 0  1 H27.9.18 

177 168B1112 荒沢 高田町 荒沢 0  1 H27.9.18 

178 167B1055 下壺 竹駒町 下壺 0  1 H27.9.18 

179 167B1056 下壺-1 竹駒町 下壺 0  1 H27.9.18 

180 167B1066 下壺-3 竹駒町 下壺 0  1 H27.9.18 

181 167B1068 下壺-4 竹駒町 下壺 0  1 H27.9.18 

182 167B1067 館-3 竹駒町 館 0  1 H27.9.18 

183 167E1002 館-9 竹駒町 館 0  2 H27.9.18 

184 167B1072 仲の沢-6 竹駒町 仲の沢 0  1 H27.9.18 

185 167B1071 仲の沢 竹駒町 仲の沢 0  1 H27.9.18 

186 167B1064 北平 竹駒町 北平 0  1 H27.9.18 

187 168B1115 糠塚沢 米崎町 糠塚沢 0  1 H27.9.18 

188 168B1123 高畑 米崎町 高畑 0  1 H27.9.18 

189 168E1009 松峰 米崎町 松峰 0  3 H27.9.18 

190 168B1130 神田 米崎町 神田 0  1 H27.9.18 

191 168B1124 川向-8 米崎町 川向 0  1 H27.9.18 

192 168B1127 道の上 米崎町 道の上 0  1 H27.9.18 

193 168E1011 道の上-1 米崎町 道の上 0  2 H27.9.18 

194 168B1125 樋の口 米崎町 樋の口 0  1 H27.9.18 

195 168B1126 樋の口-1 米崎町 樋の口 0  1 H27.9.18 

196 168F1007 樋の口-2 米崎町 樋の口 0  0 H27.9.18 

197 168B1113 荒沢-1 高田町 荒沢 0  1 H27.9.18 

198 168B1116 野沢-2 米崎町 野沢 0  2 H27.9.18 

199 168B1118 野沢-3 米崎町 野沢 0  1 H27.9.18 

200 167B1053 堂の沢 横田町 堂の沢 0  1 H27.9.18 

201 167B1054 堂の沢-1 横田町 堂の沢 0  3 H27.9.18 

202 168B1119 佐野-1 米崎町 佐野 0  1 H27.9.18 

203 168B1120 佐野-2 米崎町 佐野 0  3 H27.9.18 

204 168B1122 佐野-4 米崎町 佐野 0  1 H27.9.18 

205 210N0123 本宿 横田町 本宿 0  0 H27.9.18 

206 210N0124 本宿-1 横田町 本宿 0  0 H27.9.18 

207 210N0125 本宿-2 横田町 本宿 0  0 H27.9.18 

208 210N0126 本宿-3 横田町 本宿 0  0 H27.9.18 

209 210N0127 本宿-4 横田町 本宿 0  0 H27.9.18 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

138 167B1096 坂下-4 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

139 167B1097 坂下-5 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

140 167B1098 坂下-6 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

141 167B1099 坂下-7 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

142 167B1100 坂下-8 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

143 167B1101 坂下-9 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

144 167B1102 坂下-10 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

145 167E1003 坂下-11 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

146 168B1114 地竹沢 米崎町 地竹沢 0  1 H22.2.19 

147 177A1008 大久保-1 広田町 大久保 1 公民館 3 H22.2.19 

148 177B1056 沢辺-1 小友町 沢辺 0  3 H22.2.19 

149 167B1069 舘-4 竹駒町 館 0  4 H24.4.6 

150 167B1070 舘-5 竹駒町 館 0  1 H24.4.6 

151 167B1074 細根沢-2 竹駒町 細根沢 0  3 H24.4.6 

152 167B1075 細根沢-3 竹駒町 細根沢 0  4 H24.4.6 

153 167B1076 舘-7 竹駒町 館 0  3 H24.4.6 

154 167B1077 舘-8 竹駒町 館 0  1 H24.4.6 

155 167B1078 細根沢-4 竹駒町 細根沢 0  1 H29.7.28 

156 167B1079 細根沢-5 竹駒町 細根沢 0  1 H24.4.6 

157 167B1083 細根沢-6 竹駒町 細根沢 0  3 H24.4.6 

158 167B1086 細根沢-7 竹駒町 細根沢 0  1 H24.4.6 

159 168A0314 鳴石 高田町 鳴石 0  16 H24.4.6 

160 168A0318 下和野 高田町 下和野 2  3 H24.4.6 

161 168A0319 寒風 高田町 寒風 0  24 H24.4.6 

162 168A1044 寒風-2 高田町 寒風 0  22 H24.4.6 

163 167B1045 三日市 横田町 三日市 0  1 H27.9.18 

164 167B1046 三日市-1 横田町 三日市 0  1 H27.9.18 

165 167B1047 三日市-2 横田町 三日市 0  1 H27.9.18 

166 167B1048 三日市-3 横田町 三日市 0  1 H27.9.18 

167 167B1052 三日市-5 横田町 三日市 0  1 H27.9.18 

168 167B1043 銭洞-2 横田町 銭洞 0  1 H27.9.18 

169 167B1044 銭洞-3 横田町 銭洞 0  3 H27.9.18 

170 167B1035 袋沢 横田町 袋沢 0  1 H27.9.18 

171 167B1036 袋沢-1 横田町 袋沢 0  1 H27.9.18 

172 167B1037 袋沢-2 横田町 袋沢 0  2 H27.9.18 

173 167B1038 袋沢-3 横田町 袋沢 0  1 H27.9.18 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

174 167E1001 袋沢-4 横田町 袋沢 0  1 H27.9.18 

175 167B1050 友沼 横田町 友沼 0  1 H27.9.18 

176 168B1112 荒沢 高田町 荒沢 0  1 H27.9.18 

177 167B1055 下壺 竹駒町 下壺 0  1 H27.9.18 

178 167B1056 下壺-1 竹駒町 下壺 0  1 H27.9.18 

179 167B1066 下壺-3 竹駒町 下壺 0  1 H27.9.18 

180 167B1068 下壺-4 竹駒町 下壺 0  1 H27.9.18 

181 167B1067 館-3 竹駒町 館 0  1 H27.9.18 

182 167E1002 館-9 竹駒町 館 0  2 H27.9.18 

183 167B1072 仲の沢-6 竹駒町 仲の沢 0  1 H27.9.18 

184 167B1071 仲の沢 竹駒町 仲の沢 0  1 H27.9.18 

185 167B1064 北平 竹駒町 北平 0  1 H27.9.18 

186 168B1115 糠塚沢 米崎町 糠塚沢 0  1 H27.9.18 

187 168B1123 高畑 米崎町 高畑 0  1 H27.9.18 

188 168E1009 松峰 米崎町 松峰 0  3 H27.9.18 

189 168B1130 神田 米崎町 神田 0  1 H27.9.18 

190 168B1124 川向-8 米崎町 川向 0  1 H27.9.18 

191 168B1127 道の上 米崎町 道の上 0  1 H27.9.18 

192 168E1011 道の上-1 米崎町 道の上 0  2 H27.9.18 

193 168B1125 樋の口 米崎町 樋の口 0  1 H27.9.18 

194 168B1126 樋の口-1 米崎町 樋の口 0  1 H27.9.18 

195 168F1007 樋の口-2 米崎町 樋の口 0  0 H27.9.18 

196 168B1113 荒沢-1 高田町 荒沢 0  1 H27.9.18 

197 168B1116 野沢-2 米崎町 野沢 0  2 H27.9.18 

198 168B1118 野沢-3 米崎町 野沢 0  1 H27.9.18 

199 167B1053 堂の沢 横田町 堂の沢 0  1 H27.9.18 

200 167B1054 堂の沢-1 横田町 堂の沢 0  3 H27.9.18 

201 168B1119 佐野-1 米崎町 佐野 0  1 H27.9.18 

202 168B1120 佐野-2 米崎町 佐野 0  3 H27.9.18 

203 168B1122 佐野-4 米崎町 佐野 0  1 H27.9.18 

204 210N0123 本宿 横田町 本宿 0  0 H27.9.18 

205 210N0124 本宿-1 横田町 本宿 0  0 H27.9.18 

206 210N0125 本宿-2 横田町 本宿 0  0 H27.9.18 

207 210N0126 本宿-3 横田町 本宿 0  0 H27.9.18 

208 210N0127 本宿-4 横田町 本宿 0  0 H27.9.18 

209 210N0128 本宿-5 横田町 本宿 0  0 H27.9.18 
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番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

210 210N0128 本宿-5 横田町 本宿 0  0 H27.9.18 

211 210N0130 堂の沢-2 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

212 210N0131 堂の沢-3 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

213 210N0132 堂の沢-4 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

214 210N0133 堂の沢-5 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

215 210N0135 堂の沢-7 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

216 210N0136 堂の沢-8 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

217 210N0137 堂の沢-9 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

218 210N0138 堂の沢-10 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

219 210N0139 太田 横田町 太田 0  0 H27.9.18 

220 210N0140 下壺-6 竹駒町 下壺 0  0 H27.9.18 

221 210N0141 上壺-1 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

222 210N0142 上壺-2 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

223 210N0143 上壺-3 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

224 210N0144 上壺-4 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

225 210N0145 上壺-5 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

226 210N0148 上壺-8 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

227 210N0149 上壺-9 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

228 210N0150 上壺-10 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

229 210N0153 赤畑-8 竹駒町 赤畑 0  0 H27.9.18 

230 210N0157 細根沢-12 竹駒町 細根沢 0  0 H27.9.18 

231 210N0175 地竹沢-4 米崎町 地竹沢 0  0 H27.9.18 

232 210N0176 地竹沢-5 米崎町 地竹沢 0  0 H27.9.18 

233 210N0177 地竹沢-6 米崎町 地竹沢 0  0 H27.9.18 

234 210N0182 野沢-7 米崎町 野沢 0  0 H27.9.18 

235 210N0184 野沢-9 米崎町 佐野 0  0 H27.9.18 

236 210N0185 野沢-10 米崎町 野沢 0  0 H27.9.18 

237 210N0186 佐野-5 米崎町 佐野 0  0 H27.9.18 

238 167D1002 諏訪-2 矢作町 諏訪 1  12 H28.1.12 

239 167B1073 館-6 竹駒町 館 0  2 H28.1.12 

240 167B1089 滝の里-4 竹駒町 滝の里 0  1 H28.1.12 

241 167C1004 細根沢-9 竹駒町 細根沢 0  0 H28.1.12 

242 168B1121 佐野-3 米崎町 佐野 0  1 H28.3.4 

243 177B1103 蒲田-2 広田町 蒲田 0  2 H28.3.4 

244 167B1006 三の戸 矢作町 三の戸 0  1 H29.7.7 

245 167B1007 三の戸-1 矢作町 三の戸 0  1 H29.7.7 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

246 167B1008 二田野-1 矢作町 二田野 0  1 H29.7.7 

247 167B1009 二田野-2 矢作町 二田野 0  1 H29.7.7 

248 167B1010 二田野-3 矢作町 二田野 0  2 H29.7.7 

249 167B1011 二田野-4 矢作町 二田野 0  1 H29.7.7 

250 167B1012 根岸 矢作町 根岸 0  1 H29.7.7 

251 167B1013 根岸-1 矢作町 根岸 0  1 H29.7.7 

252 167B1014 根岸-2 矢作町 根岸 0  1 H29.7.7 

253 167B1015 木戸口-1 矢作町 木戸口 0  1 H29.7.7 

254 167B1016 木戸口-2 矢作町 木戸口 0  1 H29.7.7 

255 167B1017 木戸口-3 矢作町 木戸口 0  1 H29.7.7 

256 167B1018 木戸口-4 矢作町 木戸口 0  2 H29.7.7 

257 167B1019 木戸口-5 矢作町 木戸口 0  2 H29.7.7 

258 167B1020 二又-3 矢作町 馬越 0  1 H29.7.7 

259 167B1024 二又-4 矢作町 二又 0  1 H29.7.7 

260 167B1090 二又-5 矢作町 二又 0  1 H29.7.7 

261 167B1021 馬越 矢作町 馬越 0  1 H29.7.7 

262 167B1022 馬越-1 矢作町 馬越 0  1 H29.7.7 

263 167B1023 馬越-2 矢作町 馬越 0  2 H29.7.7 

264 167B1091 中平 矢作町 中平 0  1 H29.7.7 

265 167B1092 中平-1 矢作町 中平 0  1 H29.7.7 

266 167B1093 中平-2 矢作町 中平 0  1 H29.7.7 

267 167B1103 信内 矢作町 信内 0  1 H29.7.7 

268 167B1104 信内-1 矢作町 信内 0  1 H29.7.7 

269 167B1107 信内-2 矢作町 信内 0  3 H29.7.7 

270 167B1108 信内-3 矢作町 信内 0  1 H29.7.7 

271 167B1109 信内-4 矢作町 信内 0  2 H29.7.7 

272 167B1110 信内-5 矢作町 信内 0  1 H29.7.7 

273 167B1105 袖野-4 矢作町 袖野 0  1 H29.7.7 

274 167B1106 山崎-1 矢作町 山崎 0  1 H29.7.7 

275 167B1111 梅木 矢作町 梅木 0  1 H29.7.7 

276 167B1116 梅木-1 矢作町 梅木 0  1 H29.7.7 

277 167B1117 梅木-2 矢作町 梅木 0  1 H29.7.7 

278 167B1118 梅木-3 矢作町 梅木 0  4 H29.7.7 

279 167B1119 梅木-4 矢作町 梅木 0  1 H29.7.7 

280 167B1120 梅木-5 矢作町 梅木 0  1 H29.7.7 

281 167B1112 飯森 矢作町 飯森 0  1 H29.7.7 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

210 210N0130 堂の沢-2 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

211 210N0131 堂の沢-3 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

212 210N0132 堂の沢-4 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

213 210N0133 堂の沢-5 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

214 210N0135 堂の沢-7 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

215 210N0136 堂の沢-8 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

216 210N0137 堂の沢-9 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

217 210N0138 堂の沢-10 横田町 堂の沢 0  0 H27.9.18 

218 210N0139 太田 横田町 太田 0  0 H27.9.18 

219 210N0140 下壺-6 竹駒町 下壺 0  0 H27.9.18 

220 210N0141 上壺-1 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

221 210N0142 上壺-2 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

222 210N0143 上壺-3 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

223 210N0144 上壺-4 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

224 210N0145 上壺-5 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

225 210N0148 上壺-8 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

226 210N0149 上壺-9 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

227 210N0150 上壺-10 竹駒町 上壺 0  0 H27.9.18 

228 210N0153 赤畑-8 竹駒町 赤畑 0  0 H27.9.18 

229 210N0157 細根沢-12 竹駒町 細根沢 0  0 H27.9.18 

230 210N0175 地竹沢-4 米崎町 地竹沢 0  0 H27.9.18 

231 210N0176 地竹沢-5 米崎町 地竹沢 0  0 H27.9.18 

232 210N0177 地竹沢-6 米崎町 地竹沢 0  0 H27.9.18 

233 210N0182 野沢-7 米崎町 野沢 0  0 H27.9.18 

234 210N0184 野沢-9 米崎町 佐野 0  0 H27.9.18 

235 210N0185 野沢-10 米崎町 野沢 0  0 H27.9.18 

236 210N0186 佐野-5 米崎町 佐野 0  0 H27.9.18 

237 167D1002 諏訪-2 矢作町 諏訪 1  12 H28.1.12 

238 167B1073 館-6 竹駒町 館 0  2 H28.1.12 

239 167B1089 滝の里-4 竹駒町 滝の里 0  1 H28.1.12 

240 167C1004 細根沢-9 竹駒町 細根沢 0  0 H28.1.12 

241 168B1121 佐野-3 米崎町 佐野 0  1 H28.3.4 

242 177B1103 蒲田-2 広田町 蒲田 0  2 H28.3.4 

243 167B1006 三の戸 矢作町 三の戸 0  1 H29.7.7 

244 167B1007 三の戸-1 矢作町 三の戸 0  1 H29.7.7 

245 167B1008 二田野-1 矢作町 二田野 0  1 H29.7.7 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

246 167B1009 二田野-2 矢作町 二田野 0  1 H29.7.7 

247 167B1010 二田野-3 矢作町 二田野 0  2 H29.7.7 

248 167B1011 二田野-4 矢作町 二田野 0  1 H29.7.7 

249 167B1012 根岸 矢作町 根岸 0  1 H29.7.7 

250 167B1013 根岸-1 矢作町 根岸 0  1 H29.7.7 

251 167B1014 根岸-2 矢作町 根岸 0  1 H29.7.7 

252 167B1015 木戸口-1 矢作町 木戸口 0  1 H29.7.7 

253 167B1016 木戸口-2 矢作町 木戸口 0  1 H29.7.7 

254 167B1017 木戸口-3 矢作町 木戸口 0  1 H29.7.7 

255 167B1018 木戸口-4 矢作町 木戸口 0  2 H29.7.7 

256 167B1019 木戸口-5 矢作町 木戸口 0  2 H29.7.7 

257 167B1020 二又-3 矢作町 馬越 0  1 H29.7.7 

258 167B1024 二又-4 矢作町 二又 0  1 H29.7.7 

259 167B1090 二又-5 矢作町 二又 0  1 H29.7.7 

260 167B1021 馬越 矢作町 馬越 0  1 H29.7.7 

261 167B1022 馬越-1 矢作町 馬越 0  1 H29.7.7 

262 167B1023 馬越-2 矢作町 馬越 0  2 H29.7.7 

263 167B1091 中平 矢作町 中平 0  1 H29.7.7 

264 167B1092 中平-1 矢作町 中平 0  1 H29.7.7 

265 167B1093 中平-2 矢作町 中平 0  1 H29.7.7 

266 167B1103 信内 矢作町 信内 0  1 H29.7.7 

267 167B1104 信内-1 矢作町 信内 0  1 H29.7.7 

268 167B1107 信内-2 矢作町 信内 0  3 H29.7.7 

269 167B1108 信内-3 矢作町 信内 0  1 H29.7.7 

270 167B1109 信内-4 矢作町 信内 0  2 H29.7.7 

271 167B1110 信内-5 矢作町 信内 0  1 H29.7.7 

272 167B1105 袖野-4 矢作町 袖野 0  1 H29.7.7 

273 167B1106 山崎-1 矢作町 山崎 0  1 H29.7.7 

274 167B1111 梅木 矢作町 梅木 0  1 H29.7.7 

275 167B1116 梅木-1 矢作町 梅木 0  1 H29.7.7 

276 167B1117 梅木-2 矢作町 梅木 0  1 H29.7.7 

277 167B1118 梅木-3 矢作町 梅木 0  4 H29.7.7 

278 167B1119 梅木-4 矢作町 梅木 0  1 H29.7.7 

279 167B1120 梅木-5 矢作町 梅木 0  1 H29.7.7 

280 167B1112 飯森 矢作町 飯森 0  1 H29.7.7 

281 167B1113 飯森-1 矢作町 飯森 0  1 H29.7.7 
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番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

282 167B1113 飯森-1 矢作町 飯森 0  1 H29.7.7 

283 167B1114 飯森-2 矢作町 飯森 0  1 H29.7.7 

284 167B1115 飯森-3 矢作町 飯森 0  1 H29.7.7 

285 167B1121 耳切 矢作町 耳切 0  2 H29.7.7 

286 167B1122 耳切-1 矢作町 耳切 0  1 H29.7.7 

287 167B1123 耳切-2 矢作町 耳切 0  1 H29.7.7 

288 168B1140 茗荷-1 小友町 茗荷 0  2 H29.7.7 

289 168B1141 金浜-1 小友町 金浜 0  1 H29.7.7 

290 168B1142 金浜-2 小友町 金浜 0  2 H29.7.7 

291 168E1012 金浜-3 小友町 金浜 0  1 H29.7.7 

292 168E1013 金浜-4 小友町 金浜 0  1 H29.7.7 

293 168E1014 金浜-5 小友町 金浜 0  1 H29.7.7 

294 177A0321 両替 小友町 両替 0  8 H29.7.7 

295 168E1015 両替-1 小友町 両替 0  2 H29.7.7 

296 177B1001 中西 小友町 中西 0  1 H29.7.7 

297 177B1002 中西-1 小友町 鳥越 0  1 H29.7.7 

298 177B1045 獺沢 小友町 矢の浦 0  1 H29.7.7 

299 177B1046 獺沢-1 小友町 矢の浦 0  1 H29.7.7 

300 177B1047 獺沢-2 小友町 矢の浦 0  1 H29.7.7 

301 177B1048 獺沢-3 小友町 獺沢 0  1 H29.7.7 

302 177E1005 獺沢-4 小友町 獺沢 0  1 H29.7.7 

303 177B1055 茂里花 小友町 茂里花 0  1 H29.7.7 

304 177B1057 茂里花-1 小友町 茂里花 0  2 H29.7.7 

305 177B1058 茂里花-2 小友町 腰廻 0  1 H29.7.7 

306 177B1059 腰廻 小友町 腰廻 0  1 H29.7.7 

307 177B1060 腰廻-1 小友町 腰廻 0  2 H29.7.7 

308 177B1061 菖蒲 小友町 腰廻 0  1 H29.7.7 

309 177B1062 谷地舘 小友町 谷地館 0  1 H29.7.7 

310 177B1063 小ヶ口 小友町 小ヶ口前 0  1 H29.7.7 

311 177E1010 小ヶ口-1 小友町 小ヶ口 0  1 H29.7.7 

312 210N0294 沢辺-2 小友町 沢辺 0  1 H30.1.23 

313 157B1111 橋の上 横田町 橋の上 0  1 H30.10.12 

314 157B1112 槻沢―1 横田町 槻沢 0  2 H30.10.12 

315 157B1113 槻沢―2 横田町 槻沢 0  1 H30.10.12 

316 157B1114 槻沢―3 横田町 槻沢 0  2 H30.10.12 

317 157B1115 舞出 横田町 舞出 0  1 H30.10.12 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

318 157B1116 舞出―1 横田町 舞出 0  1 H30.10.12 

319 157B1117 舞出―2 横田町 舞出 0  1 H30.10.12 

320 157B1118 舞出―3 横田町 舞出 0  2 H30.10.12 

321 157B1119 舞出―4 横田町 舞出 0  1 H30.10.12 

322 157B1120 舞出―5 横田町 舞出 0  1 H30.10.12 

323 157B1121 舞出―6 横田町 舞出 0  1 H30.10.12 

324 167B1025 宇南沢 横田町 宇南沢 0  1 H30.10.12 

325 167B1026 宇南沢―1 横田町 宇南沢 0  1 H30.10.12 

326 167B1027 宇南沢―2 横田町 宇南沢 0  1 H30.10.12 

327 167B1028 志田実 横田町 志田実 0  1 H30.10.12 

328 167B1029 志田実―1 横田町 志田実 0  3 H30.10.12 

329 167B1030 志田実―2 横田町 志田実 0  2 H30.10.12 

330 167B1031 釘の子 横田町 釘の子 0  1 H30.10.12 

331 167B1032 釘の子―1 横田町 釘の子 0  1 H30.10.12 

332 167B1033 黄金山 横田町 黄金山 0  1 H30.10.12 

333 167B1034 黄金山―1 横田町 黄金山 0  2 H30.10.12 

334 167B1039 銭洞 横田町 銭洞 0  2 H30.10.12 

335 167B1040 狩集 横田町 狩集 0  2 H30.10.12 

336 167B1041 銭洞―1 横田町 銭洞 0  2 H30.10.12 

337 167B1042 狩集―1 横田町 狩集 0  1 H30.10.12 

338 167A0310 大畑 竹駒町 大畑 0  9 R1.11.29 

339 167B1057 出口 矢作町 出口 0  2 R1.11.29 

340 167B1058 出口―1 矢作町 出口 0  1 R1.11.29 

341 167B1059 出口―2 矢作町 出口 0  2 R1.11.29 

342 167B1060 雪沢 矢作町 雪沢 0  2 R1.11.29 

343 167B1061 雪沢―1 矢作町 雪沢 1 公民館 5 R1.11.29 

344 167B1062 雪沢―2 矢作町 雪沢 0  8 R1.11.29 

345 167B1063 雪沢―3 矢作町 雪沢 0  1 R1.11.29 

346 167B1080 仲の沢―1 竹駒町 仲の沢 0  1 R1.11.29 

347 167B1081 仲の沢―2 竹駒町 仲の沢 0  2 R1.11.29 

348 167B1082 仲の沢―3 竹駒町 仲の沢 0  2 R1.11.29 

349 167B1084 仲の沢―4 竹駒町 仲の沢 0  1 R1.11.29 

350 167B1085 仲の沢―5 竹駒町 仲の沢 0  1 R1.11.29 

351 167B1087 滝の里―2 竹駒町 滝の里 0  1 R1.11.29 

352 167B1088 滝の里―3 竹駒町 滝の里 0  1 R1.11.29 

353 167B1124 湯漬畑 矢作町 湯漬畑 0  2 R1.11.29 

354 167B1125 湯漬畑―1 矢作町 湯漬畑 0  2 R1.11.29 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

282 167B1114 飯森-2 矢作町 飯森 0  1 H29.7.7 

283 167B1115 飯森-3 矢作町 飯森 0  1 H29.7.7 

284 167B1121 耳切 矢作町 耳切 0  2 H29.7.7 

285 167B1122 耳切-1 矢作町 耳切 0  1 H29.7.7 

286 167B1123 耳切-2 矢作町 耳切 0  1 H29.7.7 

287 168B1140 茗荷-1 小友町 茗荷 0  2 H29.7.7 

288 168B1141 金浜-1 小友町 金浜 0  1 H29.7.7 

289 168B1142 金浜-2 小友町 金浜 0  2 H29.7.7 

290 168E1012 金浜-3 小友町 金浜 0  1 H29.7.7 

291 168E1013 金浜-4 小友町 金浜 0  1 H29.7.7 

292 168E1014 金浜-5 小友町 金浜 0  1 H29.7.7 

293 177A0321 両替 小友町 両替 0  8 H29.7.7 

294 168E1015 両替-1 小友町 両替 0  2 H29.7.7 

295 177B1001 中西 小友町 中西 0  1 H29.7.7 

296 177B1002 中西-1 小友町 鳥越 0  1 H29.7.7 

297 177B1045 獺沢 小友町 矢の浦 0  1 H29.7.7 

298 177B1046 獺沢-1 小友町 矢の浦 0  1 H29.7.7 

299 177B1047 獺沢-2 小友町 矢の浦 0  1 H29.7.7 

300 177B1048 獺沢-3 小友町 獺沢 0  1 H29.7.7 

301 177E1005 獺沢-4 小友町 獺沢 0  1 H29.7.7 

302 177B1055 茂里花 小友町 茂里花 0  1 H29.7.7 

303 177B1057 茂里花-1 小友町 茂里花 0  2 H29.7.7 

304 177B1058 茂里花-2 小友町 腰廻 0  1 H29.7.7 

305 177B1059 腰廻 小友町 腰廻 0  1 H29.7.7 

306 177B1060 腰廻-1 小友町 腰廻 0  2 H29.7.7 

307 177B1061 菖蒲 小友町 腰廻 0  1 H29.7.7 

308 177B1062 谷地舘 小友町 谷地館 0  1 H29.7.7 

309 177B1063 小ヶ口 小友町 小ヶ口前 0  1 H29.7.7 

310 177E1010 小ヶ口-1 小友町 小ヶ口 0  1 H29.7.7 

311 210N0294 沢辺-2 小友町 沢辺 0  1 H30.1.23 

312 157B1111 橋の上 横田町 橋の上 0  1 H30.10.12 

313 157B1112 槻沢―1 横田町 槻沢 0  2 H30.10.12 

314 157B1113 槻沢―2 横田町 槻沢 0  1 H30.10.12 

315 157B1114 槻沢―3 横田町 槻沢 0  2 H30.10.12 

316 157B1115 舞出 横田町 舞出 0  1 H30.10.12 

317 157B1116 舞出―1 横田町 舞出 0  1 H30.10.12 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

318 157B1117 舞出―2 横田町 舞出 0  1 H30.10.12 

319 157B1118 舞出―3 横田町 舞出 0  2 H30.10.12 

320 157B1119 舞出―4 横田町 舞出 0  1 H30.10.12 

321 157B1120 舞出―5 横田町 舞出 0  1 H30.10.12 

322 157B1121 舞出―6 横田町 舞出 0  1 H30.10.12 

323 167B1025 宇南沢 横田町 宇南沢 0  1 H30.10.12 

324 167B1026 宇南沢―1 横田町 宇南沢 0  1 H30.10.12 

325 167B1027 宇南沢―2 横田町 宇南沢 0  1 H30.10.12 

326 167B1028 志田実 横田町 志田実 0  1 H30.10.12 

327 167B1029 志田実―1 横田町 志田実 0  3 H30.10.12 

328 167B1030 志田実―2 横田町 志田実 0  2 H30.10.12 

329 167B1031 釘の子 横田町 釘の子 0  1 H30.10.12 

330 167B1032 釘の子―1 横田町 釘の子 0  1 H30.10.12 

331 167B1033 黄金山 横田町 黄金山 0  1 H30.10.12 

332 167B1034 黄金山―1 横田町 黄金山 0  2 H30.10.12 

333 167B1039 銭洞 横田町 銭洞 0  2 H30.10.12 

334 167B1040 狩集 横田町 狩集 0  2 H30.10.12 

335 167B1041 銭洞―1 横田町 銭洞 0  2 H30.10.12 

336 167B1042 狩集―1 横田町 狩集 0  1 H30.10.12 

337 167A0310 大畑 竹駒町 大畑 0  9 R1.11.29 

338 167B1057 出口 矢作町 出口 0  2 R1.11.29 

339 167B1058 出口―1 矢作町 出口 0  1 R1.11.29 

340 167B1059 出口―2 矢作町 出口 0  2 R1.11.29 

341 167B1060 雪沢 矢作町 雪沢 0  2 R1.11.29 

342 167B1061 雪沢―1 矢作町 雪沢 1 公民館 5 R1.11.29 

343 167B1062 雪沢―2 矢作町 雪沢 0  8 R1.11.29 

344 167B1063 雪沢―3 矢作町 雪沢 0  1 R1.11.29 

345 167B1080 仲の沢―1 竹駒町 仲の沢 0  1 R1.11.29 

346 167B1081 仲の沢―2 竹駒町 仲の沢 0  2 R1.11.29 

347 167B1082 仲の沢―3 竹駒町 仲の沢 0  2 R1.11.29 

348 167B1084 仲の沢―4 竹駒町 仲の沢 0  1 R1.11.29 

349 167B1085 仲の沢―5 竹駒町 仲の沢 0  1 R1.11.29 

350 167B1087 滝の里―2 竹駒町 滝の里 0  1 R1.11.29 

351 167B1088 滝の里―3 竹駒町 滝の里 0  1 R1.11.29 

352 167B1124 湯漬畑 矢作町 湯漬畑 0  2 R1.11.29 

353 167B1125 湯漬畑―1 矢作町 湯漬畑 0  2 R1.11.29 

354 167B1126 金屋敷 矢作町 金屋敷 0  2 R1.11.29 
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番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

355 167B1126 金屋敷 矢作町 金屋敷 0  2 R1.11.29 

356 167B1127 金屋敷―1 矢作町 金屋敷 0  2 R1.11.29 

357 167B1128 片地家―1 矢作町 片地家 0  9 R1.11.29 

358 167B1129 諏訪 矢作町 諏訪 0  2 R1.11.29 

359 167B1130 諏訪―1 矢作町 諏訪 0  0 R1.11.29 

360 167B1131 神明前―2 矢作町 神明前 0  4 R1.11.29 

361 167B1132 神明前―3 矢作町 寺前 0  1 R1.11.29 

362 167B1134 外道尻 矢作町 外道尻 0  1 R1.11.29 

363 167B1135 徳前 矢作町 徳前 0  1 R1.11.29 

364 167B1137 小嶋部 矢作町 小嶋部 0  1 R1.11.29 

365 167B1138 小嶋部―1 矢作町 小嶋部 0  1 R1.11.29 

366 167B1139 小嶋部―2 矢作町 小嶋部 0  1 R1.11.29 

367 167C1001 舘―13 竹駒町 舘 0  0 R1.11.29 

368 167C1003 細根沢―8 竹駒町 細根沢 0  0 R1.11.29 

369 167C1008 十日市場―1 竹駒町 相川 0  0 R1.11.29 

370 167F1001 舘―14 竹駒町 舘 0  3 R1.11.29 

371 167B1065 下壺―2 竹駒町 下壺 0  0 R1.11.29 

372 167B1136 越戸内 矢作町 越戸内 0  1 R1.11.29 

373 167B1140 大嶋部 矢作町 大嶋部 0  2 R1.11.29 

374 167C1002 赤畑―7 竹駒町 赤畑 0  1 R1.11.29 

375 167C1007 十日市場 竹駒町 十日市場 0  3 R1.11.29 

376 168C1015 相川―2 竹駒町 相川 0  0 R1.11.29 

377 168A1048 沼田 米崎町 沼田 0  0 R3.3.23 

378 168B1117 西之沢 米崎町 西の沢 0  0 R3.3.23 

379 168B1131 脇の沢 米崎町 脇の沢 0  2 R3.3.23 

380 168B1132 沼田―2 米崎町 脇の沢 0  0 R3.3.23 

381 168B1133 沼田―3 米崎町 沼田 0  0 R3.3.23 

382 168B1134 川西 米崎町 川西 0  0 R3.3.23 

383 168B1135 川西―1 米崎町 川西 0  0 R3.3.23 

384 168B1136 和方 米崎町 和方 0  4 R3.3.23 

385 168B1137 和方―1 米崎町 和方 0  1 R3.3.23 

386 168B1138 和方―2 米崎町 和方 0  4 R3.3.23 

387 168C1020 野沢―4 米崎町 野沢 0  0 R3.3.23 

388 168C1021 脇の沢―1 米崎町 脇の沢 0  3 R3.3.23 

389 168E1010 川西―2 米崎町 脇の沢 0  1 R3.3.23 

390 177A0322 泊 広田町 泊 0  4 R3.3.23 

391 177A0324 天王前 広田町 天王前 0  12 R3.3.23 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

392 177A0783 泊(2) 広田町 中沢 0  1 R3.3.23 

393 177B1049 長船崎 広田町 長船崎 0  1 R3.3.23 

394 177B1050 長船崎―1 広田町 長船崎 0  1 R3.3.23 

395 177B1051 大陽 広田町 大陽 0  3 R3.3.23 

396 177B1052 大陽里 広田町 大陽里 0  5 R3.3.23 

397 177B1053 大陽―1 広田町 大陽 0  2 R3.3.23 

398 177B1064 小長洞 広田町 長洞 0  2 R3.3.23 

399 177B1065 小長洞―1 広田町 小長洞 0  0 R3.3.23 

400 177B1066 小長洞―2 広田町 小長洞 0  1 R3.3.23 

401 177B1067 小長洞―3 広田町 小長洞 0  1 R3.3.23 

402 177B1069 袖野―1 広田町 袖野 0  4 R3.3.23 

403 177B1070 袖野―2 広田町 袖野 0  2 R3.3.23 

404 177B1071 袖野―3 広田町 袖野 0  3 R3.3.23 

405 177B1072 小屋敷 広田町 小屋敷 0  7 R3.3.23 

406 177B1073 小屋敷―1 広田町 小屋敷 0  1 R3.3.23 

407 177B1074 前花貝 広田町 前花貝 0  2 R3.3.23 

408 177B1075 前花貝―1 広田町 前花貝 0  0 R3.3.23 

409 177B1076 前花貝―2 広田町 前花貝 0  1 R3.3.23 

410 177B1077 前花貝―3 広田町 前花貝 1 病院 7 R3.3.23 

411 177B1078 泊―6 広田町 泊 0  4 R3.3.23 

412 177B1079 中沢―1 広田町 中沢 0  2 R3.3.23 

413 177B1080 中沢―2 広田町 久保 0  2 R3.3.23 

414 177B1081 久保 広田町 久保 0  4 R3.3.23 

415 177B1082 久保―1 広田町 久保 0  1 R3.3.23 

416 177B1083 中沢―3 広田町 久保 0  2 R3.3.23 

417 177B1084 久保―2 広田町 久保 0  3 R3.3.23 

418 177B1085 久保―3 広田町 久保 0  3 R3.3.23 

419 177B1086 久保―4 広田町 久保 0  1 R3.3.23 

420 177B1087 久保―5 広田町 久保 0  1 R3.3.23 

421 177B1088 羽根穴 広田町 天王前 0  1 R3.3.23 

422 177B1089 羽根穴―1 広田町 天王前 0  1 R3.3.23 

423 177B1091 羽根穴―3 広田町 羽根穴 0  1 R3.3.23 

424 177B1093 六ヶ浦 広田町 平畑 0  3 R3.3.23 

425 177B1094 六ヶ浦―1 広田町 六ヶ浦 0  1 R3.3.23 

426 177B1095 六ヶ浦―2 広田町 六ヶ浦 0  3 R3.3.23 

427 177B1096 六ヶ浦―3 広田町 六ヶ浦 0  0 R3.3.23 

428 177B1097 六ヶ浦―4 広田町 六ヶ浦 0  4 R3.3.23 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

355 167B1127 金屋敷―1 矢作町 金屋敷 0  2 R1.11.29 

356 167B1128 片地家―1 矢作町 片地家 0  9 R1.11.29 

357 167B1129 諏訪 矢作町 諏訪 0  2 R1.11.29 

358 167B1130 諏訪―1 矢作町 諏訪 0  0 R1.11.29 

359 167B1131 神明前―2 矢作町 神明前 0  4 R1.11.29 

360 167B1132 神明前―3 矢作町 寺前 0  1 R1.11.29 

361 167B1134 外道尻 矢作町 外道尻 0  1 R1.11.29 

362 167B1135 徳前 矢作町 徳前 0  1 R1.11.29 

363 167B1137 小嶋部 矢作町 小嶋部 0  1 R1.11.29 

364 167B1138 小嶋部―1 矢作町 小嶋部 0  1 R1.11.29 

365 167B1139 小嶋部―2 矢作町 小嶋部 0  1 R1.11.29 

366 167C1001 舘―13 竹駒町 舘 0  0 R1.11.29 

367 167C1003 細根沢―8 竹駒町 細根沢 0  0 R1.11.29 

368 167C1008 十日市場―1 竹駒町 相川 0  0 R1.11.29 

369 167F1001 舘―14 竹駒町 舘 0  3 R1.11.29 

370 167B1065 下壺―2 竹駒町 下壺 0  0 R1.11.29 

371 167B1136 越戸内 矢作町 越戸内 0  1 R1.11.29 

372 167B1140 大嶋部 矢作町 大嶋部 0  2 R1.11.29 

373 167C1002 赤畑―7 竹駒町 赤畑 0  1 R1.11.29 

374 167C1007 十日市場 竹駒町 十日市場 0  3 R1.11.29 

375 168C1015 相川―2 竹駒町 相川 0  0 R1.11.29 

376 168A1048 沼田 米崎町 沼田 0  0 R3.3.23 

377 168B1117 西之沢 米崎町 西の沢 0  0 R3.3.23 

378 168B1131 脇の沢 米崎町 脇の沢 0  2 R3.3.23 

379 168B1132 沼田―2 米崎町 脇の沢 0  0 R3.3.23 

380 168B1133 沼田―3 米崎町 沼田 0  0 R3.3.23 

381 168B1134 川西 米崎町 川西 0  0 R3.3.23 

382 168B1135 川西―1 米崎町 川西 0  0 R3.3.23 

383 168B1136 和方 米崎町 和方 0  4 R3.3.23 

384 168B1137 和方―1 米崎町 和方 0  1 R3.3.23 

385 168B1138 和方―2 米崎町 和方 0  4 R3.3.23 

386 168C1020 野沢―4 米崎町 野沢 0  0 R3.3.23 

387 168C1021 脇の沢―1 米崎町 脇の沢 0  3 R3.3.23 

388 168E1010 川西―2 米崎町 脇の沢 0  1 R3.3.23 

389 177A0322 泊 広田町 泊 0  4 R3.3.23 

390 177A0324 天王前 広田町 天王前 0  12 R3.3.23 

391 177A0783 泊(2) 広田町 中沢 0  1 R3.3.23 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

392 177B1049 長船崎 広田町 長船崎 0  1 R3.3.23 

393 177B1050 長船崎―1 広田町 長船崎 0  1 R3.3.23 

394 177B1051 大陽 広田町 大陽 0  3 R3.3.23 

395 177B1052 大陽里 広田町 大陽里 0  5 R3.3.23 

396 177B1053 大陽―1 広田町 大陽 0  2 R3.3.23 

397 177B1064 小長洞 広田町 長洞 0  2 R3.3.23 

398 177B1065 小長洞―1 広田町 小長洞 0  0 R3.3.23 

399 177B1066 小長洞―2 広田町 小長洞 0  1 R3.3.23 

400 177B1067 小長洞―3 広田町 小長洞 0  1 R3.3.23 

401 177B1069 袖野―1 広田町 袖野 0  4 R3.3.23 

402 177B1070 袖野―2 広田町 袖野 0  2 R3.3.23 

403 177B1071 袖野―3 広田町 袖野 0  3 R3.3.23 

404 177B1072 小屋敷 広田町 小屋敷 0  7 R3.3.23 

405 177B1073 小屋敷―1 広田町 小屋敷 0  1 R3.3.23 

406 177B1074 前花貝 広田町 前花貝 0  2 R3.3.23 

407 177B1075 前花貝―1 広田町 前花貝 0  0 R3.3.23 

408 177B1076 前花貝―2 広田町 前花貝 0  1 R3.3.23 

409 177B1077 前花貝―3 広田町 前花貝 1 病院 7 R3.3.23 

410 177B1078 泊―6 広田町 泊 0  4 R3.3.23 

411 177B1079 中沢―1 広田町 中沢 0  2 R3.3.23 

412 177B1080 中沢―2 広田町 久保 0  2 R3.3.23 

413 177B1081 久保 広田町 久保 0  4 R3.3.23 

414 177B1082 久保―1 広田町 久保 0  1 R3.3.23 

415 177B1083 中沢―3 広田町 久保 0  2 R3.3.23 

416 177B1084 久保―2 広田町 久保 0  3 R3.3.23 

417 177B1085 久保―3 広田町 久保 0  3 R3.3.23 

418 177B1086 久保―4 広田町 久保 0  1 R3.3.23 

419 177B1087 久保―5 広田町 久保 0  1 R3.3.23 

420 177B1088 羽根穴 広田町 天王前 0  1 R3.3.23 

421 177B1089 羽根穴―1 広田町 天王前 0  1 R3.3.23 

422 177B1091 羽根穴―3 広田町 羽根穴 0  1 R3.3.23 

423 177B1093 六ヶ浦 広田町 平畑 0  3 R3.3.23 

424 177B1094 六ヶ浦―1 広田町 六ヶ浦 0  1 R3.3.23 

425 177B1095 六ヶ浦―2 広田町 六ヶ浦 0  3 R3.3.23 

426 177B1096 六ヶ浦―3 広田町 六ヶ浦 0  0 R3.3.23 

427 177B1097 六ヶ浦―4 広田町 六ヶ浦 0  4 R3.3.23 

428 177B1098 六ヶ浦―5 広田町 六ヶ浦 0  4 R3.3.23 
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番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

429 177B1098 六ヶ浦―5 広田町 六ヶ浦 0  4 R3.3.23 

430 177B1099 六ヶ浦―6 広田町 六ヶ浦 0  1 R3.3.23 

431 177B1100 蒲田 広田町 平畑 0  1 R3.3.23 

432 177B1101 山田 広田町 山田 1 公民館 0 R3.3.23 

433 177B1102 蒲田―1 広田町 平畑 0  7 R3.3.23 

434 177B1104 蒲田―3 広田町 蒲田 0  1 R3.3.23 

435 177B1105 黒崎 広田町 黒崎 1 公民館 3 R3.3.23 

436 177B1107 岩倉 広田町 岩倉 0  2 R3.3.23 

437 177B1108 岩倉―1 広田町 岩倉 0  3 R3.3.23 

438 177B1109 赤坂角地 広田町 赤坂角地 0  2 R3.3.23 

439 177B1110 根岬 広田町 根岬 0  0 R3.3.23 

440 177B1111 根岬―1 広田町 根岬 0  3 R3.3.23 

441 177E1006 大陽―2 広田町 大陽 0  1 R3.3.23 

442 177E1007 大陽―3 広田町 大陽 0  1 R3.3.23 

443 177E1008 大陽―4 広田町 大陽 0  2 R3.3.23 

444 177E1009 越田―1 広田町 後花貝 0  2 R3.3.23 

445 177E1011 赤坂角地―1 広田町 赤坂角地 0  2 R3.3.23 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

429 177B1099 六ヶ浦―6 広田町 六ヶ浦 0  1 R3.3.23 

430 177B1100 蒲田 広田町 平畑 0  1 R3.3.23 

431 177B1101 山田 広田町 山田 1 公民館 0 R3.3.23 

432 177B1102 蒲田―1 広田町 平畑 0  7 R3.3.23 

433 177B1104 蒲田―3 広田町 蒲田 0  1 R3.3.23 

434 177B1105 黒崎 広田町 黒崎 1 公民館 3 R3.3.23 

435 177B1107 岩倉 広田町 岩倉 0  2 R3.3.23 

436 177B1108 岩倉―1 広田町 岩倉 0  3 R3.3.23 

437 177B1109 赤坂角地 広田町 赤坂角地 0  2 R3.3.23 

438 177B1110 根岬 広田町 根岬 0  0 R3.3.23 

439 177B1111 根岬―1 広田町 根岬 0  3 R3.3.23 

440 177E1006 大陽―2 広田町 大陽 0  1 R3.3.23 

441 177E1007 大陽―3 広田町 大陽 0  1 R3.3.23 

442 177E1008 大陽―4 広田町 大陽 0  2 R3.3.23 

443 177E1009 越田―1 広田町 後花貝 0  2 R3.3.23 

444 177E1011 赤坂角地―1 広田町 赤坂角地 0  2 R3.3.23 

445 167A0325 今泉(1) 気仙町 内野 0  9 R4.3.11 

446 167A0326 今泉(2) 気仙町 内野 0  4 R4.3.11 

447 167A0328 三本松 気仙町 三本松 0  0 R4.3.11 

448 167A0784 垂井ヶ沢 気仙町 愛宕下 0  1 R4.3.11 

449 167B1049 三日市-4 横田町 三日市 0  0 R4.3.11 

450 168A0316 洞の沢 高田町 洞の沢 0  5 R4.3.11 

451 168A0317 大町 高田町 本丸 0  0 R4.3.11 

452 168B1106 栃ヶ沢-6 高田町 栃ヶ沢 0  10 R4.3.11 

453 168B1107 栃ヶ沢-7 高田町 栃ヶ沢 0  0 R4.3.11 

454 168B1108 鳴石-6 高田町 鳴石 0  0 R4.3.11 

455 168B1109 西和野-1 高田町 西和野 0  1 R4.3.11 

456 168B1111 洞の沢-3 高田町 洞の沢 0  6 R4.3.11 

457 168B1128 長砂-2 高田町 長砂 0  0 R4.3.11 

458 168B1129 下宿-1 高田町 中田 0  1 R4.3.11 

459 168C1017 鳴石-8 高田町 鳴石 0  0 R4.3.11 

460 168F1006 大石-2 高田町 大石 0  0 R4.3.11 

461 176A0332 湊 気仙町 湊 0  1 R4.3.11 

462 176C1001 湊-5 気仙町 湊 0  0 R4.3.11 

463 176C1002 牧田-8 気仙町 牧田 0  0 R4.3.11 

464 177B1034 古谷-6 気仙町 古谷 0  4 R4.3.11 

465 177C1002 二日市-1 気仙町 川口 0  0 R4.3.11 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

466 177C1003 二日市-2 気仙町 二日市 0  5 R4.3.11 

467 177C1004 湊-7 気仙町 古谷 0  0 R4.3.11 

468 210N0035 丑沢-4 気仙町 丑沢 0  0 R4.3.11 

469 210N0037 川口-5 気仙町 川口 0  0 R4.3.11 

470 210N0038 川口-6 気仙町 川口 0  0 R4.3.11 

471 210N0043 愛宕下-3 気仙町 愛宕下 0  0 R4.3.11 

472 210N0046 中ヶ谷-2 気仙町 中ヶ谷 0  0 R4.3.11 

473 210N0047 内野-2 気仙町 内野 0  0 R4.3.11 

474 210N0049 中ヶ谷-4 気仙町 町裏 0  1 R4.3.11 

475 210N0161 栃の沢 高田町 栃ヶ沢 0  0 R4.3.11 

476 210N0162 鳴石-9 高田町 鳴石 0  5 R4.3.11 

477 210N0165 本丸-1 高田町 本丸 0  1 R4.3.11 

478 210N0166 本丸-2 高田町 本丸 0  1 R4.3.11 

479 210N0168 西和野-2 高田町 西和野 0  0 R4.3.11 

480 210N0170 長砂-3 高田町 長砂 0  0 R4.3.11 
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土砂災害警戒区域等指定内訳表（土石流） 

 

 

 

 

 

土砂災害警戒区域等指定内訳表（土石流） 

 

 

 

 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

1 B167104 出口の沢 矢作町 出口 0  1 H17.4.22 

2 B167105 タキ沢 矢作町 雪沢 0  1 H17.4.22 

3 B167106 雪沢の沢 矢作町 雪沢 0  2 H17.4.22 

4 B167107 雪沢の沢(2) 矢作町 雪沢 0  2 H17.4.22 

5 B167108 雪沢の沢(3) 矢作町 雪沢 0  2 H17.4.22 

6 B167109 雪沢の沢(4) 矢作町 雪沢 0  1 H17.4.22 

7 A167103 大島部の沢 矢作町 大嶋部 0  8 H17.4.22 

8 A167104 大島部の沢(2) 矢作町 大嶋部 0  5 H17.4.22 

9 B167155 小島部の沢(2) 矢作町 小嶋部 0  1 H17.4.22 

10 B167156 小島部の沢(3) 矢作町 小嶋部 0  2 H17.4.22 

11 B167157 小島部の沢 矢作町 小嶋部 0  2 H17.4.22 

12 A167037 寺畑沢 矢作町 寺前 0  7 H17.4.22 

13 B167110 ソデ沢 矢作町 徳前 0  1 H17.4.22 

14 B167111 越戸内沢 矢作町 越戸内 0  1 H17.4.22 

15 A167033 諏訪の沢 矢作町 諏訪 0  14 H17.4.22 

16 A167034 諏訪の沢(2) 矢作町 諏訪 0  13 H17.4.22 

17 A167101 下矢作の沢 矢作町 諏訪 0  8 H17.4.22 

18 A167032 片地家の沢 矢作町 片地家 0  14 H17.4.22 

19 B167113 湯漬畑の沢 矢作町 湯漬畑 0  1 H17.4.22 

20 B167114 耳切の沢 矢作町 耳切 0  2 H17.4.22 

21 B167115 耳切の沢(2) 矢作町 耳切 0  1 H17.4.22 

22 B167116 大梨沢 矢作町 梅木 0  2 H17.4.22 

23 B167117 梅木の沢 矢作町 梅木 0  1 H17.4.22 

24 B167151 梅ノ木橋沢 矢作町 梅木 0  1 H17.4.22 

25 B167152 飯森の沢 矢作町 飯森 0  1 H17.4.22 

26 B167153 ニタノ沢 矢作町 飯森 0  1 H17.4.22 

27 B167154 飯森の沢(2) 矢作町 飯森 0  1 H17.4.22 

28 A167030 細尾沢 矢作町 山崎 0  11 H17.4.22 

29 A167031 ソトアザ沢 矢作町 山崎 0  8 H17.4.22 

30 B167118 花ノ通沢 矢作町 信内 0  2 H17.4.22 

31 B167150 山崎の沢(3) 矢作町 山崎 0  3 H17.4.22 

32 A167028 二又の沢 矢作町 二又 0  7 H17.4.22 

33 B167119 トチガ沢 矢作町 愛宕下 0  4 H17.4.22 

34 B167121 娃ヶ沢 矢作町 馬越 0  1 H17.4.22 

35 A167022 ヌマハタ 矢作町 馬越 0  6 H17.4.22 

36 A167023 タカハタキ 矢作町 馬越 0  5 H17.4.22 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

37 A167024 馬越の沢(3) 矢作町 馬越 0  6 H17.4.22 

38 A167025 ヤケン沢 矢作町 馬越 0  6 H17.4.22 

39 A167027 大日影沢 矢作町 大日影 0  5 H17.4.22 

40 B167122 馬越の沢(9) 矢作町 馬越 0  1 H17.4.22 

41 B167123 馬越の沢(8) 矢作町 馬越 0  2 H17.4.22 

42 B167124 馬越の沢(7) 矢作町 馬越 0  3 H17.4.22 

43 A167020 ミナ沢 矢作町 沖 0  15 H17.4.22 

44 A167021 熊の沢 矢作町 清水 0  5 H17.4.22 

45 B167137 堂の前の沢 矢作町 堂の前 0  3 H17.4.22 

46 B167136 姥沢 矢作町 二田野 0  4 H17.4.22 

47 A167016 目の前沢 矢作町 二田野 1 
生出多目的集

会センター、

県道 

2 H17.4.22 

48 B167125 日枝館沢 矢作町 二田野 0  2 H17.4.22 

49 B167126 オイノシ沢 矢作町 二田野 0  2 H17.4.22 

50 B167132 戸根の沢 矢作町 二田野 0  1 H17.4.22 

51 B167134 トドノ沢 矢作町 二田野 0  1 H17.4.22 

52 B157138 梅の木洞沢 矢作町 的場 0  1 H17.4.22 

53 B157139 地獄洞沢 矢作町 的場 0  1 H17.4.22 

54 B167129 十四区の沢 矢作町 清水川 0  1 H17.4.22 

55 B167130 ミウガヤシキ沢 矢作町 清水川 0  1 H17.4.22 

56 B167131 上クボキ沢 矢作町 清水川 0  1 H17.4.22 

57 B166203 タカヒナタ沢 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

58 B166204 大黒森沢 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

59 B167138 中平の沢(4) 矢作町 中平 0  1 H17.4.22 

60 B167139 中平の沢(3) 矢作町 中平 0  2 H17.4.22 

61 B167140 中平の沢(2) 矢作町 中平 0  2 H17.4.22 

62 B167141 中平の沢 矢作町 中平 0  3 H17.4.22 

63 B167142 坂下の沢 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

64 B167143 小黒森沢 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

65 B167144 黒森沢(2) 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

66 B167145 黒森の沢 矢作町 坂下 0  2 H17.4.22 

67 B167146 下小黒の沢(2) 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

68 B167147 アイバノ沢 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

69 B166201 上小黒山の沢 矢作町 上小黒山 0  1 H17.4.22 

70 B166202 下小黒山の沢 矢作町 下小黒山 0  1 H17.4.22 

71 A157001 槻沢 横田町 槻沢 0  8 H20.1.29 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

1 B167104 出口の沢 矢作町 出口 0  1 H17.4.22 

2 B167105 タキ沢 矢作町 雪沢 0  1 H17.4.22 

3 B167106 雪沢の沢 矢作町 雪沢 0  2 H17.4.22 

4 B167107 雪沢の沢(2) 矢作町 雪沢 0  2 H17.4.22 

5 B167108 雪沢の沢(3) 矢作町 雪沢 0  2 H17.4.22 

6 B167109 雪沢の沢(4) 矢作町 雪沢 0  1 H17.4.22 

7 A167103 大島部の沢 矢作町 大嶋部 0  8 H17.4.22 

8 A167104 大島部の沢(2) 矢作町 大嶋部 0  5 H17.4.22 

9 B167155 小島部の沢(2) 矢作町 小嶋部 0  1 H17.4.22 

10 B167156 小島部の沢(3) 矢作町 小嶋部 0  2 H17.4.22 

11 B167157 小島部の沢 矢作町 小嶋部 0  2 H17.4.22 

12 A167037 寺畑沢 矢作町 寺前 0  7 H17.4.22 

13 B167110 ソデ沢 矢作町 徳前 0  1 H17.4.22 

14 B167111 越戸内沢 矢作町 越戸内 0  1 H17.4.22 

15 A167033 諏訪の沢 矢作町 諏訪 0  14 H17.4.22 

16 A167034 諏訪の沢(2) 矢作町 諏訪 0  13 H17.4.22 

17 A167101 下矢作の沢 矢作町 諏訪 0  8 H17.4.22 

18 A167032 片地家の沢 矢作町 片地家 0  14 H17.4.22 

19 B167113 湯漬畑の沢 矢作町 湯漬畑 0  1 H17.4.22 

20 B167114 耳切の沢 矢作町 耳切 0  2 H17.4.22 

21 B167115 耳切の沢(2) 矢作町 耳切 0  1 H17.4.22 

22 B167116 大梨沢 矢作町 梅木 0  2 H17.4.22 

23 B167117 梅木の沢 矢作町 梅木 0  1 H17.4.22 

24 B167151 梅ノ木橋沢 矢作町 梅木 0  1 H17.4.22 

25 B167152 飯森の沢 矢作町 飯森 0  1 H17.4.22 

26 B167153 ニタノ沢 矢作町 飯森 0  1 H17.4.22 

27 B167154 飯森の沢(2) 矢作町 飯森 0  1 H17.4.22 

28 A167030 細尾沢 矢作町 山崎 0  11 H17.4.22 

29 A167031 ソトアザ沢 矢作町 山崎 0  8 H17.4.22 

30 B167118 花ノ通沢 矢作町 信内 0  2 H17.4.22 

31 B167150 山崎の沢(3) 矢作町 山崎 0  3 H17.4.22 

32 A167028 二又の沢 矢作町 二又 0  7 H17.4.22 

33 B167119 トチガ沢 矢作町 愛宕下 0  4 H17.4.22 

34 B167121 娃ヶ沢 矢作町 馬越 0  1 H17.4.22 

35 A167022 ヌマハタ 矢作町 馬越 0  6 H17.4.22 

36 A167023 タカハタキ 矢作町 馬越 0  5 H17.4.22 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

37 A167024 馬越の沢(3) 矢作町 馬越 0  6 H17.4.22 

38 A167025 ヤケン沢 矢作町 馬越 0  6 H17.4.22 

39 A167027 大日影沢 矢作町 大日影 0  5 H17.4.22 

40 B167122 馬越の沢(9) 矢作町 馬越 0  1 H17.4.22 

41 B167123 馬越の沢(8) 矢作町 馬越 0  2 H17.4.22 

42 B167124 馬越の沢(7) 矢作町 馬越 0  3 H17.4.22 

43 A167020 ミナ沢 矢作町 沖 0  15 H17.4.22 

44 A167021 熊の沢 矢作町 清水 0  5 H17.4.22 

45 B167137 堂の前の沢 矢作町 堂の前 0  3 H17.4.22 

46 B167136 姥沢 矢作町 二田野 0  4 H17.4.22 

47 A167016 目の前沢 矢作町 二田野 1 
生出多目的
集会センタ
ー、県道 

2 H17.4.22 

48 B167125 日枝館沢 矢作町 二田野 0  2 H17.4.22 

49 B167126 オイノシ沢 矢作町 二田野 0  2 H17.4.22 

50 B167132 戸根の沢 矢作町 二田野 0  1 H17.4.22 

51 B167134 トドノ沢 矢作町 二田野 0  1 H17.4.22 

52 B157138 梅の木洞沢 矢作町 的場 0  1 H17.4.22 

53 B157139 地獄洞沢 矢作町 的場 0  1 H17.4.22 

54 B167129 十四区の沢 矢作町 清水川 0  1 H17.4.22 

55 B167130 ミウガヤシキ沢 矢作町 清水川 0  1 H17.4.22 

56 B167131 上クボキ沢 矢作町 清水川 0  1 H17.4.22 

57 B166203 タカヒナタ沢 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

58 B166204 大黒森沢 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

59 B167138 中平の沢(4) 矢作町 中平 0  1 H17.4.22 

60 B167139 中平の沢(3) 矢作町 中平 0  2 H17.4.22 

61 B167140 中平の沢(2) 矢作町 中平 0  2 H17.4.22 

62 B167141 中平の沢 矢作町 中平 0  3 H17.4.22 

63 B167142 坂下の沢 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

64 B167143 小黒森沢 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

65 B167144 黒森沢(2) 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

66 B167145 黒森の沢 矢作町 坂下 0  2 H17.4.22 

67 B167146 下小黒の沢(2) 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

68 B167147 アイバノ沢 矢作町 坂下 0  1 H17.4.22 

69 B166201 上小黒山の沢 矢作町 上小黒山 0  1 H17.4.22 

70 B166202 下小黒山の沢 矢作町 下小黒山 0  1 H17.4.22 

71 A157001 槻沢 横田町 槻沢 0  8 H20.1.29 
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番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

72 A157002 槻沢(2) 横田町 槻沢 0  8 H20.1.29 

73 A167001 久連坪の沢 横田町 久連坪 0  14 H20.1.29 

74 A167002 久連坪の沢(2) 横田町 久連坪 0  11 H20.1.29 

75 A167003 釘の子沢 横田町 釘の子 0  19 H20.1.29 

76 A167004 釘の子沢(2) 横田町 釘の子 0  19 H20.1.29 

77 A167006 金成の沢 横田町 金成 0  5 H20.1.29 

78 A167008 梅の木沢 横田町 梅の木 0  6 H20.1.29 

79 A167009 三日市の沢 横田町 三日市 0  8 H20.1.29 

80 A167011 堂の沢 横田町 堂の沢 0  12 H20.1.29 

81 A167012 垂井ヶ沢 気仙町 垂井ヶ沢 0  35 H20.1.29 

82 A167013 愛宕下の沢 気仙町 愛宕下 0  6 H20.1.29 

83 A167105 中井の沢 気仙町 中井 0  7 H20.1.29 

84 A167106 内野の沢 気仙町 内野 0  6 H20.1.29 

85 A167107 堂の沢(2) 横田町 堂の沢 0  12 H20.1.29 

86 A167108 堂の沢(3) 横田町 堂の沢 0  14 H20.1.29 

87 A167109 銭洞の沢 横田町 銭洞 0  5 H20.1.29 

88 A168049 赤畑の沢 竹駒町 赤畑 0  6 H20.1.29 

89 A168050 相川の沢 竹駒町 相川 0  8 H20.1.29 

90 A168116 大石畑沢 高田町 荒沢 0  7 H20.1.29 

91 A168117 相川の沢(3) 竹駒町 相川 0  5 H20.1.29 

92 A176001 三本松の沢 気仙町 三本松 0  12 H20.1.29 

93 A176002 上長部の沢 気仙町 上長部 0  6 H20.1.29 

94 A176003 上長部の沢(2) 気仙町 上長部 0  9 H20.1.29 

95 A176101 丑沢 気仙町 丑沢 0  11 H20.1.29 

96 A176102 公民館の沢 気仙町 上長部 0  6 H20.1.29 

97 A176103 月山の沢 気仙町 月山 0  5 H20.1.29 

98 A177013 要谷の沢 気仙町 要谷 0  31 H20.1.29 

99 A177014 福伏の沢 気仙町 福伏 0  25 H20.1.29 

100 A168056 佐野沢 米崎町 佐野 0  32 H21.1.30 

101 A168057 野沢 米崎町 野沢 0  7 H21.1.30 

102 A168110 高畑の沢(3) 米崎町 高畑 0  6 H21.1.30 

103 A168111 佐野の沢(2) 米崎町 佐野 0  32 H21.1.30 

104 A168112 佐野の沢(3) 米崎町 佐野 0  34 H21.1.30 

105 A168113 野沢(2) 米崎町 野沢 0  6 H21.1.30 

106 A177001 袖野の沢 広田町 袖野 0  5 H21.1.30 

107 A177002 袖野の沢(2) 広田町 袖野 0  8 H21.1.30 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

108 A177003 袖野の沢(3) 広田町 袖野 0  11 H21.1.30 

109 A177004 後花貝の沢 広田町 後花貝 0  9 H21.1.30 

110 A177005 根岬の沢 広田町 根岬 0  10 H21.1.30 

111 A177006 中沢 広田町 中沢 0  12 H21.1.30 

112 A177007 越田の沢 広田町 越田 0  6 H21.1.30 

113 A177008 大陽の沢 広田町 大陽 0  12 H21.1.30 

114 A177009 大陽の沢(2) 広田町 大陽 0  13 H21.1.30 

115 A177010 獺沢 小友町 獺沢 0  8 H21.1.30 

116 A177101 前花貝の沢 広田町 前花貝 0  12 H21.1.30 

117 A177102 大野南の沢 広田町 前花貝 0  10 H21.1.30 

118 A177103 中沢南の沢 広田町 中沢 0  12 H21.1.30 

119 A167102 大立沢 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

120 A168114 マモンチ沢 米崎町 地竹沢 0  5 H22.2.19 

121 A168115 地竹沢の沢(2) 米崎町 地竹沢 0  8 H22.2.19 

122 A176104 双六の沢 気仙町 水上 0  6 H22.2.19 

123 A177011 沢辺の沢 小友町 沢辺 0  7 H22.2.19 

124 B167127 ネコ沢 矢作町 清水川 0  1 H22.2.19 

125 B167128 ウシロ沢 矢作町 清水川 0  1 H22.2.19 

126 B167160 内野の沢(2) 気仙町 内野 0  4 H22.2.19 

127 B167165 三日市の沢 横田町 三日市 0  4 H22.2.19 

128 B176101 上長部の沢(6) 気仙町 上長部 0  3 H22.2.19 

129 B176102 上長部の沢(4) 気仙町 上長部 0  2 H22.2.19 

130 B176103 観音堂の沢 気仙町 上長部 0  2 H22.2.19 

131 B176104 上長部の沢(5) 気仙町 上長部 0  4 H22.2.19 

132 B176105 牧田の沢 気仙町 牧田 0  4 H22.2.19 

133 B176106 牧田の沢(2) 気仙町 牧田 0  4 H22.2.19 

134 B177103 矢之浦沢 小友町 矢之浦 0  4 H22.2.19 

135 B157132 橋の上沢 横田町 橋の上 0  2 H24.4.6 

136 B157133 橋の上沢(2) 横田町 橋の上 0  1 H24.4.6 

137 B157134 橋の上沢(3) 横田町 橋の上 0  2 H24.4.6 

138 B157135 平栗西の沢 横田町 舞出 0  3 H24.4.6 

139 B167167 常光寺の沢 横田町 志田実 0  3 H24.4.6 

140 B177102 田ノ浜の沢 広田町 袖野 0  3 H24.4.6 

141 B177104 鳥嶋の沢 小友町 鳥嶋 0  2 H24.4.6 

142 B177105 鳥嶋の沢(2) 小友町 鳥嶋 0  1 H24.4.6 

143 B177106 塩谷の沢 小友町 塩谷 0  4 H24.4.6 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

72 A157002 槻沢(2) 横田町 槻沢 0  8 H20.1.29 

73 A167001 久連坪の沢 横田町 久連坪 0  14 H20.1.29 

74 A167002 久連坪の沢(2) 横田町 久連坪 0  11 H20.1.29 

75 A167003 釘の子沢 横田町 釘の子 0  19 H20.1.29 

76 A167004 釘の子沢(2) 横田町 釘の子 0  19 H20.1.29 

77 A167006 金成の沢 横田町 金成 0  5 H20.1.29 

78 A167008 梅の木沢 横田町 梅の木 0  6 H20.1.29 

79 A167009 三日市の沢 横田町 三日市 0  8 H20.1.29 

80 A167011 堂の沢 横田町 堂の沢 0  12 H20.1.29 

81 A167012 垂井ヶ沢 気仙町 垂井ヶ沢 0  35 H20.1.29 

82 A167013 愛宕下の沢 気仙町 愛宕下 0  6 H20.1.29 

83 A167105 中井の沢 気仙町 中井 0  7 H20.1.29 

84 A167106 内野の沢 気仙町 内野 0  6 H20.1.29 

85 A167107 堂の沢(2) 横田町 堂の沢 0  12 H20.1.29 

86 A167108 堂の沢(3) 横田町 堂の沢 0  14 H20.1.29 

87 A167109 銭洞の沢 横田町 銭洞 0  5 H20.1.29 

88 A168049 赤畑の沢 竹駒町 赤畑 0  6 H20.1.29 

89 A168050 相川の沢 竹駒町 相川 0  8 H20.1.29 

90 A168116 大石畑沢 高田町 荒沢 0  7 H20.1.29 

91 A168117 相川の沢(3) 竹駒町 相川 0  5 H20.1.29 

92 A176001 三本松の沢 気仙町 三本松 0  12 H20.1.29 

93 A176002 上長部の沢 気仙町 上長部 0  6 H20.1.29 

94 A176003 上長部の沢(2) 気仙町 上長部 0  9 H20.1.29 

95 A176101 丑沢 気仙町 丑沢 0  11 H20.1.29 

96 A176102 公民館の沢 気仙町 上長部 0  6 H20.1.29 

97 A176103 月山の沢 気仙町 月山 0  5 H20.1.29 

98 A177013 要谷の沢 気仙町 要谷 0  31 H20.1.29 

99 A177014 福伏の沢 気仙町 福伏 0  25 H20.1.29 

100 A168056 佐野沢 米崎町 佐野 0  32 H21.1.30 

101 A168057 野沢 米崎町 野沢 0  7 H21.1.30 

102 A168110 高畑の沢(3) 米崎町 高畑 0  6 H21.1.30 

103 A168111 佐野の沢(2) 米崎町 佐野 0  32 H21.1.30 

104 A168112 佐野の沢(3) 米崎町 佐野 0  34 H21.1.30 

105 A168113 野沢(2) 米崎町 野沢 0  6 H21.1.30 

106 A177001 袖野の沢 広田町 袖野 0  5 H21.1.30 

107 A177002 袖野の沢(2) 広田町 袖野 0  8 H21.1.30 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

108 A177003 袖野の沢(3) 広田町 袖野 0  11 H21.1.30 

109 A177004 後花貝の沢 広田町 後花貝 0  9 H21.1.30 

110 A177005 根岬の沢 広田町 根岬 0  10 H21.1.30 

111 A177006 中沢 広田町 中沢 0  12 H21.1.30 

112 A177007 越田の沢 広田町 越田 0  6 H21.1.30 

113 A177008 大陽の沢 広田町 大陽 0  12 H21.1.30 

114 A177009 大陽の沢(2) 広田町 大陽 0  13 H21.1.30 

115 A177010 獺沢 小友町 獺沢 0  8 H21.1.30 

116 A177101 前花貝の沢 広田町 前花貝 0  12 H21.1.30 

117 A177102 大野南の沢 広田町 前花貝 0  10 H21.1.30 

118 A177103 中沢南の沢 広田町 中沢 0  12 H21.1.30 

119 A167102 大立沢 矢作町 坂下 0  1 H22.2.19 

120 A168114 マモンチ沢 米崎町 地竹沢 0  5 H22.2.19 

121 A168115 地竹沢の沢(2) 米崎町 地竹沢 0  8 H22.2.19 

122 A176104 双六の沢 気仙町 水上 0  6 H22.2.19 

123 A177011 沢辺の沢 小友町 沢辺 0  7 H22.2.19 

124 B167127 ネコ沢 矢作町 清水川 0  1 H22.2.19 

125 B167128 ウシロ沢 矢作町 清水川 0  1 H22.2.19 

126 B167165 三日市の沢 横田町 三日市 0  4 H22.2.19 

127 B176101 上長部の沢(6) 気仙町 上長部 0  3 H22.2.19 

128 B176102 上長部の沢(4) 気仙町 上長部 0  2 H22.2.19 

129 B176103 観音堂の沢 気仙町 上長部 0  2 H22.2.19 

130 B176104 上長部の沢(5) 気仙町 上長部 0  4 H22.2.19 

131 B176105 牧田の沢 気仙町 牧田 0  4 H22.2.19 

132 B176106 牧田の沢(2) 気仙町 牧田 0  4 H22.2.19 

133 B177103 矢之浦沢 小友町 矢之浦 0  4 H22.2.19 

134 B157132 橋の上沢 横田町 橋の上 0  2 H24.4.6 

135 B157133 橋の上沢(2) 横田町 橋の上 0  1 H24.4.6 

136 B157134 橋の上沢(3) 横田町 橋の上 0  2 H24.4.6 

137 B157135 平栗西の沢 横田町 舞出 0  3 H24.4.6 

138 B167167 常光寺の沢 横田町 志田実 0  3 H24.4.6 

139 B177102 田ノ浜の沢 広田町 袖野 0  3 H24.4.6 

140 B177104 鳥嶋の沢 小友町 鳥嶋 0  2 H24.4.6 

141 B177105 鳥嶋の沢(2) 小友町 鳥嶋 0  1 H24.4.6 

142 B177106 塩谷の沢 小友町 塩谷 0  4 H24.4.6 

143 B177107 塩谷の沢(2) 小友町 塩谷 0  4 H24.4.6 
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土砂災害警戒区域等指定内訳表（地すべり） 

 

 

 

 

 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

144 B177107 塩谷の沢(2) 小友町 塩谷 0  4 H24.4.6 

145 B167166 金成口の沢 横田町 銭洞 0  2 H27.9.18 

146 B167101 袋沢(2) 横田町 袋沢 0  2 H27.9.18 

147 B167102 袋沢(3) 横田町 袋沢 0  2 H27.9.18 

148 B167163 堂の沢(4) 横田町 堂の沢 0  2 H27.9.18 

149 B167164 三日市の沢(2) 横田町 友沼 0  3 H27.9.18 

150 B167161 上細根の沢 竹駒町 上細根 0  2 H27.9.18 

151 B167162 上細根の沢(2) 竹駒町 上細根 0  1 H27.9.18 

152 B168113 滝の里 竹駒町 滝の里 0  4 H27.9.18 

153 B168110 川向の沢 米崎町 川向 0  3 H27.9.18 

154 A167014 水上沢 矢作町 的場 0  5 H28.1.12 

155 A167015 三の戸沢 矢作町 三の戸 0  11 H28.1.12 

156 A167026 共米花倉  矢作町 馬越 0  7 H28.1.12 

157 B167120 ヨシカ沢 矢作町 二又 0  2 H28.1.12 

158 A168054 重倉沢川 米崎町 高畑 0  7 H28.1.12 

159 A168109 高畑の沢(2) 米崎町 高畑 0  7 H28.1.12 

160 A168051 相川の沢(2) 竹駒町 相川 0  5 H28.1.12 

161 A167010 本宿沢 横田町 本宿 0  42 H28.3.4 

162 A168048 壷の沢 竹駒町 上壺 0  10 H28.3.4 

163 N210037 堂の沢(5) 横田町 堂の沢 0  0 H28.3.4 

164 N210038 上壺の沢 竹駒町 上壺 0  0 H28.3.4 

165 N210039 上壺の沢(1) 竹駒町 上壺 0  0 H28.3.4 

166 A167017 二田野の沢(2) 矢作町 二田野 0  3 H29.7.7 

167 B157137 的場の沢 矢作町 的場 0  1 H29.7.7 

168 J157115 的場 矢作町 的場 0  0 H29.7.7 

169 B167133 鍋鎌倉沢 矢作町 二田野 0  1 H29.7.7 

170 B167135 カミカ洞 矢作町 二田野 0  3 H29.7.7 

171 B167148 ハタ沢 矢作町 袖野 0  3 H29.7.7 

172 B167149 ワシガ沢 矢作町 袖野 0  4 H29.7.7 

173 J167104 堂の前 矢作町 木戸口 0  0 H29.7.7 

174 J167105 清水 矢作町 木戸口 0  0 H29.7.7 

175 J167106 坂下 矢作町 坂下 0  0 H29.7.7 

176 A168106 西ノ坊の沢 小友町 中西 0  10 H29.7.7 

177 A177012 西之坊の沢 小友町 西の坊 0  16 H29.7.7 

178 A168107 松ノ山の沢 小友町 西の坊 0  18 H29.7.7 

179 A168108 茖荷沢 小友町 茗荷 0  5 H29.7.7 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

180 A177104 菖蒲の沢 小友町 菖蒲 0  3 H29.7.7 

181 B177108 腰廻の沢 小友町 腰廻 0  1 H29.7.7 

182 J177101 矢之崎 小友町 矢の浦 0  0 H29.7.7 

183 A157004 平栗沢 横田町 舞出 0  5 H30.10.12 

184 A157005 袋沢 横田町 袋沢 0  6 H30.10.12 

185 B157136 滝沢 横田町 舞出 0  3 H30.10.12 

186 B157103 狐舞柳の沢 横田町 狐舞柳 0  2 H30.10.12 

187 J167107 金屋敷 矢作町 金屋敷 0  9 R1.11.29 

188 A167035 神明沢 矢作町 神明前 1 旅館 3 R1.11.29 

189 B167112 元屋敷の沢(2) 矢作町 寺前 0  4 R1.11.29 

190 J167101 出口 矢作町 出口 0  0 R1.11.29 

191 J167102 徳前 矢作町 徳前 0  0 R1.11.29 

192 J167103 徳前(1) 矢作町 徳前 0  2 R1.11.29 

193 A168058 和方の沢 米崎町 和方 3 
火葬場、公
民館 

151 R3.3.23 

194 A168059 和方の沢(2) 米崎町 和方 0  0 R3.3.23 

195 B168111 高畑の沢(3) 米崎町 高畑 0  0 R3.3.23 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

144 B167166 金成口の沢 横田町 銭洞 0  2 H27.9.18 

145 B167101 袋沢(2) 横田町 袋沢 0  2 H27.9.18 

146 B167102 袋沢(3) 横田町 袋沢 0  2 H27.9.18 

147 B167163 堂の沢(4) 横田町 堂の沢 0  2 H27.9.18 

148 B167164 三日市の沢(2) 横田町 友沼 0  3 H27.9.18 

149 B167161 上細根の沢 竹駒町 上細根 0  2 H27.9.18 

150 B167162 上細根の沢(2) 竹駒町 上細根 0  1 H27.9.18 

151 B168113 滝の里 竹駒町 滝の里 0  4 H27.9.18 

152 B168110 川向の沢 米崎町 川向 0  3 H27.9.18 

153 A167014 水上沢 矢作町 的場 0  5 H28.1.12 

154 A167015 三の戸沢 矢作町 三の戸 0  11 H28.1.12 

155 A167026 共米花倉  矢作町 馬越 0  7 H28.1.12 

156 B167120 ヨシカ沢 矢作町 二又 0  2 H28.1.12 

157 A168054 重倉沢川 米崎町 高畑 0  7 H28.1.12 

158 A168109 高畑の沢(2) 米崎町 高畑 0  7 H28.1.12 

159 A168051 相川の沢(2) 竹駒町 相川 0  5 H28.1.12 

160 A167010 本宿沢 横田町 本宿 0  42 H28.3.4 

161 A168048 壷の沢 竹駒町 上壺 0  10 H28.3.4 

162 N210037 堂の沢(5) 横田町 堂の沢 0  0 H28.3.4 

163 N210038 上壺の沢 竹駒町 上壺 0  0 H28.3.4 

164 N210039 上壺の沢(1) 竹駒町 上壺 0  0 H28.3.4 

165 A167017 二田野の沢(2) 矢作町 二田野 0  3 H29.7.7 

166 B157137 的場の沢 矢作町 的場 0  1 H29.7.7 

167 J157115 的場 矢作町 的場 0  0 H29.7.7 

168 B167133 鍋鎌倉沢 矢作町 二田野 0  1 H29.7.7 

169 B167135 カミカ洞 矢作町 二田野 0  3 H29.7.7 

170 B167148 ハタ沢 矢作町 袖野 0  3 H29.7.7 

171 B167149 ワシガ沢 矢作町 袖野 0  4 H29.7.7 

172 J167104 堂の前 矢作町 木戸口 0  0 H29.7.7 

173 J167105 清水 矢作町 木戸口 0  0 H29.7.7 

174 J167106 坂下 矢作町 坂下 0  0 H29.7.7 

175 A168106 西ノ坊の沢 小友町 中西 0  10 H29.7.7 

176 A177012 西之坊の沢 小友町 西の坊 0  16 H29.7.7 

177 A168107 松ノ山の沢 小友町 西の坊 0  18 H29.7.7 

178 A168108 茖荷沢 小友町 茗荷 0  5 H29.7.7 

179 A177104 菖蒲の沢 小友町 菖蒲 0  3 H29.7.7 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

180 B177108 腰廻の沢 小友町 腰廻 0  1 H29.7.7 

181 J177101 矢之崎 小友町 矢の浦 0  0 H29.7.7 

182 A157004 平栗沢 横田町 舞出 0  5 H30.10.12 

183 A157005 袋沢 横田町 袋沢 0  6 H30.10.12 

184 B157136 滝沢 横田町 舞出 0  3 H30.10.12 

185 B157103 狐舞柳の沢 横田町 狐舞柳 0  2 H30.10.12 

186 J167107 金屋敷 矢作町 金屋敷 0  9 R1.11.29 

187 A167035 神明沢 矢作町 神明前 1 旅館 3 R1.11.29 

188 B167112 元屋敷の沢(2) 矢作町 寺前 0  4 R1.11.29 

189 J167101 出口 矢作町 出口 0  0 R1.11.29 

190 J167102 徳前 矢作町 徳前 0  0 R1.11.29 

191 J167103 徳前(1) 矢作町 徳前 0  2 R1.11.29 

192 A168058 和方の沢 米崎町 和方 3 
火葬場、公

民館 
151 R3.3.23 

193 A168059 和方の沢(2) 米崎町 和方 0  0 R3.3.23 

194 B168111 高畑の沢(3) 米崎町 高畑 0  0 R3.3.23 

195 A157003 槻沢川 横田町 槻沢 0  15 R4.3.11 

196 A168052 川原川 高田町 西和野 0  0 R4.3.11 

197 A168053 和野川 高田町 東和野 0  0 R4.3.11 

198 B167158 神崎の沢 気仙町 神崎 0  3 R4.3.11 

199 B167159 荒川の沢 気仙町 荒川 0  1 R4.3.11 

200 B168112 山苗代の沢 高田町 山苗代 0  0 R4.3.11 

201 N210004 水上の沢 気仙町 水上 0  26 R4.3.11 

202 N210007 丑沢の沢 気仙町 丑沢 0  0 R4.3.11 

203 N210010 中ヶ谷の沢 気仙町 中ヶ谷 0  0 R4.3.11 

 

番号 箇所番号 箇所名 町名 字名 
公共施設 人家 

告示年月日 
数 種類 （戸） 

1 101 要谷 気仙町 双六 0  1 R4.3.11 

2 180 古谷 気仙町 古谷 0  1 R4.3.11 
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新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」（急傾

斜地の崩壊） 

 

 

番号 箇所番号 町名 字名 ＤＥＭ 

1 203BN5116 小友町 茗荷 5m 

2 210AN5002 横田町 橋の上 5m 

3 210AN5008 横田町 橋の上 5m 

4 210AN5016 横田町 舞出 5m 

5 210AN5026 矢作町 的場 5m 

6 210AN5032 矢作町 清水川 5m 

7 210AN5047 横田町 久連坪 5m 

8 210AN5052 矢作町 三の戸 5m 

9 210AN5067 横田町 金成 5m 

10 210AN5070 横田町 三日市 5m 

11 210AN5073 横田町 太田 5m 

12 210AN5075 横田町 堂の沢 5m 

13 210AN5091 竹駒町 童子 5m 

14 210AN5107 矢作町 袖野 5m 

15 210AN5122 矢作町 片地家 5m 

16 210AN5135 高田町 大隅 5m 

17 210AN5169 気仙町 上長部 5m 

18 210AN5211 広田町 長船崎 5m 

19 210AN5231 広田町 天王前 5m 

20 210AN5235 広田町 田端 5m 

21 210AN5237 広田町 泊 5m 

22 210AN5247 広田町 蒲田 5m 

23 210AN5251 広田町 中沢 5m 

24 210BN5001 矢作町 的場 5m 

25 210BN5006 横田町 橋の上 5m 

26 210BN5009 横田町 橋の上 5m 

27 210BN5022 横田町 舞出 5m 

28 210BN5029 矢作町 的場 5m 

29 210BN5031 矢作町 的場 5m 

30 210BN5034 横田町 舞出 5m 

31 210BN5035 横田町 舞出 5m 

32 210BN5036 横田町 舞出 5m 

33 210BN5039 横田町 宝田 5m 

34 210BN5046 横田町 宇南沢 5m 

35 210BN5049 横田町 宇南沢 5m 

36 210BN5055 矢作町 三の戸 5m 

37 210BN5056 横田町 宝田 5m 

 

番号 箇所番号 町名 字名 ＤＥＭ 

38 210BN5057 横田町 袋沢 5m 

39 210BN5058 横田町 袋沢 5m 

40 210BN5069 横田町 太田 5m 

41 210BN5072 横田町 西宿 5m 

42 210BN5078 竹駒町 上壺 5m 

43 210BN5079 矢作町 木戸口 5m 

44 210BN5080 矢作町 馬越 5m 

45 210BN5082 矢作町 馬越 5m 

46 210BN5085 矢作町 雪沢 5m 

47 210BN5093 竹駒町 上細根 5m 

48 210BN5094 矢作町 坂下 5m 

49 210BN5097 矢作町 中平 5m 

50 210BN5100 矢作町 中平 5m 

51 210BN5111 矢作町 梅木 5m 

52 210BN5113 矢作町 飯森 5m 

53 210BN5114 矢作町 梅木 5m 

54 210BN5115 矢作町 梅木 5m 

55 210BN5123 矢作町 片地家 5m 

56 210BN5129 矢作町 大嶋部 5m 

57 210BN5137 米崎町 野沢 5m 

58 210BN5138 米崎町 野沢 5m 

59 210BN5139 米崎町 佐野 5m 

60 210BN5140 米崎町 佐野 5m 

61 210BN5141 米崎町 高畑 5m 

62 210BN5142 米崎町 高畑 5m 

63 210BN5155 米崎町 道の上 5m 

64 210BN5159 小友町 茗荷 5m 

65 210BN5160 小友町 茗荷 5m 

66 210BN5162 矢作町 上小黒山 5m 

67 210BN5163 矢作町 上小黒山 5m 

68 210BN5165 矢作町 坂下 5m 

69 210BN5166 矢作町 飯森 5m 

70 210BN5167 矢作町 飯森 5m 

71 210BN5178 小友町 茗荷 5m 

72 210BN5181 小友町 後谷地 5m 

73 210BN5189 気仙町 古谷 5m 

74 210BN5195 小友町 中里 5m 
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新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」（土石

流） 

 

 

 

番号 箇所番号 町名 字名 ＤＥＭ 

75 210BN5202 小友町 小ヶ口前 5m 

76 210BN5203 広田町 長洞 5m 

77 210BN5208 広田町 長船崎 5m 

78 210BN5209 広田町 大陽 5m 

79 210BN5214 広田町 越田 5m 

80 210BN5216 広田町 大陽里 5m 

81 210BN5221 広田町 袖野 5m 

82 210BN5222 広田町 長根洞 5m 

83 210BN5226 広田町 御城林 5m 

84 210BN5241 広田町 泊 5m 

85 210BN5246 広田町 平畑 5m 

86 210BN5250 広田町 蒲田 5m 

87 210BN5256 広田町 根岬 5m 

88 210BN5260 広田町 黒崎 5m 

89 210BN5261 広田町 黒崎 5m 

90 210N0015 気仙町 上長部 5m 

91 210N0030 気仙町 二日市 5m 

92 210N0082 矢作町 諏訪 5m 

93 210N0085 矢作町 越戸内 5m 

94 210N0092 矢作町 雪沢 5m 

95 210N0095 矢作町 雪沢 5m 

96 210N0101 横田町 孤舞柳 5m 

97 210N0133 横田町 堂の沢 5m 

98 210N0145 竹駒町 上壺 5m 

99 210N0151 竹駒町 下壺 5m 

100 210N0153 竹駒町 赤畑 5m 

101 210N0158 竹駒町 仲の沢 5m 

102 210N0160 竹駒町 相川 5m 

103 210N0211 小友町 鳥嶋 5m 

104 210N0222 広田町 大陽 5m 

105 210N0243 広田町 久保 5m 

106 210N0258 広田町 六ヶ浦 5m 

107 210N0271 広田町 谷地 5m 

108 210N0289 広田町 袖野 5m 

 

番号 箇所番号 町名 字名 ＤＥＭ 

1 AN210505 横田町 舞出 5m 

2 AN210512 竹駒町 館 5m 

3 AN210515 竹駒町 仲の沢 5m 

4 AN210516 高田町 大隅 5m 

5 AN210527 米崎町 川向 5m 

6 AN210529 米崎町 高畑 5m 

7 AN210530 米崎町 高畑 5m 

8 AN210534 気仙町 水上 5m 

9 AN210535 気仙町 水上 5m 

10 BN210501 矢作町 的場 5m 

11 BN210502 矢作町 的場 5m 

12 BN210503 矢作町 的場 5m 

13 BN210504 横田町 舞出 5m 

14 BN210506 矢作町 三の戸 5m 

15 BN210507 横田町 宝田 5m 

16 BN210509 矢作町 出口 5m 

17 BN210510 竹駒町 下壺 5m 

18 BN210511 竹駒町 赤畑 5m 

19 BN210513 矢作町 坂下 5m 

20 BN210514 竹駒町 大畑 5m 

21 BN210517 矢作町 信内 5m 

22 BN210518 矢作町 山谷 5m 

23 BN210519 気仙町 荒川 5m 

24 BN210528 米崎町 高畑 5m 

25 BN210532 矢作町 飯森 5m 

26 BN210533 小友町 松山前 5m 

27 N210001 気仙町 福伏 5m 

28 N210002 気仙町 福伏 5m 

29 N210003 気仙町 福伏 5m 

30 N210005 気仙町 上長部 5m 

31 N210011 気仙町 荒川沢 5m 

32 N210025 矢作町 越戸内 5m 

33 N210030 横田町 梅の木 5m 

34 N210031 横田町 梅の木 5m 

35 N210033 横田町 金成 5m 

36 N210041 竹駒町 館 5m 

37 N210047 高田町 荒沢 5m 
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修正 

理由 
・現状に合わせた修正 

 

 

番号 箇所番号 町名 字名 ＤＥＭ 

38 N210050 小友町 上新田 5m 

39 N210053 小友町 腰廻 5m 

40 N210054 小友町 雲南 5m 

41 N210055 小友町 中里 5m 

42 N210056 小友町 矢の浦 5m 

43 N210057 小友町 矢の浦 5m 

44 N210058 広田町 長船崎 5m 

45 N210061 広田町 前花貝 5m 

46 N210063 広田町 六ヶ浦 5m 

47 N210064 広田町 蒲田 5m 

48 N210065 広田町 平畑 5m 

49 N210069 広田町 前花貝 5m 

50 N210070 広田町 小屋敷 5m 

51 N210071 広田町 袖野 5m 
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資料３ 情報伝達 

頁 変  更  前 変  更  後 

73 

 

79 

 

 

 

81 

資料 3-8 非常通信運用細則 

[略] 

別紙（第 35条関係） 

平成  年  月  日 

[略] 

 

資料 3-9 東北地方非常通信協議会（岩手県内構成員） 

令和 3年 4月 1日現在 

[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 3-8 非常通信運用細則 

[略] 

別紙（第 35条関係） 

令和  年  月  日 

[略] 

 

資料 3-9 東北地方非常通信協議会（岩手県内構成員） 

令和 4年 4月 1日現在 

[略] 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 

 

 



資料編 

- 86 - 

 

資料４ 避難 

頁 変  更  前 変  更  後 

95 
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資料 4-2 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

指定緊急避難場所     （令和 4年 2月 28日現在） 

 

 

資料 4-2 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表 

指定緊急避難場所     （令和 5年 3月 15日現在） 

 

 

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害 

1 生出 清水公民館 矢作町字沖 5-1  ○ ○ 

2 矢作 
矢作地区コミュニティセンター

（矢作多目的研修センター） 
矢作町字鍋谷 6-2  ○ ○ 

3 下矢作 1 区公民館 矢作町字雪沢 100-2 ○   

4 下矢作 村上様宅上 矢作町字大嶋部 104-2 ○   

5 下矢作 嶋部公民館 矢作町字大嶋部 157 ○   

6 下矢作 NTT 塔付近高台 矢作町字大嶋部 162 ○   

7 下矢作 観音寺 矢作町字寺前 79 ○ ○ ○ 

8 下矢作 下矢作住宅団地 矢作町字越戸内 179-9 ○   

9 下矢作 6 区公民館 矢作町字東角地 35-8 ○ ○ ○ 

10 下矢作 7 区公民館 矢作町字打越 48-4 ○ ○ ○ 

11 下矢作 矢作小学校 矢作町字神明前 55-1 ○ ○ ○ 

12 下矢作 
下矢作地区コミュニティセンター

（下矢作多目的研修センター） 
矢作町字諏訪 44 ○   

13 横田 横田小学校 横田町字久連坪 17-1  ○ ○ 

14 横田 
横田地区コミュニティセンター

（横田基幹集落センター） 
横田町字黄金山 43-1  ○ ○ 

15 横田 第二部落会館 横田町字本宿 24-4  ○ ○ 

16 横田 第八区会館 横田町字袋沢 37-1  ○ ○ 

17 竹駒 滝の里工業団地 竹駒町字滝の里 105-2 ○   

18 竹駒 ㈱高田自動車学校 竹駒町字相川 74-1 ○   

19 竹駒 仲の沢公民館 竹駒町字仲の沢 37 ○   

20 竹駒 滝の里町内会館 竹駒町字滝の里 83-2 ○   

21 竹駒 上細根町内会館 竹駒町字上細根 11-4 ○   

22 竹駒 矢崎公民館 竹駒町字館 21-4 ○   

23 竹駒 新田町内会館 竹駒町字新田 41-1 ○   

24 竹駒 ㈱ボンマックスアパレル 竹駒町字細根沢 27-1 ○   

25 竹駒 西部デイサービスセンター竹の里 竹駒町字相川 73-30 ○   

26 竹駒 相川地区高台 竹駒町字相川 2-3 ○   

27 竹駒 軍見洞地区高台 竹駒町字館 61-9 ○   

28 竹駒 下沢公民館 竹駒町字相川 14-2 ○ ○ ○ 

29 竹駒 
竹駒地区コミュニティセンター

（定住促進センター） 
竹駒町字館 44 ○   

30 竹駒 竹駒小学校 竹駒町字仲の沢 181 ○ ○ ○ 

31 竹駒 壺の沢公民館 竹駒町字上壺 7-7 ○ ○ ○ 

 

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害 

32 今泉 泉増寺高台 気仙町字荒川 127 ○   

33 今泉 諏訪神社 気仙町字町裏 202 ○   

34 今泉 荒川沢地区高台 気仙町字荒川沢 118-2 ○   

35 今泉 垂井ヶ沢地区高台 気仙町字垂井ヶ沢 43-3 ○   

36 今泉 金剛寺高台 気仙町字町裏 26 ○   

37 今泉 荒川地区高台 気仙町字荒川 69-7 ○   

38 今泉 気仙成田山 気仙町字町裏 29 ○   

39 今泉 今泉地区コミュニティセンター 気仙町字愛宕下 303 ○ ○ ○ 

40 今泉 気仙小学校 気仙町字愛宕下 313 ○ ○ ○ 

41 長部 旧長部保育所 気仙町字牧田 8 ○   

42 長部 吉田様宅庭 気仙町字二日市 43-3 ○   

43 長部 国道 45 号下道路 気仙町字月山 29-2 ○   

44 長部 伊藤様宅下空地 気仙町字湊 152-9 ○   

45 長部 古谷公民館 気仙町字古谷 30-2 ○   

46 長部 古谷地区高台 気仙町字古谷 55-8 ○   

47 長部 双六地区高台 気仙町字双六 53-19先 ○   

48 長部 双六公民館 気仙町字水上 33 ○   

49 長部 要谷公民館 気仙町字要谷 50-11 ○   

50 長部 福伏地区高台 気仙町字福伏 169-3 ○   

51 長部 上長部地区防集団地 気仙町字上長部 67-4 ○   

52 長部 菅野様宅付近 気仙町字川口 14-3 ○   

53 長部 国道 45 号路側帯 気仙町字湊 195先 ○   

54 長部 小泉様宅 気仙町字二日市 111 ○   

55 長部 小泉様宅脇道路 気仙町字上長部 25 ○   

56 長部 観音堂（上長部地区） 気仙町字上長部 157-1 ○   

57 長部 二日市公民館 気仙町字丑沢 17 ○   

58 長部 八坂神社 気仙町字要谷 32 ○   

59 長部 川口地区高台 気仙町字川口 14-2 ○   

60 長部 
長部地区コミュニティセンター

（漁村センター） 
気仙町字牧田 17 ○   

61 長部 旧気仙小学校 気仙町字牧田 17 ○ ○ ○ 

62 長部 上長部団地公園 気仙町字上長部 66-4 ○   

63 長部 福伏公民館 気仙町字福伏 130-5 ○   

64 長部 市営住宅水上団地集会室 気仙町字水上 57-3 ○ ○ ○ 

65 高田 スポーツドーム 高田町字山苗代 37-12 ○   

66 高田 松原苑 高田町字中田 69-2 ○   

67 高田 典人会グループホーム氷上山 高田町字大隅 8-6 ○   

68 高田 社会福祉法人高寿園 高田町字東和野 67 ○   

69 高田 小泉公民館 高田町字山苗代 49-3 ○   

 

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害 

1 生出 清水公民館 矢作町字沖 5-1  ○ ○ 

2 矢作 
矢作地区コミュニティセンター

（矢作多目的研修センター） 
矢作町字鍋谷 6-2  ○ ○ 

3 下矢作 1 区公民館 矢作町字雪沢 100-2 ○   

4 下矢作 村上様宅上 矢作町字大嶋部 104-2 ○   

5 下矢作 嶋部公民館 矢作町字大嶋部 157 ○   

6 下矢作 NTT 塔付近高台 矢作町字大嶋部 162 ○   

7 下矢作 観音寺 矢作町字寺前 79 ○ ○ ○ 

8 下矢作 下矢作住宅団地 矢作町字越戸内 179-9 ○   

9 下矢作 6 区公民館 矢作町字東角地 35-8 ○ ○ ○ 

10 下矢作 7 区公民館 矢作町字打越 48-4 ○ ○ ○ 

11 下矢作 矢作小学校 矢作町字神明前 55-1 ○ ○ ○ 

12 下矢作 
下矢作地区コミュニティセンター

（下矢作多目的研修センター） 
矢作町字諏訪 44 ○   

13 横田 横田小学校 横田町字久連坪 17-1  ○ ○ 

14 横田 
横田地区コミュニティセンター

（横田基幹集落センター） 
横田町字黄金山 43-1  ○ ○ 

15 横田 第二部落会館 横田町字本宿 24-4  ○ ○ 

16 横田 第八区会館 横田町字袋沢 37-1  ○ ○ 

17 竹駒 ㈱高田自動車学校 竹駒町字相川 74-1 ○   

18 竹駒 仲の沢公民館 竹駒町字仲の沢 37 ○   

19 竹駒 滝の里町内会館 竹駒町字滝の里 83-2 ○   

20 竹駒 上細根町内会館 竹駒町字上細根 11-4 ○   

21 竹駒 矢崎公民館 竹駒町字館 21-4 ○   

22 竹駒 新田町内会館 竹駒町字新田 41-1 ○   

23 竹駒 ㈱ボンマックスアパレル 竹駒町字細根沢 27-1 ○   

24 竹駒 西部デイサービスセンター竹の里 竹駒町字相川 73-30 ○   

25 竹駒 相川地区高台 竹駒町字相川 2-3 ○   

26 竹駒 軍見洞地区高台 竹駒町字館 61-9 ○   

27 竹駒 下沢公民館 竹駒町字相川 14-2 ○ ○ ○ 

28 竹駒 
竹駒地区コミュニティセンター

（定住促進センター） 
竹駒町字館 44 ○   

29 竹駒 竹駒小学校 竹駒町字仲の沢 181 ○ ○ ○ 

30 竹駒 壺の沢公民館 竹駒町字上壺 7-7 ○ ○ ○ 

31 今泉 泉増寺高台 気仙町字荒川 127 ○   

 

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害 

32 今泉 諏訪神社 気仙町字町裏 202 ○   

33 今泉 荒川沢地区高台 気仙町字荒川沢 118-2 ○   

34 今泉 垂井ヶ沢地区高台 気仙町字垂井ヶ沢 43-3 ○   

35 今泉 金剛寺高台 気仙町字町裏 26 ○   

36 今泉 荒川地区高台 気仙町字荒川 69-7 ○   

37 今泉 気仙成田山 気仙町字町裏 29 ○   

38 今泉 今泉地区コミュニティセンター 気仙町字愛宕下 303 ○ ○ ○ 

39 今泉 気仙小学校 気仙町字愛宕下 313 ○ ○ ○ 

40 長部 吉田様宅庭 気仙町字二日市 43-3 ○   

41 長部 古谷公民館 気仙町字古谷 30-2 ○   

42 長部 古谷地区高台 気仙町字古谷 55-8 ○   

43 長部 双六地区高台 気仙町字双六 53-19先 ○   

44 長部 双六公民館 気仙町字水上 33 ○   

45 長部 菅野様宅付近 気仙町字川口 14-3 ○   

46 長部 小泉様宅 気仙町字二日市 111 ○   

47 長部 小泉様宅脇道路 気仙町字上長部 25 ○   

48 長部 観音堂（上長部地区） 気仙町字上長部 157-1 ○   

49 長部 二日市公民館 気仙町字丑沢 17 ○   

50 長部 
長部地区コミュニティセンター

（漁村センター） 
気仙町字牧田 17 ○   

51 長部 旧気仙小学校 気仙町字牧田 17 ○ ○ ○ 

52 長部 上長部団地公園 気仙町字上長部 66-4 ○   

53 長部 福伏公民館 気仙町字福伏 130-5 ○   

54 長部 市営住宅水上団地集会室 気仙町字水上 57-3 ○ ○ ○ 

55 長部 国道 45号上要谷地区空地 
気仙町字要谷 98-1 及び

98-8 
○   

56 長部 月山団地公園 気仙町字月山 7-14 ○   

57 長部 長圓寺駐車場 気仙町字丑沢 135-1 ○   

58 長部 湊地区公民館 気仙町字月山 7-65 ○   

59 高田 スポーツドーム 高田町字山苗代 37-12 ○   

60 高田 松原苑 高田町字中田 69-2 ○   

61 高田 典人会グループホーム氷上山 高田町字大隅 8-6 ○   

62 高田 社会福祉法人高寿園 高田町字東和野 67 ○   

63 高田 小泉公民館 高田町字山苗代 49-3 ○   

64 高田 鳴石公園 高田町字鳴石 51-57 ○   

65 高田 和野会館 高田町字西和野 155-2 ○   

66 高田 希望ヶ丘病院 高田町字大隅 8-6 ○   

67 高田 光照寺 高田町字寒風 60 ○   

68 高田 市斎苑駐車場 高田町字長砂 78-4 ○   

69 高田 氷上神社 高田町字西和野 83 ○   
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番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害 

70 高田 鳴石公園 高田町字鳴石 51-57 ○   

71 高田 和野会館 高田町字西和野 155-2 ○   

72 高田 希望ヶ丘病院 高田町字大隅 8-6 ○   

73 高田 光照寺 高田町字寒風 60 ○   

74 高田 市斎苑駐車場 高田町字長砂 78-4 ○   

75 高田 氷上神社 高田町字西和野 83 ○   

76 高田 ひかみの園 高田町字大隅 8-8 ○   

77 高田 鳴石が丘会館 高田町字鳴石 51-59 ○   

78 高田 高田第一中学校 高田町字鳴石 5-1 ○ ○ ○ 

79 高田 県立高田高等学校第二体育館 高田町字長砂 78-12 ○ ○ ○ 

80 高田 
高田地区コミュニティセンター

（陸前高田市コミュニティホール） 
高田町字栃ヶ沢 210-3 ○ ○ ○ 

81 高田 本丸公園 高田町字本丸 27-4外 ○   

82 高田 高田小学校 高田町字太田 510 ○ ○ ○ 

83 高田 陸前高田市総合交流センター 高田町字太田 5 ○   

84 米崎 吉田様宅前 米崎町字沼田 124 ○   

85 米崎 松峯公民館 米崎町字松峰 59-58 ○   

86 米崎 松峰神社前 米崎町字松峰 5-2 ○   

87 米崎 堂の前中央会館 米崎町字和方 42-1 ○   

88 米崎 熊谷様宅 米崎町字川内 126 ○   

89 米崎 八幡宮境内 米崎町字野沢 28-2 ○   

90 米崎 雷神宮境内 米崎町字西の沢 95-3 ○   

91 米崎 普門寺 米崎町字地竹沢 181 ○   

92 米崎 神田公民館 米崎町字神田 47-6 ○   

93 米崎 中陣地区高台 米崎町字川西 86-1 ○   

94 米崎 ＪＡ東部農業センター 米崎町字樋の口 34 ○   

95 米崎 田中ため池付近 米崎町字和方 128 ○   

96 米崎 久野地区高台 米崎町字堂の前 138-1 ○   

97 米崎 和野自治会館 米崎町字西風道 60-1 ○   

98 米崎 米崎保育園下駐車場 米崎町字川内 140-1 ○   

99 米崎 金野様宅裏 米崎町字館 111 ○   

100 米崎 和方自治会館 米崎町字和方 94-1 ○   

101 米崎 上浜田構造改善センター 米崎町字川内 101-3 ○   

102 米崎 米崎小学校 米崎町字川内 1 ○ ○ ○ 

103 米崎 
米崎地区コミュニティセンター

（自然環境活用センター） 
米崎町字川向 14-1 ○   

104 米崎 旧高田東中学校 米崎町字神田 113-10 ○ ○ ○ 

105 米崎 高田東中学校 米崎町字和方 130-1 ○ ○ ○ 

106 米崎 地竹沢自治会館 米崎町字地竹沢 207-10 ○   

 

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害 

107 米崎 糠塚沢公民館 米崎町字糠塚沢 59-2 ○   

108 米崎 脇の沢住宅団地（南側） 米崎町字館 109-16 ○   

109 米崎 脇の沢住宅団地（北側） 米崎町字脇の沢 44-13 ○   

110 米崎 脇の沢団地自治会館 米崎町字館 109-29 ○ ○ ○ 

111 小友 オートキャンプ場モビリア 小友町字獺沢 155-78 ○ ○ ○ 

112 小友 松山会館 小友町字西の坊 60-1 ○   

113 小友 西之坊会館 小友町字中西 95-1 ○   

114 小友 大和田様宅前付近 小友町字谷地前 95-27 ○   

115 小友 山口様宅前付近 小友町字谷地館 95-10 ○   

116 小友 戸羽様宅付近 小友町字谷地前 95 ○   

117 小友 山の神神社 小友町字茂里花 24-2 ○   

118 小友 獺沢会館 小友町字獺沢 68-4 ○   

119 小友 金浜地区高台 小友町字金浜 35-3 ○   

120 小友 三日市地区高台 小友町字三日市 24-1 ○   

121 小友 矢の浦公民館 小友町字獺沢 2 ○   

122 小友 小ヶ口公民館 小友町字小ヶ口 74 ○   

123 小友 石川様宅前 小友町字小ヶ口前 7-2 ○   

124 小友 高橋様宅庭 小友町字小ヶ口 2-5 ○   

125 小友 黄川田様宅庭 小友町字上新田 29 ○   

126 小友 衣地山袖 小友町字上新田 3 ○   

127 小友 岩井沢公民館 小友町字茗荷 108-1 ○ ○ ○ 

128 小友 正徳寺 小友町字両替 69 ○   

129 小友 上の坊公民館 小友町字上の坊 9-2 ○   

130 小友 小松様宅東 小友町字西下 63-3 ○   

131 小友 門前会館 小友町字門前 44 ○ ○ ○ 

132 小友 柳沢会館 小友町字柳沢 84 ○   

133 小友 新田公民館 小友町字上新田 3-2 ○   

134 小友 只出住宅団地 小友町字谷地館 93-1 ○   

135 小友 只出地区高台 小友町字唯出 103-2 ○   

136 小友 森崎町内会館 小友町字茂里花 36-8 ○   

137 小友 小友地区コミュニティセンター 小友町字柳沢 25-1 ○ ○ ○ 

138 小友 只出自治会館 小友町字谷地館 91-13 ○ ○ ○ 

139 広田 広田地区コミュニティセンター 広田町字前花貝 222-1 ○ ○ ○ 

140 広田 大陽公民館 広田町字大陽 180-1 ○   

141 広田 中沢浜公民館 広田町字中沢 199 ○   

142 広田 堂の前公民館 広田町字赤坂角地 219-3 ○   

143 広田 大久保公民館 広田町字大久保 65-1 ○   

144 広田 黒崎公民館 広田町字黒崎 205-3 ○   

145 広田 喜多公民館 広田町字山田 52-9 ○   

 

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害 

70 高田 ひかみの園 高田町字大隅 8-8 ○   

71 高田 鳴石が丘会館 高田町字鳴石 51-59 ○   

72 高田 高田第一中学校 高田町字鳴石 5-1 ○ ○ ○ 

73 高田 県立高田高等学校第二体育館 高田町字長砂 78-12 ○ ○ ○ 

74 高田 
高田地区コミュニティセンター

（陸前高田市コミュニティホール） 
高田町字栃ヶ沢 210-3 ○ ○ ○ 

75 高田 本丸公園 高田町字本丸 27-4外 ○   

76 高田 高田小学校 高田町字太田 510 ○ ○ ○ 

77 高田 陸前高田市総合交流センター 高田町字太田 5 ○   

78 高田 市営住宅下和野団地集会所 高田町字下和野 104-1  ○ ○ 

79 米崎 吉田様宅前 米崎町字沼田 124 ○   

80 米崎 松峯公民館 米崎町字松峰 59-58 ○   

81 米崎 松峰神社前 米崎町字松峰 5-2 ○   

82 米崎 堂の前中央会館 米崎町字和方 42-1 ○   

83 米崎 熊谷様宅 米崎町字川内 126 ○   

84 米崎 八幡宮境内 米崎町字野沢 28-2 ○   

85 米崎 雷神宮境内 米崎町字西の沢 95-3 ○   

86 米崎 普門寺 米崎町字地竹沢 181 ○   

87 米崎 神田公民館 米崎町字神田 47-6 ○   

88 米崎 中陣地区高台 米崎町字川西 86-1 ○   

89 米崎 ＪＡ東部農業センター 米崎町字樋の口 34 ○   

90 米崎 田中ため池付近 米崎町字和方 128 ○   

91 米崎 久野地区高台 米崎町字堂の前 138-1 ○   

92 米崎 和野自治会館 米崎町字西風道 60-1 ○   

93 米崎 米崎保育園下駐車場 米崎町字川内 140-1 ○   

94 米崎 和方自治会館 米崎町字和方 94-1 ○   

95 米崎 上浜田構造改善センター 米崎町字川内 101-3 ○   

96 米崎 米崎小学校 米崎町字川内 1  ○ ○ 

97 米崎 
米崎地区コミュニティセンター

（自然環境活用センター） 
米崎町字川向 14-1 ○   

98 米崎 旧高田東中学校 米崎町字神田 113-10 ○ ○ ○ 

99 米崎 高田東中学校 米崎町字和方 130-1 ○ ○ ○ 

100 米崎 地竹沢自治会館 米崎町字地竹沢 207-10 ○   

101 米崎 糠塚沢公民館 米崎町字糠塚沢 59-2 ○   

102 米崎 脇の沢住宅団地（南側） 米崎町字館 109-16 ○   

103 米崎 脇の沢住宅団地（北側） 米崎町字脇の沢 44-13 ○   

104 米崎 脇の沢団地自治会館 米崎町字館 109-29 ○ ○ ○ 

105 小友 オートキャンプ場モビリア 小友町字獺沢 155-78 ○ ○ ○ 

106 小友 松山会館 小友町字西の坊 60-1 ○   

 

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害 

107 小友 西之坊会館 小友町字中西 95-1 ○   

108 小友 大和田様宅前付近 小友町字谷地前 95-27 ○   

109 小友 山口様宅前付近 小友町字谷地館 95-10 ○   

110 小友 山の神神社 小友町字茂里花 24-2 ○   

111 小友 獺沢会館 小友町字獺沢 68-4 ○   

112 小友 金浜地区高台 小友町字金浜 35-3 ○   

113 小友 三日市地区高台 小友町字三日市 24-1 ○   

114 小友 矢の浦公民館 小友町字獺沢 2 ○ ○ ○ 

115 小友 小ヶ口公民館 小友町字小ヶ口 74 ○   

116 小友 石川様宅前 小友町字小ヶ口前 7-2 ○   

117 小友 高橋様宅庭 小友町字小ヶ口 2-5 ○   

118 小友 黄川田様宅庭 小友町字上新田 29 ○   

119 小友 岩井沢公民館 小友町字茗荷 108-1 ○ ○ ○ 

120 小友 正徳寺 小友町字両替 69 ○   

121 小友 上の坊公民館 小友町字上の坊 9-2 ○   

122 小友 小松様宅東 小友町字西下 63-3 ○   

123 小友 門前会館 小友町字門前 44  ○ ○ 

124 小友 柳沢会館 小友町字柳沢 84 ○   

125 小友 新田公民館 小友町字上新田 3-2 ○   

126 小友 森崎町内会館 小友町字茂里花 36-8 ○   

127 小友 小友地区コミュニティセンター 小友町字柳沢 25-1 ○ ○ ○ 

128 小友 只出自治会館 小友町字谷地館 91-13 ○ ○ ○ 

129 小友 谷地地区高台 小友町字寺長根 30-4 ○   

130 小友 両替公民館 小友町字茗荷 46-13 ○   

131 小友 小友分団第一部屯所 小友町字茗荷 94-1 ○   

132 広田 広田地区コミュニティセンター 広田町字前花貝 222-1  ○ ○ 

133 広田 大陽公民館 広田町字大陽 180-1 ○   

134 広田 堂の前公民館 広田町字赤坂角地 219-3 ○   

135 広田 大久保公民館 広田町字大久保 65-1 ○   

136 広田 黒崎公民館 広田町字黒崎 205-3 ○   

137 広田 喜多公民館 広田町字山田 52-9 ○   

138 広田 六ヶ浦公民館 広田町字六ヶ浦 163-3 ○   

139 広田 平畑公民館 広田町字平畑 442 ○   

140 広田 六ヶ浦地区（西）高台 広田町字六ヶ浦 418-1 ○   

141 広田 六ヶ浦地区（東）高台 広田町字六ヶ浦 194-1 ○   

142 広田 大祝地区高台 広田町字大祝 65-2 ○   

143 広田 山田地区高台 広田町字山田 47-3 ○   

144 広田 長洞地区高台公園 広田町字長洞 84-2、84-9 ○   

145 広田 後浜地区高台 広田町字後浜 60-5 ○   

 



資料編 

- 88 - 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 

 

 

 

102 

 

指定避難所        （令和 4年 1月 15日現在） 

 

 

資料 4-3 福祉避難所一覧表 

（令和 2年 1月 31日現在） 

[略] 

 

資料 4-4 要配慮者利用施設における避難確保計画作

成等対象施設一覧表 

             （令和 2年 10月 1日現在） 

[略] 

 

指定避難所        （令和 4年 8月 8日現在） 

 

資料 4-3 指定福祉避難所一覧表 

（令和 4年 9月 12日現在） 

[略] 

 

資料 4-4 要配慮者利用施設における避難確保計画作

成等対象施設一覧表 

              （令和 4年 4月 1日現在） 

[略] 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 

 

 

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害 

146 広田 六ヶ浦公民館 広田町字六ヶ浦 163-3 ○   

147 広田 平畑公民館 広田町字平畑 442 ○   

148 広田 六ヶ浦地区（西）高台 広田町字六ヶ浦 418-1 ○   

149 広田 清水様宅 広田町字六ヶ浦 108-18 ○   

150 広田 六ヶ浦地区（東）高台 広田町字六ヶ浦 194-1 ○   

151 広田 大祝地区高台 広田町字大祝 65-2 ○   

152 広田 山田地区高台 広田町字山田 47-3 ○   

153 広田 長洞地区高台公園 広田町字長洞 84-2、84-9 ○   

154 広田 後浜地区高台 広田町字後浜 60-5 ○   

155 広田 田端公民館 広田町字田端 43-2 ○   

156 広田 久保公民館 広田町字久保 71-10 ○   

157 広田 岩倉公民館 広田町字岩倉 120-1 ○   

158 広田 天ヶ森公民館 広田町字中沢 19-3 ○   

159 広田 山田公民館 広田町字山田 52-8 ○   

160 広田 広田小学校 広田町字大久保 9 ○ ○ ○ 

161 広田 小袖公民館 広田町字袖野 74-3 ○   

162 広田 小屋敷公民館 広田町字小屋敷 42-3 ○   

163 広田 長洞公民館 広田町字小長洞 40-3 ○   

164 広田 中沢浜貝塚歴史防災公園 広田町字中沢 183 ○   

165 広田 集公民館 広田町字集 210-1 ○ ○ ○ 

 

番号 地区名 施 設 名 住   所 

1 生出 清水公民館 矢作町字沖 5-1 

2 矢作 
矢作地区コミュニティセンター 

（矢作多目的研修センター） 
矢作町字鍋谷 6-2 

3 下矢作 矢作小学校 矢作町字神明前 55-1 

4 下矢作 
下矢作地区コミュニティセンター 

（下矢作多目的研修センター） 
矢作町字諏訪 44 

5 横田 横田小学校 横田町字久連坪 17-1 

6 横田 
横田地区コミュニティセンター 

（横田基幹集落センター） 
横田町字黄金山 43-1 

7 竹駒 
竹駒地区コミュニティセンター 

（定住促進センター） 
竹駒町字館 44 

8 竹駒 竹駒小学校 竹駒町字仲の沢 181 

9 竹駒 壺の沢公民館 竹駒町字上壺 7-7 

10 長部 
長部地区コミュニティセンター 

（漁村センター） 
気仙町字牧田 17 

11 長部 旧気仙小学校 気仙町字牧田 17 

12 今泉 今泉地区コミュニティセンター 気仙町字愛宕下 303 

13 今泉 気仙小学校 気仙町字愛宕下 313 

14 高田 高田第一中学校 高田町字鳴石 5-1 

15 高田 県立高田高等学校第二体育館 高田町字長砂 78-12 

16 高田 
高田地区コミュニティセンター 

（コミュニティホール） 
高田町字栃ヶ沢 210-3 

17 高田 高田小学校 高田町字太田 510 

18 米崎 
米崎地区コミュニティセンター 

（自然環境活用センター） 
米崎町字川向 14-1 

19 米崎 旧高田東中学校 米崎町字神田 113-10 

20 米崎 米崎小学校 米崎町字川内 1 

21 米崎 高田東中学校 米崎町字和方 130-1 

22 小友 オートキャンプ場モビリア 小友町字獺沢 155-78 

23 小友 小友地区コミュニティセンター 小友町字柳沢 25-1 

24 広田 広田小学校 広田町字大久保 9 

25 広田 広田地区コミュニティセンター 広田町字前花貝 222-1 

 

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害 

146 広田 久保公民館 広田町字久保 71-10 ○   

147 広田 岩倉公民館 広田町字岩倉 120-1 ○   

148 広田 山田公民館 広田町字山田 52-8 ○   

149 広田 広田小学校 広田町字大久保 9  ○ ○ 

150 広田 小袖公民館 広田町字袖野 74-3 ○   

151 広田 小屋敷公民館 広田町字小屋敷 42-3 ○   

152 広田 長洞公民館 広田町字小長洞 40-3 ○ ○ ○ 

153 広田 中沢浜貝塚歴史防災公園 広田町字中沢 183 ○   

154 広田 集公民館 広田町字集 210-1 ○ ○ ○ 

155 広田 広田保育園 広田町字大久保 25 ○ ○ ○ 

156 広田 市営住宅大野団地集会所 広田町字前花貝 47-6 ○ ○ ○ 

157 広田 
岩手県立野外活動センター体育

館 
広田町字大久保 124-1 ○ ○ ○ 

158 広田 大野公民館 広田町字前花貝 73-1 ○   

159 広田 六ヶ浦住宅団地 広田町字六ヶ浦 127-9 ○   

160 広田 泊第三（後浜）住宅団地 広田町字後浜 36-20 ○   

161 広田 泊地区高台公園 広田町字中沢 11-1 ○   

162 広田 田谷地区公民館 広田町字天王前 35-2 ○   

163 広田 市道高見線羽根穴交差点付近 広田町字羽根穴 1-41 ○   

164 広田 中沢浜公民館倉庫前 広田町字中沢 207-3 ○   

 

番号 地区名 施 設 名 住   所 

1 生出 清水公民館 矢作町字沖 5-1 

2 矢作 
矢作地区コミュニティセンター 

（矢作多目的研修センター） 
矢作町字鍋谷 6-2 

3 下矢作 矢作小学校 矢作町字神明前 55-1 

4 下矢作 
下矢作地区コミュニティセンター 

（下矢作多目的研修センター） 
矢作町字諏訪 44 

5 横田 横田小学校 横田町字久連坪 17-1 

6 横田 
横田地区コミュニティセンター 

（横田基幹集落センター） 
横田町字黄金山 43-1 

7 竹駒 
竹駒地区コミュニティセンター 

（定住促進センター） 
竹駒町字館 44 

8 竹駒 竹駒小学校 竹駒町字仲の沢 181 

9 竹駒 壺の沢公民館 竹駒町字上壺 7-7 

10 長部 
長部地区コミュニティセンター 

（漁村センター） 
気仙町字牧田 17 

11 長部 旧気仙小学校 気仙町字牧田 17 

12 今泉 今泉地区コミュニティセンター 気仙町字愛宕下 303 

13 今泉 気仙小学校 気仙町字愛宕下 313 

14 高田 高田第一中学校 高田町字鳴石 5-1 

15 高田 県立高田高等学校第二体育館 高田町字長砂 78-12 

16 高田 
高田地区コミュニティセンター 

（コミュニティホール） 
高田町字栃ヶ沢 210-3 

17 高田 高田小学校 高田町字太田 510 

18 米崎 
米崎地区コミュニティセンター 

（自然環境活用センター） 
米崎町字川向 14-1 

19 米崎 旧高田東中学校 米崎町字神田 113-10 

20 米崎 米崎小学校 米崎町字川内 1 

21 米崎 高田東中学校 米崎町字和方 130-1 

22 小友 オートキャンプ場モビリア 小友町字獺沢 155-78 

23 小友 小友地区コミュニティセンター 小友町字柳沢 25-1 

24 広田 広田小学校 広田町字大久保 9 

25 広田 広田地区コミュニティセンター 広田町字前花貝 222-1 

26 広田 岩手県立野外活動センター体育館 広田町字大久保 124-1 
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資料５ 主な副食物調達先一覧表 

頁 変  更  前 変  更  後 

104 資料 5-2 主な副食物調達先一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 5-2 主な副食物調達先一覧表 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 

 

 

番号 名     称 所  在  地 電 話 

1 川の駅よこた 横田町字砂子田 169 59-2918 

2 産直センター りぷる 竹駒町字十日市場 291-2 53-2145 

3 薬王堂 高田滝の里店 竹駒町字滝の里 1 55-5299 

4 ツルハドラッグ 高田北店 竹駒町字滝の里 15-1 53-2268 

5 ローソン 高田竹駒店 竹駒町字滝の里 2-5 54-4005 

6 ファミリーマート 高田竹駒十日市場店 竹駒町字十日市場 243-1 55-2580 

7 セブンイレブン 陸前高田竹駒町店 竹駒町字大畑 20-1 55-7011 

8 採れたてランド高田松原 気仙町字中堰 297-2 54-2080 

9 セブンイレブン 陸前高田市役所前店 高田町字栃ヶ沢 206-1 53-1707 

10 ローソン 陸前高田大隅店 高田町字大隅 92-1 53-1577 

11 橋勝商店 高田町字鳴石 51-132 54-3883 

12 ナインマート ※㈱中田商事 高田町字山苗代 48-1 54-4100 

13 マイヤ 高田店 高田町字館の沖 10 55-5161 

14 ツルハドラッグ 高田中央店 高田町字館の沖 1-4 55-5268 

15 セブンイレブン陸前高田馬場前店 高田町字馬場前 30 55-5100 

16 産直はまなす 陸前高田 米崎町字川向 146-1 47-4270 

17 マイヤ アップルロード店 米崎町字道の上 67-1 47-3911 

18 ツルハドラッグ 高田アップルロード店 米崎町字西風道 241-1 55-6268 

19 ファミリーマート 高田米崎店 米崎町字西風道 226-1 55-2866 

20 イオンスーパーセンター 陸前高田店 米崎町字川崎 226 53-1580 

21 薬王堂 高田米崎店 米崎町字松峰 58-2 53-1599 

22 ファミリーマート 高田米崎沼田店 米崎町字沼田 87-1 54-4051 

23 セブンイレブン 陸前高田アップルロード店 小友町字小崎下 29-10 57-1077 

24 スーパー マルミヤ 小友町字上新田 15-5 56-2874 

25 岸屋商店 広田町字中沢 40-1 56-3635 

26 Ｙショップ 高田広田店 広田町字前花貝 2 47-5239 

 

番号 名     称 所  在  地 電 話 

1 川の駅よこた 横田町字砂子田 169 59-2918 

2 産直センター りぷる 竹駒町字十日市場 291-2 53-2145 

3 薬王堂 高田滝の里店 竹駒町字滝の里 1 55-5299 

4 ツルハドラッグ 高田北店 竹駒町字滝の里 15-1 53-2268 

5 ローソン 高田竹駒店 竹駒町字滝の里 2-5 54-4005 

6 ファミリーマート 高田竹駒十日市場店 竹駒町字十日市場 243-1 55-2580 

7 セブンイレブン 陸前高田竹駒町店 竹駒町字滝の里 15-3 55-7011 

8 採れたてランド高田松原 気仙町字中堰 297-2 54-2080 

9 セブンイレブン 陸前高田高田高校前店 高田町字長砂 204-1 53-1707 

10 ローソン 陸前高田大隅店 高田町字大隅 92-1 53-1577 

11 橋勝商店 高田町字鳴石 51-132 54-3883 

12 ナインマート ※㈱中田商事 高田町字山苗代 48-1 54-4100 

13 マイヤ 高田店 高田町字館の沖 10 55-5161 

14 ツルハドラッグ 高田中央店 高田町字館の沖 1-4 55-5268 

15 セブンイレブン陸前高田馬場前店 高田町字馬場前 30 55-5100 

16 産直はまなす 陸前高田 米崎町字川向 146-1 47-4270 

17 マイヤ アップルロード店 米崎町字道の上 67-1 47-3911 

18 ツルハドラッグ 高田アップルロード店 米崎町字西風道 241-1 55-6268 

19 ファミリーマート 高田米崎店 米崎町字西風道 226-1 55-2866 

20 イオンスーパーセンター 陸前高田店 米崎町字川崎 226 53-1580 

21 薬王堂 高田米崎店 米崎町字松峰 58-2 53-1599 

22 ファミリーマート 高田米崎沼田店 米崎町字沼田 87-1 54-4051 

23 セブンイレブン 陸前高田アップルロード店 小友町字小崎下 29-10 57-1077 

24 スーパー マルミヤ 小友町字上新田 15-5 56-2874 

25 岸屋商店 広田町字中沢 40-1 56-3635 

26 Ｙショップ 高田広田店 広田町字前花貝 2 47-5239 
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資料６ 機材 

頁 変  更  前 変  更  後 
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資料 6-2 緊急通行車両一覧表 

(令和 2年 11月 1日現在) 

 

資料 6-7 飛行場外離着陸場一覧表 

(1) [略] 

(2) 緊急離着陸場 

 

 

 

資料 6-2 緊急通行車両一覧表 

(令和 5年 1月 31日現在) 

 

資料 6-7 飛行場外離着陸場一覧表  

(1) [略] 

(2) 緊急離着陸場 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 

 

 

  公用車名 車番 用途 燃料区分 所管部課等 駐車場所 

1 プリウス 1 岩手 300 み 4652 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

2 プリウス 4 岩手 300 や 9127 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

3 プリウス 6 岩手 300 や 9126 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

4 エスティマ 1（ＨＶ） 岩手 300 や 7038 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

5 エスティマ 2 岩手 300 や 8733 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

6 フォレスター 岩手 300 る 219 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

7 ハイエース 岩手 300 ゆ 2936 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

8 デリカ 岩手 300 や 9634 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

9 ストリーム 岩手 501 ふ 9951 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

10 エクストレイル 岩手 301 そ 2469 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

11 軽トラ 10 岩手 480 こ 1283 貨物 ガソリン 財政課 市役所 

12 軽トラ 11 岩手 480 こ 1284 貨物 ガソリン 財政課 市役所 

13 軽トラ 12 岩手 480 こ 1285 貨物 ガソリン 財政課 市役所 

14 マイクロバス 1 岩手 200 さ 1634 乗合 ガソリン 財政課 市役所 

15 マイクロバス 2 岩手 200 さ 1687 乗合 軽油 財政課 市役所 

16 ダイハツバン 岩手 480 け 4591 貨物 ガソリン 保健福祉課 市役所 

17 保健指導車 岩手 483 い 1201 貨物 ガソリン 保健福祉課 市役所 

18 ｅｋワゴン 岩手 50 や 2390 乗用 ガソリン 保健福祉課 市役所 

19 プリウス 2 岩手 500 と 5620 乗用 ガソリン 保健福祉課 
包括支援セ

ンター 

20 スズキバン 岩手 480 き 5963 貨物 ガソリン 保健福祉課 
包括支援セ

ンター 

21 ミライース 岩手 581 い 6780 乗用 ガソリン 保健福祉課 
包括支援セ

ンター 

22 患者輸送車 岩手 300 る 4813 乗用 ガソリン 二又診療所 二又診療所 

23 往診・訪問診療車 岩手 581 あ 6954 乗用 ガソリン 二又診療所 二又診療所 

24 往診・訪問診療車 岩手 580 や 747 乗用 ガソリン 広田診療所 広田診療所 

25 軽トラ 13  岩手 480 こ 1286 貨物 ガソリン まちづくり推進課 市役所 

26 スイフト 岩手 502 さ 7498 乗用 ガソリン まちづくり推進課 市役所 

27 軽ワゴン 10（サンバー） 岩手 480 さ 1804 貨物 ガソリン まちづくり推進課 市民文化会館 

28 ダンプ 2 岩手 100 す 1915 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター 

29 キャブオーバ 岩手 100 さ 5209 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター 

30 塵芥車 1 岩手 800 す 9746 特種 軽油 まちづくり推進課 清掃センター 

31 塵芥車 2 岩手 800 す 2954 特種 軽油 まちづくり推進課 清掃センター 

32 フォークリフト 陸前高田市 ひ 347 
小 型

特殊 
軽油 まちづくり推進課 清掃センター 

33 ダンプ 3 岩手 100 せ 8995 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター 

 

離着陸場名 地名・地番 

座標 
長さ×

幅（ｍ） 

津波によ

る浸水予

想 

世界測地系 

WGS84 

二又復興交流センター 
陸前高田市 

矢作町字愛宕下11-1 

N  39°01′56″ 

E 141°31′50″ 

65 

65 
- 

横田小学校 
陸前高田市 

横田町字久連坪17-1 

N  39°04′46″ 

E 141°34′49″ 

105 

75 
- 

陸前高田市 

コミュニティホール 

陸前高田市 

高田町字栃ヶ沢210-3 

N  39°01′38″ 

E 141°37′27″ 

21 

17 
- 

総合交流センター 
陸前高田市 

高田町字太田5 

N  39°00′59″ 

E 141°38′28″ 

100 

100 
- 

高田東中学校 
陸前高田市 

米崎町字和方130-1 

N  39°00′26″ 

E 141°40′41″ 

100 

100 
- 

小友小学校 
陸前高田市 

小友町字宮崎3-2 

N  39°59′46″ 

E 141°41′48″ 

110 

64 
有 

小友グラウンド 
陸前高田市 

小友町字柳沢48-2 

N  39°59′46″ 

E 141°41′56″ 

100 

95 
有 

広田小学校 
陸前高田市 

広田町字大久保9 

N  38°57′52″ 

E 141°41′43″ 

105 

70 
- 

 

  公用車名 車番 用途 燃料区分 所管部課等 駐車場所 

1 プリウス 1 岩手 300 み 4652 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

2 プリウス 4 岩手 300 や 9127 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

3 プリウス 6 岩手 300 や 9126 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

4 エスティマ 1（ＨＶ） 岩手 300 や 7038 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

5 エスティマ 2 岩手 300 や 8733 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

6 フォレスター 岩手 300 る 219 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

7 ハイエース 岩手 300 ゆ 2936 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

8 デリカ 岩手 300 や 9634 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

9 ストリーム 岩手 501 ふ 9951 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

10 エクストレイル 岩手 301 そ 2469 乗用 ガソリン 財政課 市役所 

11 軽トラ 10 岩手 480 こ 1283 貨物 ガソリン 財政課 市役所 

12 軽トラ 11 岩手 480 こ 1284 貨物 ガソリン 財政課 市役所 

13 軽トラ 12 岩手 480 こ 1285 貨物 ガソリン 財政課 市役所 

14 マイクロバス 1 岩手 200 さ 1634 乗合 ガソリン 財政課 市役所 

15 マイクロバス 2 岩手 200 さ 1687 乗合 軽油 財政課 市役所 

16 ダイハツバン 岩手 480 け 4591 貨物 ガソリン 保健福祉課 市役所 

17 保健指導車 岩手 483 い 1201 貨物 ガソリン 保健福祉課 市役所 

18 ｅｋワゴン 岩手 50 や 2390 乗用 ガソリン 保健福祉課 市役所 

19 プリウス 2 岩手 500 と 5620 乗用 ガソリン 保健福祉課 
包括支援セ

ンター 

20 スズキバン 岩手 480 き 5963 貨物 ガソリン 保健福祉課 
包括支援セ

ンター 

21 ミライース 岩手 581 い 6780 乗用 ガソリン 保健福祉課 
包括支援セ

ンター 

22 患者輸送車 岩手 300 る 4813 乗用 ガソリン 二又診療所 二又診療所 

23 往診・訪問診療車 岩手 581 あ 6954 乗用 ガソリン 二又診療所 二又診療所 

24 往診・訪問診療車 岩手 580 や 747 乗用 ガソリン 広田診療所 広田診療所 

25 軽トラ 13  岩手 480 こ 1286 貨物 ガソリン まちづくり推進課 市役所 

26 スイフト 岩手 502 さ 7498 乗用 ガソリン まちづくり推進課 市役所 

27 軽ワゴン 13（エブリィ） 岩手 480 す 5296 貨物 ガソリン まちづくり推進課 市役所 

28 ダンプ 2 岩手 100 す 1915 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター 

29 キャブオーバ 岩手 100 そ 528 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター 

30 塵芥車 1 岩手 800 す 9746 特種 軽油 まちづくり推進課 清掃センター 

31 塵芥車 2 岩手 800 せ 1943 特種 軽油 まちづくり推進課 清掃センター 

32 フォークリフト 陸前高田市 ひ 347 
小 型

特殊 
軽油 まちづくり推進課 清掃センター 

33 ダンプ 3 岩手 100 せ 8985 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター 

 

離着陸場名 地名・地番 

座標 
長さ×

幅（ｍ） 

津波によ

る浸水予

想 

世界測地系 

WGS84 

旧矢作小学校 
陸前高田市 

矢作町字愛宕下11-1 

N  39°01′56″ 

E 141°31′50″ 

65 

65 
- 

横田小学校 
陸前高田市 

横田町字久連坪17-1 

N  39°04′46″ 

E 141°34′49″ 

105 

75 
- 

陸前高田市 

コミュニティホール 

陸前高田市 

高田町字栃ヶ沢210-3 

N  39°01′38″ 

E 141°37′27″ 

21 

17 
- 

総合交流センター 
陸前高田市 

高田町字太田5 

N  39°00′59″ 

E 141°38′28″ 

100 

100 
- 

高田東中学校 
陸前高田市 

米崎町字和方130-1 

N  39°00′26″ 

E 141°40′41″ 

100 

100 
- 

小友小学校 
陸前高田市 

小友町字宮崎3-2 

N  39°59′46″ 

E 141°41′48″ 

110 

64 
有 

小友グラウンド 
陸前高田市 

小友町字柳沢48-2 

N  39°59′46″ 

E 141°41′56″ 

100 

95 
有 

広田小学校 
陸前高田市 

広田町字大久保9 

N  38°57′52″ 

E 141°41′43″ 

105 

70 
- 
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資料９ その他応急対策 

頁 変  更  前 変  更  後 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 9-1 緊急輸送道路の指定状況 

県指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市指定 

 

資料 9-1 緊急輸送道路の指定状況 

県指定 

 

市指定 

 

 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 

 

 

路  線  名 指 定 区 間 供 用 区 間 

国道 45 号 全線 全線 

国道 340号 全線 全線 

国道 343号 全線 全線 

(主）気仙沼陸前高田線 全線 全線 

 

拠 点 施 設 名 路   線   名 

陸前高田市役所 3596相川鳴石線 

陸前高田市消防署 3596相川鳴石線、3693栃ヶ沢８号線 

大船渡警察署高田幹部交番 3596相川鳴石線、3693栃ヶ沢７号線 

県立高田病院 3943曲松中和野線、3904西和野山苗代線 

漁村センター 0224長部線 

広田地区コミュニティセンター (主要地方道大船渡広田陸前高田線） 

ふるさとセンター (主要地方道大船渡広田陸前高田線）、2180小友線 

自然環境活用センター (国道 45 号） 

矢作多目的研修センター 
0103山崎線、4172研修センター線、4173円城寺線、県道世田

米矢作線 

下矢作多目的研修センター 4179下矢作線、4085諏訪和山線 

生出多目的集会センター (県道世田米矢作線） 

定住促進センター 0114玉山線 

横田基幹集落センター 3547狩集久連坪線、3471黄金山２号線 

長部漁港 (県道長部漁港線)  

広田漁港 (主要地方道大船渡広田陸前高田線） 

滝の里工業団地 3560滝の里工業団地１号線、3561滝の里工業団地２号線 

 

路  線  名 指 定 区 間 供 用 区 間 

三陸縦貫自動車道 陸前高田長部ＩＣ～釜石南 全線 

国道 45号 全線 全線 

国道 340号 

283 号（遠野住田ＩＣ） 

～343号（廻舘交差点） 
全線 

343 号（廻舘交差点） 

～45号（高田松原西交差点） 

国道 343号 全線 全線 

(主）大船渡広田陸前高田線 
45 号（広田半島入口交差点）

～広田漁港 
全線 

市道 栃ヶ沢 7号線 
高田町字栃ヶ沢 47-14 

～高田町字栃ヶ沢 47-13 
全線 

市道 栃ヶ沢 8号線 
高田町字栃ヶ沢 47-13 

～高田町字鳴石 38-2 
全線 

市道 相川鳴石線 
340 号（竹駒町字相川 204-6） 

～高田町字鳴石 52-11 
全線 

市道 鳴石和野線 
高田町字鳴石 52-11 

～高田町字西和野 40-1 
全線 

市道 氷上線 
高田町字中和野 32 

～高田町字中和野 22 
全線 

市道 高畑相川線 
高田町字中和野 22 

～米崎町字野沢 82-1 
全線 

市道 野沢西の沢線 
米崎町字野沢 89-1 

～米崎町字野沢 12-1 
全線 

市道 神田線 
45 号（米崎町字川内 1-4） 

～米崎町字川向 1-1 
全線 

市道 湊漁港線 
長部漁港線 

～気仙町字湊 109 
全線 

 

拠 点 施 設 名 路   線   名 

陸前高田市役所 
0214鳴石和野線、3904西和野山苗代線、3943曲松中和野線 

3199学校裏線、3799駅通り線 

陸前高田市消防署 3596相川鳴石線、3693栃ヶ沢８号線 

大船渡警察署高田幹部交番 3596相川鳴石線、3693栃ヶ沢７号線 

県立高田病院 
3596相川鳴石線、3904西和野山苗代線、3911太田東和野 3号

線 

漁村センター (国道 45号)、5016要谷 6号線、0224長部線 

広田地区コミュニティセンター (主要地方道大船渡広田陸前高田線）、1339大久保前花貝線 

小友地区コミュニティセンター (主要地方道大船渡広田陸前高田線）、2180小友線 

自然環境活用センター (国道 45号） 

矢作多目的研修センター 
(国道 343 号)、4173 円城寺線、県道世田米矢作線、0103 山崎

線、4172研修センター線 

下矢作多目的研修センター (国道 343号)、4179下矢作線、4085諏訪和山線 

生出多目的集会センター (国道 343号)、(県道世田米矢作線） 

定住促進センター (国道 340号)、0114玉山線 

横田基幹集落センター (国道 340号)、3547狩集久連坪線、3471黄金山２号線 

長部漁港 (国道 45号)、(県道長部漁港線)  

広田漁港 (主要地方道大船渡広田陸前高田線） 

滝の里工業団地 
(国道 340 号)、3560 滝の里工業団地１号線、3561 滝の里工業

団地２号線 

総合交流センター 0214鳴石和野線、3904西和野山苗代線、3842長砂東和野線 
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資料 12 災害協定 

頁 変  更  前 変  更  後 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【災害時における応援協定等の一覧表】 

 

 

 

 

 

 

【災害時における応援協定等の一覧表】 

 

 

 

 

 

 

 

名  称 内   容 締結先 締結日 所管課 

1 大規模災害時におけ

る岩手県市町村相互

応援に関する協定 

・応急措置を行うに当たって必要とな

る情報の収集及び提供 

・食料、飲料水及び生活必需物資並び

にこれらの供給に必要な資機材の

提供及びあっせん 

・被災者の救出、医療、防疫、施設の

応急復旧等に必要な物資及び資機

材の提供及びあっせん 

・災害応急活動に必要な車両等の提供

及びあっせん 

・災害応急活動に必要な職員等（以下

「応援職員等」という。）の派遣 

・被災者の一時収容のための施設の提

供及びあっせん 

・前各号に掲げるもののほか、特に要

請のあった事項 

盛岡市、宮古市、

大船渡市、花巻

市、北上市、久慈

市、遠野市、一関

市、陸前高田市、

釜石市、二戸市、

八幡平市、奥州

市、滝沢市、雫石

町、葛巻町、岩手

町、紫波町、矢巾

町、西和賀町、金

ヶ崎町、平泉町、

住田町、大槌町、

山田町、岩泉町、

田野畑村、普代

村、軽米町、野田

村、九戸村、洋野

町、一戸町  

平成８年 

10月７日 

防災課 

 みやぎ・いわて県際

沿岸三市災害時相互

応援協定書 

・食料、飲料水及び生活必需物資の供

給と、その供給に必要な資機材の提

供 

・被災者の救出、医療、防疫及び施設

の応急復旧に必要な資機材の提供

並びに復旧活動に必要な職員等の

派遣 

・その他、特に要請のあった事項 

宮城県 気仙沼市  

大船渡市 

平成11年 

７月１日 

防災課 

3 岩手・宮城県際市町

村災害時相互応援に

関する協定 

・応急措置等を行うに当たって必要と

なる情報の収集及び提供 

・食糧、飲料水及び生活必需物資並び

にその供給に必要な資機材の提供 

・被災者の救出、医療、防疫及び施設

の応急措置等に必要な資機材、物資

の提供 

・災害応急活動に必要な職員等（消防

団員を含む。）の派遣 

・国民保護法に基づく国民保護のため

の措置 

・その他、特に要請のあった事項 

岩手県 一関市、

平泉町、大船渡

市、住田町、 

宮城県 気仙沼

市、南三陸町、栗

原市、登米市 

平成18年 

７月６日 

防災課 

4 災害時の相互応援に

関する協定 

・食糧、飲料水及び生活必需物資並び

にその提供に必要な資器材の提供 

・被災者の救助、医療、防疫、施設の

応急復旧等に必要な資器材及び物資

の提供 

・救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

・そのほか、特に要請があった場合、

相互に援助 

大阪府豊中市 平成27年 

８月21日 

防災課 

5 岩手県防災ヘリコプ

ター応援協定 

岩手県が所有する防災ヘリコプター

の応援 

岩手県 平成８年 

10月１日 

防災課 

名  称 内   容 締結先 締結日 所管課 

6 災害時におけるプロ

パンガス及びプロパ

ン施設の応急用資機

材の調達並びに応急

対策要員確保の要請

に関する協定書 

・プロパンガス及びプロパン施設の応

急用資機材の調達 

・応急対策要員確保の要請 

社団法人 岩手県

高圧ガス保安協

会 

平成24年 

５月25日 

防災課 

7 災害時における救助

に関する協定書 

・宿泊施設を避難場所として提供し、

宿泊、入浴及び食事の提供 

・食材の提供及び炊き出し 

・帰宅困難で徒歩帰宅する者への支援

（水道水、トイレ等の提供、地図・

ラジオ等による道路情報・避難場所

情報等の提供） 

岩手県生活衛生

同業組合中央会 

気仙地区生活衛

生同業組合連絡

協議会 

平成25年 

１月16日 

防災課 

8 災害時における緊急

物資輸送及び緊急物

資拠点の運営等に関

する協定 

・市が管理する防災備蓄品・支援物資

の避難所への配送 

・支援物資拠点の運営等 

ヤマト運輸株式

会社岩手主管支

店 

平成25年 

９月９日 

防災課 

9 陸前高田市と国立大

学法人東北大学災害

科学国際研究所との

連携と協力に関する

協定 

・施策推進や地域課題の解決に係る人

的資源、知的資源の活用に関するこ

と 

・研究の深化に関わる人的資源、知的

資源の活用に関すること 

・その他前条の目的を達成するため、

協議して必要と認める事項 

国立大学法人東

北大学災害科学

国際研究所 

平成26年 

２月７日 

防災課 

10 災害時の緊急放送の

協力に関する協定 

大規模な災害等が発生し、又は発生す

る恐れがある場合の情報伝達 

株式会社エフエ

ム岩手 

平成25年 

２月14日 

消防本部 

11 災害時における物資

供給に関する協定 

・災害が発生する、または、発生する

おそれがある場合における物資供

給 

NPO法人コメリ災

害対策センター 

平成29年 

６月１日 

商政課 

12 災害時における陸前

高田市郵便局・陸前

高田市間の協力に関

する覚書 

・災害救助法適用時における郵便、為

替貯金及び簡易保険の郵政事業に

係る災害特別事務取扱い及び援護

対策 

・必要に応じ、避難所に臨時に郵便差

出箱の設置 

・必要に応じ、被災市民の避難先及び

被災状況に関する情報の相互提供 

陸前高田市内郵

便局 

平成 9年 

10 月１日 

総務課 

13 災害時の医療救護活

動に関する協定書

（気仙医師会） 

・傷病者に対する応急処置 

・後送医療施設への転送の要否及び転

送順位の決定 

・助産 

・死亡の確認 

社団法人気仙医

師会  

昭和63年 

12 月１日 

保健福祉

課 

 

 

名  称 内   容 締結先 締結日 所管課 

1 大規模災害時におけ

る岩手県市町村相互

応援に関する協定 

・応急措置を行うに当たって必要とな

る情報の収集及び提供 

・食料、飲料水及び生活必需物資並び

にこれらの供給に必要な資機材の

提供及びあっせん 

・被災者の救出、医療、防疫、施設の

応急復旧等に必要な物資及び資機

材の提供及びあっせん 

・災害応急活動に必要な車両等の提供

及びあっせん 

・災害応急活動に必要な職員等（以下

「応援職員等」という。）の派遣 

・被災者の一時収容のための施設の提

供及びあっせん 

・前各号に掲げるもののほか、特に要

請のあった事項 

盛岡市、宮古市、

大船渡市、花巻

市、北上市、久慈

市、遠野市、一関

市、陸前高田市、

釜石市、二戸市、

八幡平市、奥州

市、滝沢市、雫石

町、葛巻町、岩手

町、紫波町、矢巾

町、西和賀町、金

ヶ崎町、平泉町、

住田町、大槌町、

山田町、岩泉町、

田野畑村、普代

村、軽米町、野田

村、九戸村、洋野

町、一戸町  

平成８年 

10月７日 

防災課 

 みやぎ・いわて県際

沿岸三市災害時相互

応援協定書 

・食料、飲料水及び生活必需物資の供

給と、その供給に必要な資機材の提

供 

・被災者の救出、医療、防疫及び施設

の応急復旧に必要な資機材の提供

並びに復旧活動に必要な職員等の

派遣 

・その他、特に要請のあった事項 

宮城県 気仙沼市  

大船渡市 

平成11年 

７月１日 

防災課 

3 岩手・宮城県際市町

村災害時相互応援に

関する協定 

・応急措置等を行うに当たって必要と

なる情報の収集及び提供 

・食糧、飲料水及び生活必需物資並び

にその供給に必要な資機材の提供 

・被災者の救出、医療、防疫及び施設

の応急措置等に必要な資機材、物資

の提供 

・災害応急活動に必要な職員等（消防

団員を含む。）の派遣 

・国民保護法に基づく国民保護のため

の措置 

・その他、特に要請のあった事項 

岩手県 一関市、

平泉町、大船渡

市、住田町、 

宮城県 気仙沼

市、南三陸町、栗

原市、登米市 

平成18年 

７月６日 

防災課 

4 災害時の相互応援に

関する協定 

・食糧、飲料水及び生活必需物資並び

にその提供に必要な資器材の提供 

・被災者の救助、医療、防疫、施設の

応急復旧等に必要な資器材及び物資

の提供 

・救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

・そのほか、特に要請があった場合、

相互に援助 

大阪府豊中市 平成27年 

８月21日 

防災課 

5 岩手県防災ヘリコプ

ター応援協定 

岩手県が所有する防災ヘリコプター

の応援 

岩手県 平成８年 

10月１日 

防災課 

名  称 内   容 締結先 締結日 所管課 

6 災害時におけるプロ

パンガス及びプロパ

ン施設の応急用資機

材の調達並びに応急

対策要員確保の要請

に関する協定書 

・プロパンガス及びプロパン施設の応

急用資機材の調達 

・応急対策要員確保の要請 

社団法人 岩手県

高圧ガス保安協

会 

平成24年 

５月25日 

防災課 

7 災害時における救助

に関する協定書 

・宿泊施設を避難場所として提供し、

宿泊、入浴及び食事の提供 

・食材の提供及び炊き出し 

・帰宅困難で徒歩帰宅する者への支援

（水道水、トイレ等の提供、地図・

ラジオ等による道路情報・避難場所

情報等の提供） 

岩手県生活衛生

同業組合中央会 

気仙地区生活衛

生同業組合連絡

協議会 

平成25年 

１月16日 

防災課 

8 災害時における緊急

物資輸送及び緊急物

資拠点の運営等に関

する協定 

・市が管理する防災備蓄品・支援物資

の避難所への配送 

・支援物資拠点の運営等 

ヤマト運輸株式

会社岩手主管支

店 

平成25年 

９月９日 

防災課 

9 陸前高田市と国立大

学法人東北大学災害

科学国際研究所との

連携と協力に関する

協定 

・施策推進や地域課題の解決に係る人

的資源、知的資源の活用に関するこ

と 

・研究の深化に関わる人的資源、知的

資源の活用に関すること 

・その他前条の目的を達成するため、

協議して必要と認める事項 

国立大学法人東

北大学災害科学

国際研究所 

平成26年 

２月７日 

防災課 

10 災害時の緊急放送の

協力に関する協定 

大規模な災害等が発生し、又は発生す

る恐れがある場合の情報伝達 

株式会社エフエ

ム岩手 

平成25年 

２月14日 

消防本部 

11 災害時における物資

供給に関する協定 

・災害が発生する、または、発生する

おそれがある場合における物資供

給 

NPO法人コメリ災

害対策センター 

平成29年 

６月１日 

商政課 

12 災害時における陸前

高田市郵便局・陸前

高田市間の協力に関

する覚書 

・災害救助法適用時における郵便、為

替貯金及び簡易保険の郵政事業に

係る災害特別事務取扱い及び援護

対策 

・必要に応じ、避難所に臨時に郵便差

出箱の設置 

・必要に応じ、被災市民の避難先及び

被災状況に関する情報の相互提供 

陸前高田市内郵

便局 

平成 9年 

10 月１日 

総務課 

13 災害時の医療救護活

動に関する協定書

（気仙医師会） 

・傷病者に対する応急処置 

・後送医療施設への転送の要否及び転

送順位の決定 

・助産 

・死亡の確認 

社団法人気仙医

師会  

昭和63年 

12 月１日 

保健福祉

課 
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名  称 内   容 締結先 締結日 所管課 

14 災害時における応急

対策業務に関する協

定 

・被災情報の収集及び連絡 

・障害物除去等の重機・資機材等の調

達 

・応急復旧工事の実施 

一般社団法人陸

前高田市建設業

協会 

平成28年 

９月14日 
（再協定） 

建設課 

15 災害救助用米穀に関

する協定書 

政府倉庫、政府サイロ及び農林水産省

指定倉庫に保管されている米穀、災害

対策用乾パン及び乾燥米穀の緊急引

渡し 

岩手県 平成18年 

10月 23

日 

農林課 

16 災害時における応急

物資の調達に関する

協定 

食品、飲料、日用品等の応急生活物資

の供給 

株式会社マイヤ 平成30年 

２月５日
（再協定） 

農林課 

17 災害時生活物資供給

等に関する協定 

必要な生活物資の供給 イオンスーパー

センター株式会

社 

平成26年 

７月17日 

農林課 

18 災害時における援助

物資の供給に関する

協定書 

必要な飲料の供給 みちのくコカ・コ

ーラボトリング

株式会社 

平成26年 

12 月２日 

農林課 

19 災害時における水道

施設復旧工事に関す

る協定書 

ポンプ設備の復旧工事 荏原商事株式会

社東北支店 

平成18年 

２月13日 

水道事業

所 

20 公益財団法人日本水

道協会岩手県支部 

水道施設の災害に伴

う相互応援計画要綱 

支部会員相互の災害発生時の救援活

動 

（応急給水、漏水調査、応急復旧、応

急復旧用資機材の提供、工事業者等の

斡旋等） 

日本水道協会岩

手県支部 

平成27年 

４月15日 

水道事業

所 

21 災害時における水道

施設の応急復旧等に

関する協定書 

・応急給水 

・漏水調査 

・応急復旧工事 

・応急復旧用資機材の提供 

陸前高田市管工

事業協同組合 

平成28年 

７月１日 

水道事業

所 

22 岩手県公共・大学・

専門図書館等連絡協

議会の加盟館相互の

応援について（申し

合わせ） 

岩手県公共・大学・専門図書館等連絡

協議会に加盟する図書館が、災害発生

時相互に応援する体制をつくる。 

岩手県公共・大

学・専門図書館等

連絡協議会 

平成24年 

11月 14

日 

図書館 

23 災害時の相互応援に

関する協定 

・食糧、飲料水及び生活必需物資並び

にその提供に必要な資器材の提供 

・被災者の救助、医療、防疫、施設の

応急復旧等に必要な資器材及び物

資の提供 

・救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

・そのほか、特に要請があった場合、

相互に援助 

三重県松阪市 平成30年 

３月26日 

防災課 

24 友好都市協定 友好都市として提携 愛知県名古屋市 平成26年

10月 28

日 

観光交流

課 

25 災害時における医療

救護活動に関する協

定書 

・薬剤師の派遣 

・市民に対して行う医療救護活動に対

する医薬品の供給 

・医薬品を中心とした災害支援物資の

受領、管理、仕分け及び配送 

気仙薬剤師会 平成30年

６月４日 

保健福祉

課 

 

名  称 内   容 締結先 締結日 所管課 

14 災害時における応急

対策業務に関する協

定 

・被災情報の収集及び連絡 

・障害物除去等の重機・資機材等の調

達 

・応急復旧工事の実施 

一般社団法人陸

前高田市建設業

協会 

平成28年 

９月14日 
（再協定） 

建設課 

15 災害救助用米穀に関

する協定書 

政府倉庫、政府サイロ及び農林水産省

指定倉庫に保管されている米穀、災害

対策用乾パン及び乾燥米穀の緊急引

渡し 

岩手県 平成18年 

10月 23

日 

農林課 

16 災害時における応急

物資の調達に関する

協定 

食品、飲料、日用品等の応急生活物資

の供給 

株式会社マイヤ 平成30年 

２月５日
（再協定） 

農林課 

17 災害時生活物資供給

等に関する協定 

必要な生活物資の供給 イオンスーパー

センター株式会

社 

平成26年 

７月17日 

農林課 

18 災害時における援助

物資の供給に関する

協定書 

必要な飲料の供給 みちのくコカ・コ

ーラボトリング

株式会社 

平成26年 

12 月２日 

農林課 

19 災害時における水道

施設復旧工事に関す

る協定書 

ポンプ設備の復旧工事 荏原商事株式会

社東北支店 

平成18年 

２月13日 

水道事業

所 

20 公益財団法人日本水

道協会岩手県支部 

水道施設の災害に伴

う相互応援計画要綱 

支部会員相互の災害発生時の救援活

動 

（応急給水、漏水調査、応急復旧、応

急復旧用資機材の提供、工事業者等の

斡旋等） 

日本水道協会岩

手県支部 

平成27年 

４月15日 

水道事業

所 

21 災害時における水道

施設の応急復旧等に

関する協定書 

・応急給水 

・漏水調査 

・応急復旧工事 

・応急復旧用資機材の提供 

陸前高田市管工

事業協同組合 

平成28年 

７月１日 

水道事業

所 

22 岩手県公共・大学・

専門図書館等連絡協

議会の加盟館相互の

応援について（申し

合わせ） 

岩手県公共・大学・専門図書館等連絡

協議会に加盟する図書館が、災害発生

時相互に応援する体制をつくる。 

岩手県公共・大

学・専門図書館等

連絡協議会 

平成24年 

11月 14

日 

管理課 

23 災害時の相互応援に

関する協定 

・食糧、飲料水及び生活必需物資並び

にその提供に必要な資器材の提供 

・被災者の救助、医療、防疫、施設の

応急復旧等に必要な資器材及び物

資の提供 

・救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

・そのほか、特に要請があった場合、

相互に援助 

三重県松阪市 平成30年 

３月26日 

防災課 

24 友好都市協定 友好都市として提携 愛知県名古屋市 平成26年

10月 28

日 

観光交流

課 

25 災害時における医療

救護活動に関する協

定書 

・薬剤師の派遣 

・市民に対して行う医療救護活動に対

する医薬品の供給 

・医薬品を中心とした災害支援物資の

受領、管理、仕分け及び配送 

気仙薬剤師会 平成30年

６月４日 

保健福祉

課 

 

名  称 内   容 締結先 締結日 所管課 

26 災害時における棺及

び葬祭用品の供給並

びに遺体の搬送等の

協力に関する協定 

・棺及び葬祭用品の供給並びに作業等

の役務の提供 

・遺体安置施設等の提供 

・遺体の搬送 

岩手県葬祭協同

組合 

令和元年

10月 21

日 

市民課 

27 災害時における物資

供給に関する協定書 

ポータブル充電器や防災バック等の

物資を供給 

アンカー・ジャパ

ン株式会社 

令和元年

11月 30

日 

防災課 

28 災害時における電動

車両等の支援に関す

る協定書 

電気自動車やプラグインハイブリッ

ド車等の電動車両等を貸与 

岩手三菱自動車 

販売株式会社、三

菱自動車工業株

式会社 

令和２年

２月５日 

防災課 

29 電気自動車を活用し

た持続可能なまちづ

くりに関する連携協

定書 

電気自動車普及の促進により、温室効

果ガスの削減、災害対策の強化、エネ

ルギーの地産地消等の地域課題の解

決に取り組む 

日産自動車株式 

会社、岩手日産自

動車株式会社、盛

岡日産モーター

株式会社、日産プ

リンス岩手販売

株式会社、日産チ

ェリー岩手販売

株式会社、東北株

式会社 

令和２年

７月28日 

政策推進

室 

30 陸前高田市と日本郵

便株式会社との包括

的連携に関する協定

書 

地域活性化及び住民サービスの向上

等を図る 

日本郵便株式会

社東北支社 

令和２年

12月 11

日 

政策推進

室 

31 武雄市・陸前高田市

交流連携協定書 

友好都市として提携 佐賀県武雄市 令和３年

３月22日 

政策推進

室 

32 災害時における飲料

の確保に関する協定

書 

必要な飲料の確保 株式会社ミチノ

ク 

令和３年

７月12日 

農林課 

33 陸前高田市と学校法

人安城学園との包括

的な連携協力に関す

る協定 

地域の防災・減災に関すること 学校法人安城学

園 

令和４年

12 月１日 

政策推進

室 
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資料 12-26 災害時における棺及び葬祭用品の供給並

びに遺体の搬送等の協力に関する協定 
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資料 12-27 災害時における物資供給に関する協定書 
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資料 12-28 災害時における電動車両等の支援に関す

る協定書 

 

 

 

災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

 

 陸前高田市（以下「甲」という。）、岩手三菱自動車販売株式会社（以下「乙」という。）及

び三菱自動車工業株式会社（以下「丙」という。）は、災害時における電動車両等の支援に関

し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、陸前高田市内において災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に

おいて、甲、乙及び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、

電動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平時においても電動車両の災害

の発生時における有用性を広く市民に知らしめ、甲、乙及び丙が共に理解醸成に努めるも

のとする。 

（電動車両等の範囲） 

第２条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次の各号のとおりである。 

⑴ 電気自動車 

⑵ プラグインハイブリッド車 

  ⑶ 前二号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器 

（貸与の要請） 

第３条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙が保有する電動車両等の貸与を必

要とする場合は、乙又は丙に対し電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。こ

の場合において、当該要請を受けた丙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、

乙と調整の上、当該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。 

２ 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、乙に対し、電動車両等の貸与について要請書（様

式１号）により要請するものとする。 

３ 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさな

い範囲で、乙が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。 

４ 丙は、第2項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、乙が保有

する電動車両等を貸与することが困難な場合は、電動車両等の確保に努めるものとする。 

（電動車両等の引渡し等） 

第４条 乙は、前条第２項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲

の指定する場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上で、甲が指定する者

に対して引渡しを行うものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話

等により甲に連絡し、甲に対して報告書（様式２号）を提出するものとする。 

（貸与期間） 

第５条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して１週間程度とする。

ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙丙協議の上、決定するものとする。 

（電動車両等の返却） 

第６条 乙が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲及び乙が協議

の上、決定するものとする。 

（費用負担） 

第７条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用を

いう。)については、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲、乙及び丙が協議の上、

決定するものとする。 

（補償） 

第８条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。 

⑴ 事故により、第三者に与えた物的又は人的損害については、その損害の帰責 

理由がある者が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場 

合は、甲、乙及び丙が協議の上、その賠償に当たるものとする。 

⑵ 自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。 

（保険について） 

第９条 乙は、電動車両等の貸与に当たり乙又は丙の負担により自賠責保険及び任意保険に

加入するものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連

絡し、乙又は丙の加入している保険の適用を受けるものとする。 

２ 前項に規定する保険の適用に要する費用については、乙又は丙の負担とする。ただし、

甲の故意又は重過失により保険の適用を受けるに至った場合又は適用を受けることができ

なくなった場合は、免責分も含めて甲が負担するものとする。 

（費用の支払） 

第10条 甲、乙及び丙は、第７条第１項、第８条第１号又は第９条第２項に基づく費用につ

いて支払の請求があった場合は、速やかに相手方に対してこれを支払うものとする。 

（使用上の留意事項） 

第11条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。 

⑴ 乙または丙が指示する使用の条件を遵守し、できるだけ安全な場所で使用す 

る。 

⑵ 原則として、陸前高田市内で使用する。 

⑶  故障又は何らかの原因により電動車両等を使用できなくなったときは、第13条第３項

の規定により、乙に速やかに連絡する。 

（連絡責任者） 

第12条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書（様式３号）

により相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。 

（電動車両等の情報提供） 

第13条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情

報を甲に提供するものとする。 

２ 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報

を、乙及び丙に提供するものとする。 

３ 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問

題が生じた場合には、速やかに乙に連絡し、甲、乙及び丙で対応を協議するものとする。 
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（平時の取組） 

第14条 甲、乙及び丙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く市民に知

らしめ、理解を醸成していくことに努めるものとする。 

２ 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行

う防災訓練等に参加するものとする。 

３ 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担するものとする。（協議） 

第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲、乙及び丙が協

議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協

定の有効期間満了の日の２月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも書面による異議の申

出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に１年間有効期間を延長すること

とし、以後も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙丙それぞれ署名の上、各１通を保

有するものとする。 

 

 

令和２年２月５日 

 

             甲 岩手県陸前高田市高田町字鳴石42番地５ 

               陸前高田市 

               代表者 陸前高田市長  

 

 

 

 

             乙 岩手県盛岡市南仙北一丁目24番８号 

               岩手三菱自動車販売株式会社 

               代表取締役  

 

 

 

 

             丙 東京都港区芝浦三丁目1番21号 

               三菱自動車工業株式会社 

               取締役 代表執行役CEO 加藤 隆雄 

 

 

 

 

 

(様式１号) 

年  月  日 

災害時における電動車両等の貸与要請書 

 

岩手三菱自動車販売株式会社 御中 

 

陸前高田市長         

 

災害時における電動車両等の支援に関する協定第３条第２項の規定に基づき、次の通り要請

します。 

 

担当者 

部署 

氏名 

電話番号 

FAX番号 

メールアドレス 

口頭・電話等による要請日時  年  月  日  時  分 

貸与要請理由 

 

 

 

電動車両等の種類・規格・数量 

種類 

規格 

数量 

貸与場所 住所 

貸与期間 年  月  日 ～   年  月  日 

その他必要な事項 

 

 

 

 

(写し送付先) 

三菱自動車工業株式会社 管理本部長 
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(様式２号) 

    年  月  日 

災害時における電動車両等の貸与報告書 

 

陸前高田市長 様 

 

岩手三菱自動車販売株式会社   

代表取締役           

 

災害時における電動車両等の支援に関する協定第４条第２項の規定に基づき、次の通り報告

します。 

 

担当者 

部署 

氏名 

電話番号 

FAX番号 

メールアドレス 

電動車両等の種類・規格・数量 

種類 

規格 

数量 

貸与場所 住所 

貸与期間  年  月  日 ～   年  月  日 

その他必要な事項 

 

 

 

 

(写し送付先) 

三菱自動車工業株式会社 管理本部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(様式３号) 

  年  月  日 

連絡担当部署報告書 

 

 

陸前高田市  

 

 

災害時における電動車両等の支援に関する協定第12条の規定に基づき、次の通り報告しま

す。 

 

(    年  月  日現在) 

第一順位 部署 

     氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

 

第二順位 部署 

氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

 

第三順位 部署 

氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 
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(様式３号) 

  年  月  日 

連絡担当部署報告書 

 

 

三菱自動車工業株式会社  

 

 

災害時における電動車両等の支援に関する協定第12条の規定に基づき、次の通り報告しま

す。 

 

(    年  月  日現在) 

第一順位 部署 

     氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

 

第二順位 部署 

氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

 

第三順位 部署 

氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(様式3号) 

  年  月  日 

連絡担当部署報告書 

 

 

岩手三菱自動車販売株式会社  

 

 

災害時における電動車両等の支援に関する協定第12条の規定に基づき、次の通り報告しま

す。 

 

(    年  月  日現在) 

第一順位 部署 

     氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

 

第二順位 部署 

氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

 

第三順位 部署 

氏名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 
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資料 12-29 電気自動車を活用した持続可能なまちづ

くりに関する連携協定書 
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資料 12-30 陸前高田市と日本郵便株式会社との包括

的連携に関する協定書 

 

 

別紙（第1号様式） 

 

年  月  日  

 

 

          様 

 

                      陸前高田市長  

 

 

電気自動車の貸与に関する協力依頼書 

 

 

 

    年  月  日  時頃発生の災害「           」により、貴

社の電気自動車を貸与いただき、電力供給に協力してくださるよう依頼します。 

 

 

 

１ 供給場所     住  所：                 あ 

 

 

２ 連 絡 先     担  当：                 あ 

 

電話番号：                 あ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸前高田市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書 

 

 

 陸前高田市(以下｢甲｣という。)と日本郵便株式会社(以下｢乙｣という。なお、本協

定の対象となる郵便局は｢別紙１｣のとおり。)は、以下のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、

地域活性化及び住民サービスの向上等を図ることを目的とする。 

 

(連携事項) 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項（詳細は

｢別紙２｣に定める。)について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。 

⑴ 安心・安全な暮らしの実現に関すること 

⑵ 地域経済活性化に関すること 

⑶ 未来を担う子どもの育成に関すること 

⑷ 女性の活躍推進に関すること 

⑸ その他、地方創生に関すること 

２ 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。

また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。 

 

(協定内容の変更) 

第３条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協

議の上、書面により必要な変更を行うものとする。 

 

(免責) 

第４条 乙は、連携事項等について協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれ

においても、その責任を負わないものとする。 

 

(守秘義務) 

第５条 甲及び乙は、連携事項等の具体化の検討及び第２条第２項に基づき決定した

協力内容の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承

認を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない。 

２ 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に定める秘密保

持義務を負うものとする。 
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(有効期間) 

第６条 本協定の有効期間は、締結日から２０２１年３月３１日までとする。ただし、

本協定の有効期間が満了する日の１か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申

し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から１年間本協定は更新され、

その後も同様とする。 

 

(協議) 

第７条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場

合は、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その

１通を保有する。 

 

 

２０２０年１２月１１日 

 

               甲 岩手県陸前高田市高田町字鳴石４２番地５ 

                 陸前高田市 

代表者 陸前高田市長 

 

 

 

 

 

               乙 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番３４号 

日本郵便株式会社 

東北支社長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢別紙１｣ 

 

協定対象局一覧 

局  名 住  所 電話番号 

陸前高田郵便局 岩手県陸前高田市高田町字鳴石５０－２１ 
0192-55-2880 

（総務部） 

矢作郵便局 岩手県陸前高田市矢作町字二又４２－２ 0192-58-2050 

陸前小友郵便局 岩手県陸前高田市小友町字西下６１－１ 0192-56-2110 

広田郵便局 岩手県陸前高田市広田町字天王前３６－１ 0192-56-3110 

気仙横田郵便局 岩手県陸前高田市横田町字砂子田２５ 0192-59-2150 

竹駒郵便局 岩手県陸前高田市竹駒町字滝の里２４－１２ 0192-55-5475 

米崎郵便局 岩手県陸前高田市米崎町字川崎２２６ 0192-55-5474 
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｢別紙２｣ 

 

「陸前高田市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書」具体的連携項目 

 

陸前高田市(以下｢甲｣という。)と日本郵便株式会社(以下｢乙｣という。)は、相互に連携するこ

とにより、双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進し、地域活性化及び住民サービス

の向上等に資するため、様々な取組を進めます。 

なお、本紙に定めのない連携項目(取組)等については、甲乙による定期的な協議を通じて、当

該年度の具体的な取組として、下記に定める具体的連携項目も含め｢年間計画書｣を策定し、併せ

進めるものとします。 

 

１ 日常の防災活動及び大規模災害発生時の対応に関すること 

  

 

 

（連携内容） 

⑴ 平常時においては、主に次に掲げる項目について、甲乙が連携して取り組みます。 

ア 相互の防災計画の状況等について情報交換を行うとともに、安否情報等の連絡体制を整

備するため、その方策について協議を行い、連携強化を図ります。 

イ 防災会議や防災訓練等への参加等により、災害発生時の体制について、相互理解を深め

ることとします。 

⑵ 陸前高田市内において災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力

を要請することができることとします。 

なお、本項における｢災害｣とは、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第２条第１

号に定める被害をいう。 

ア 緊急車両等としての車両の提供(所持する車両に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。) 

イ 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リ

スト等の情報の相互提供 

ウ 郵便局ネットワークを活用した広報活動 

エ 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び救護対策 

(ｱ) 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

(ｲ) 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

(ｳ) 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除 

(ｴ) 被災地宛て寄附金を内容とする郵便物の料金免除 

オ 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並

びにこれらを確実に行うための必要な事項（避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届

(郵便局様式)の配布・回収を含む。） 

カ 株式会社ゆうちょ銀行の非常払(被災地支援のための日本赤十字社等の振替口座宛ての

災害義援金の無料送金など)及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い(保険料払込猶予期

間の延伸など)について、各社から要請があった場合の取扱い 

キ その他、要請のあったもののうち協力できる事項 

平常時から防災態勢の強化に取り組むとともに、陸前高田市内において災害が発生

した場合は、相互に緊密に連携し、一日も早い復旧を目指して取り組みます。 

（経費の負担) 

上記に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の

定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。 

なお、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定するもの

とする。 

 

２ 高齢者や子ども等の見守り活動に関すること 

    

 

 

（連携内容) 

   乙が、陸前高田市内で業務を行う際に、高齢者や子どもの登下校等の日常生活で何らかの異変

を察知した場合、甲へ情報提供を行います。 

なお、特に緊急を要するときには、乙は直接消防又は警察に通報します。 

 

３ 道路損傷等の情報提供に関すること 

    

   

 

（連携内容) 

乙が、陸前高田市内で業務を行う際に、陸前高田市内の道路の陥没や損傷、カーブミラーの損

傷、倒木、水道の漏水、落雪及び動物の死骸等、陸前高田市内の交通の安心・安全に影響を及ぼ

すと思われる箇所を発見した場合に、甲へ情報提供を行います。 

 

４ 不法投棄と思われる廃棄物等の情報提供に関すること 

    

   

 

（連携内容) 

乙が、陸前高田市内で業務を行う際に、不法に投棄されたと思われる家電製品やタイヤ、動物

の死骸等、陸前高田市内における安心で快適な生活環境の保持に影響を及ぼすと思われる行為や

廃棄物等を発見した場合に、甲へ情報提供を行います。 

 

５ 地域・暮らしの安心・安全に関すること 

  

 

 

（連携内容) 

乙が、陸前高田市内で業務を行う際に、住民の何らかの異変に気付いた場合、甲への情報提供

を行います。 

なお、特に緊急を要するときには、乙は直接消防又は警察に通報します。 

乙が保有するネットワーク等を活用し、日々の業務を通じて、陸前高田市内の高齢

者や子ども等の安全の確保を図ります。 

 

 乙が保有するネットワーク等を活用し、日々の業務を通じて、陸前高田市内の道路

における交通の安心・安全の確保を図ります。 

乙が保有するネットワーク等を活用し、日々の業務を通じて、陸前高田市内の住民

の快適で安心な生活環境の保持を図ります。 

 乙が保有するネットワーク等を活用し、陸前高田市内において、陸前高田市内の住

民が安心して生活できる地域づくりを推進します。 
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また、住民が保護を求めて乙の事業所へ避難してきた場合には、当該住民を一時保護する等、

地域社会の安心・安全に貢献します。 

 

６ 地域経済活性化に関すること 

  

 

 

（主な連携内容) 

ふるさと納税の取組支援、観光物産展等への協力、郵便局ネットワークを活用した地域活性化

支援等。 

 

≪様式≫ 別添｢避難者情報確認シート(避難先届)｣及び｢協定連絡票｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲及び乙の保有するネットワークを活用した他地域との交流を図ることで、連携体

制を強化し、陸前高田市内の経済活性化を支援します。 

 

 

避難者情報確認シート(避難先届) 

  年  月  日現在  

※ ご記入いただきました個人情報に関しては、｢陸前高田市と日本郵便株式会社との包括的連

携に関する協定書｣に基づき、その目的を達成するために必要な業務のみに使用することとし、

厳正に管理します。 

なお、下記の承諾に基づき必要に応じて行政機関内及び郵便局双方に開示します。 

  

□ 本紙に記載された情報の行政機関内及び郵便局への開示を承諾します。 

   (※承諾の場合は、□内に｢レ｣を付してください。) 

  

 【お問合せ先】陸前高田市役場         電話：●●-●-●● 

        ●郵便局(●部)         電話：●●-●-●● 

届出者氏名  

◇ これまでのご住所(アパート等集合住宅の場合は部屋番号までご記入ください。) 

〒    －   

 

 

 

◎ 郵便物の配達について(いずれかを○でお囲みください。) 

   ・ ご自宅への配達 

   ・ 現在避難している場所への配達 

〒    －   

 

 

 

   ・ その他への配達 ⇒ 郵便局へ転居届を提出してください。 

 

◇ ご氏名等 
世 

帯 

主 

様 

ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏名 
(姓) 

 
(名) 

 

ご 

家 

族 

・ 

同 

居 

人 

様 

ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏名① 
(姓) 

 
(名) 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏名② 
(姓) 

 
(名) 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏名③ 
(姓) 

 
(名) 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏名④ 
(姓) 

 
(名) 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ   

氏名⑤ 
(姓) 

 
(名) 

 

事業所名  

 

No. 
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資料 12-31 武雄市・陸前高田市交流連携協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 報告日 報告局※ 通報内容※ 住所等 その他情報等 市処理欄

（例） 　　年　月　日 陸前高田郵便局 　　年　月　日 　　　　時　　分 道路損傷 高田町字鳴石○○○、△△△付近 別途写真を添付
10/20確認済
11/20処理済

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

異変発見日時

市役所 ０１９２－５４－２１１１
地域見守り（高齢者） 保健福祉課 内線２１０～２１１
地域見守り（子ども） 子ども未来課 内線２０４～２０５
道路損傷 建設課 内線４０５～４０８
不法投棄 まちづくり推進課 内線２８７

連絡先

 

 

武雄市・陸前高田市交流連携協定書 

 

 

 

武雄市と陸前高田市は平成 23 年 3 月 11 日に発生した 

東日本大震災を契機として武雄市が開始した“チーム武雄”

が縁となり市民の交流も広がるなど強い信頼関係を築いてきた 

そこで両市はお互いのまちを思いやりまちの魅力を共有し

共に発展することを目的として被災 10 年目の節目の今年 

両市の交流が末永く続けられるよう友好都市として提携する

ことを協約し武雄市民及び陸前高田市民を代表して署名する 

 

令和３年３月２２日 

 

 

武雄市長           陸前高田市長 

 

 

 

 

 

 
 

武雄市章            陸前高田市章 
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資料 12-32 災害時における飲料の確保に関する協定

書  

 

 

 

 

 

災害時における飲料の確保に関する協定書 

 

陸前高田市（以下「甲」という。）と株式会社ミチノク（以下「乙」という。）と

は、陸前高田市において地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合（以下「災害時」という。）における飲料の確保に関し、次のとおり協定を

締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時において甲が乙へ飲料の確保について協力を要請するた

めに 

 必要な事項を定めるものとする。 

（災害時の協力事項の発動） 

第２条 この協定に定める協力事項の規定は、原則として甲が災害対策基本法（昭和

３６年法律第２２３号）第２３条の２第１項に基づき陸前高田市災害対策本部を設

置し、乙に対して協力の要請を行った時をもって発動する。 

（協力要請の手続き） 

第３条 災害時において甲は乙に飲料の確保について協力を要請する場合は、次に揚

げる事項を明らかにして、別紙様式第１号により文書で行うものとする。ただし緊

急の場合、文書によることが難しい場合、その他やむを得ないものと甲が認める場

合は、電話その他の文書以外の方法により行うことができる。 

⑴ 納入を希望する日時 

⑵ 納入を希望する場所 

⑶ 協力を要請する飲料の品名、規格、数量 

⑷ その他飲料の確保について必要な事項 

（飲料の確保） 

第４条 乙は、前条の規定による協力の要請があったときは、乙の最寄りの支店の飲

料の在庫を確認し、可能な限り確保し甲に協力するものとする。 

（飲料の搬送） 

第５条 飲料の搬送は第３条の規定により甲が乙に協力を要請した内容に基づき、乙

が配送を行う。 

２ 飲料の引渡場所は、陸前高田市内とし、甲乙協議して決定する。 

３ 飲料の引渡し後、乙は搬送先から別紙様式第２号により受領書を受け取るものと

する。 

（費用負担） 

第６条 この協定に基づき乙が甲に提供した飲料及びその搬送に要した費用は甲が

負担するものとする。又、飲料の価格については、市場価格を上回ることのない事

とし、協議の上その都度決定するものとする。 

（物資の確保） 

第７条 甲及び乙は、この協定に基づく飲料の確保を円滑に行われるように、必要と

認めた場合は飲料の確保可能数量等について協議するものとする。 

（連絡窓口） 

第８条 この協定業務に関する連絡窓口は甲においては陸前高田市地域振興部農林

課とし、乙は株式会社ミチノク営業部とする。 

（協定の有効期限） 

第９条 この協定の有効期限はこの協定は、協定締結の日からその効力を有するもの

とし、甲又は乙が、文書をもって協定の解除を通知しない限りその効力を持続する

ものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定について異議が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項及び

実施に関して必要な事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

この協定締結の証として、本通を２通作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、それぞ

れその１通を保有するものとする。 

 

令和３年７月１２日 

 

甲 陸前高田市 

代表者 陸前高田市長              

 

 

乙 岩手県奥州市水沢工業団地三丁目８４ 

株式会社ミチノク 代表取締役社長        
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様式第１号 

令和  年  月  日 

 

 

株式会社ミチノク 

代表取締役社長    様 

陸前高田市長          印 

 

飲 料 供 給 要 請 書 

「災害時における飲料の確保に関する協定」第３条の規定に基づき次の通り飲料の

供給を要請します。 

記 

１ 納入希望日時 

２ 納入場所 

３ 飲料の品名及び数量 

品  名 規 格 数 量 備 考 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

様式第２号 

令和  年  月  日 

 

株式会社ミチノク 

代表取締役社長    様 

                                    飲料受領確認者 

職氏名          印 

 

飲 料 受 領 書 

貴社より次のとおり飲料を受領しました。 

記 

１ 納入場所 

２ 飲料の品名及び数量 

品  名 規 格 数 量 備 考 

    

    

    

    

    

    

    

    

※記以下の受領場所、品名、規格、数量などは配送時に予め記載しておくこと。 

 受領者確認者の押印は省略できる。 
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資料 12-33 陸前高田市と学校法人安城学園との包括

的な連携協力に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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資料 13 規程 

頁 変  更  前 変  更  後 

215 資料 13-3 陸前高田市本部条例 

[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 13-3 陸前高田市本部条例 

[略] 

  附 則（令和 3年 3月 9日条例第 2号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 
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資料 14 岩手県 地震・津波被害想定 

頁 変  更  前 変  更  後 

247  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 14-1 概要 

 

資料 14-2 津波による建物被害・人的被害 

 

 

資料 14-3 地震による建物被害・人的被害 

 

 

(1) 最大震度 

 

日本海溝（三陸・日高沖） 

モデル 

千島海溝（十勝・根室沖） 

モデル 
東北地方太平洋沖地震 

6弱 3 6弱 

 

 

(2) 震度５弱以上の曝露人口 

                           （単位・人） 

日本海溝（三陸・日高沖） 

モデル 

千島海溝（十勝・根室沖） 

モデル 
東北地方太平洋沖地震 

18,267 0 18,267 

 

(1) 津波による建物被害想定予測 

             （単位・棟） 

モデルケース 
冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

全壊棟数 全半壊棟数 全壊棟数 全半壊棟数 全壊棟数 全半壊棟数 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

250 360 250 360 250 360 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

290 400 290 400 290 400 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

210 290 210 290 210 290 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

200 290 200 290 200 290 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

200 290 200 290 200 290 

東北地方 

太平洋沖地震 
2,300 2,800 2,300 2,800 2,300 2,800 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(2) 津波に伴う要救助者・要捜索者予測                  

（単位・人） 

モデルケース 
冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

要救助者 要捜索者 要救助者 要捜索者 要救助者 要捜索者 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

― ＊ ― ＊ ― ＊ 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

― 10 ― ＊ ― 10 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

― ＊ ― 10 ― 10 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

― ＊ ― 10 ― 10 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

― 10 ― 10 ― 10 

東北地方 

太平洋沖地震 
130 130 200 150 200 180 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(1) 揺れによる建物被害予測 

                           （単位・棟） 

モデルケース 
冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

全壊棟数 全半壊棟数 全壊棟数 全半壊棟数 全壊棟数 全半壊棟数 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

30 170 30 170 30 170 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― ― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
＊ 40 ＊ 40 ＊ 40 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 
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(2) 火災に伴う建物被害予測 

                            （単位・棟） 

モデルケース 
冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

全焼棟数 全焼棟数 全焼棟数 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル 

― ― ― 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
― ― ― 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(3) 急傾斜地崩壊に伴う建物被害予測 

                      （単位・棟） 

モデルケース 
冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

全壊棟数 全半壊棟数 全壊棟数 全半壊棟数 全壊棟数 全半壊棟数 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

10 30 10 30 10 30 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― ― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
― ― ― ― ― ― 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(4) 液状化被害に伴う建物被害予測 

                                      （単位・棟） 

モデルケース 
冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

全壊棟数 全半壊棟数 全壊棟数 全半壊棟数 全壊棟数 全半壊棟数 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

20 110 20 110 20 110 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― ― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
20 110 20 110 20 110 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(5) 液状化被害に伴う建物被害予測 

                                     （単位・箇所） 

モデルケース 

冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

ブロック塀 

倒壊数 

自販機 

転倒数 

ブロック塀 

倒壊数 

自販機 

転倒数 

ブロック塀 

倒壊数 

自販機 

転倒数 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

240 ＊ 240 ＊ 240 ＊ 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― ― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
270 ＊ 270 ＊ 270 ＊ 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(6) 屋外落下物被害予測 

                                      （単位・棟） 

モデルケース 
冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

屋外落下物 屋外落下物 屋外落下物 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

10 10 10 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
＊ ＊ ＊ 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(7) 建物倒壊に伴う人的被害予測 

                                      （単位・人） 

モデルケース 

冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

死者 負傷者 
うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

＊ 30 ＊ ＊ 20 ＊ ＊ 60 10 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
＊ 10 ＊ ＊ 10 ＊ ＊ 10 ＊ 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 
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(8) 揺れによる建物被害に伴う要救助者被害予測  

                            （単位・人） 

モデルケース 
冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

全焼棟数 全焼棟数 全焼棟数 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

＊ ＊ ＊ 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
＊ ＊ ＊ 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(9) 火災に伴う人的被害予測 

                                      （単位・人） 

モデルケース 

冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

死者 負傷者 
うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(10) 急傾斜地崩壊に伴う人的被害予測  

                                      （単位・人） 

モデルケース 

冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

死者 負傷者 
うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
― ― ― ― ― ― ― ― ― 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

 (11) ブロック塀崩壊に伴う人的被害予測  

                                      （単位・人） 

モデルケース 

冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

死者 負傷者 
うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

※「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四捨

五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(12) 自動販売機転倒に伴う人的被害予測  

                                      （単位・人） 

モデルケース 

冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

死者 負傷者 
うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

※「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四捨

五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(13) 屋外落下物に伴う人的被害予測  

                                      （単位・人） 

モデルケース 

冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

死者 負傷者 
うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 
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(14) 屋内収容物移動・転倒、屋内落下物に伴う人的被害予測  

                                      （単位・人） 

モデルケース 

冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

死者 負傷者 
うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

＊ 10 ＊ ＊ 10 ＊ ＊ 10 ＊ 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
＊ 10 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(1) 上水道の機能支障人口予測  

                                      （単位・人） 

モデル 

ケース 

冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

直後 
1日 

後 

1週間 

後 

1か月 

後 
直後 

1日 

後 

1週間 

後 

1か月 

後 
直後 

1日 

後 

1週間 

後 

1か月 

後 

日本海溝

（三陸・日

高沖） 

モデル① 

8,700 8,200 5,500 1,000 8,700 8,200 5,600 1,200 8,900 8,400 5,700 1,200 

日本海溝

（三陸・日

高沖） 

モデル② 

8,700 8,300 5,500 1,100 8,700 8,300 5,600 1,300 8,900 8,500 5,800 1,300 

千島海溝

（十勝・根

室沖） 

モデル① 

230 230 230 230 420 420 420 420 430 430 430 430 

千島海溝

（十勝・根

室沖） 

モデル② 

220 220 220 220 410 410 410 410 420 420 420 420 

千島海溝

（十勝・根

室沖） 

モデル③ 

220 220 220 220 410 410 410 410 420 420 420 420 

東北地方 

太平洋沖

地震 

6,700 6,400 5,000 3,700 7,200 6,900 5,700 4,500 7,400 7,100 5,800 4,600 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5未満)、「5以上 1,000 未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(2) 下水道の機能支障人口予測  

                                      （単位・人） 

モデル 

ケース 

冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

直後 
1日 

後 

1週間 

後 

1か月 

後 
直後 

1日 

後 

1週間 

後 

1か月 

後 
直後 

1日 

後 

1週間 

後 

1か月 

後 

日本海溝

（三陸・日

高沖） 

モデル① 

4,600 3,700 1,500 430 4,700 3,900 1,700 630 4,800 4,000 1,700 640 

日本海溝

（三陸・日

高沖） 

モデル② 

4,600 3,700 1,500 490 4,800 3,900 1,800 740 4,900 4,000 1,800 760 

千島海溝

（十勝・根

室沖） 

モデル① 

230 230 230 230 420 420 420 420 430 430 430 430 

千島海溝

（十勝・根

室沖） 

モデル② 

220 220 220 220 410 410 410 410 420 420 420 420 

千島海溝

（十勝・根

室沖） 

モデル③ 

220 220 220 220 410 410 410 410 420 420 420 420 

東北地方 

太平洋沖

地震 

5,400 4,900 4,000 3,700 6,000 5,600 4,700 4,500 6,200 5,700 4,900 4,600 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 
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(3) 電力の停電影響人口予測  

                                      （単位・人） 

モデルケー

ス 

冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

直後 
1日 

後 

1週間 

後 

1か月 

後 
直後 

1日 

後 

1週間 

後 

1か月 

後 
直後 

1日 

後 

1週間 

後 

1か月 

後 

日本海溝

（三陸・日

高沖） 

モデル① 

15,000 4,800 210 170 14,000 4,900 350 300 15,000 5,100 360 310 

日本海溝

（三陸・日

高沖） 

モデル② 

15,000 4,900 250 200 14,000 5,000 420 370 15,000 5,100 430 380 

千島海溝

（十勝・根

室沖） 

モデル① 

130 130 130 130 250 250 250 250 260 260 260 260 

千島海溝

（十勝・根

室沖） 

モデル② 

120 120 120 120 240 240 240 240 240 240 240 240 

千島海溝

（十勝・根

室沖） 

モデル③ 

120 120 120 120 240 240 240 240 250 250 250 250 

東北地方 

太平洋沖 

地震 

12,000 4,000 2,500 2,400 12,000 4,600 3,200 3,200 13,000 4,700 3,300 3,300 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(4) 通信の支障人口予測 

                                      （単位・人） 

モデルケー

ス 

冬・深夜 夏・昼12時頃 冬・夕18時頃 

直後 
1日 

後 

1週間 

後 

1か月 

後 
直後 

1日 

後 

1週間 

後 

1か月 

後 
直後 

1日 

後 

1週間 

後 

1か月 

後 

日本海溝

（三陸・日

高沖） 

モデル① 

5,500 1,800 80 60 5,500 1,900 130 110 5,500 1,900 130 110 

日本海溝

（三陸・日

高沖） 

モデル② 

5,500 1,800 90 70 5,500 1,900 160 140 5,500 1,900 160 140 

千島海溝

（十勝・根

室沖） 

モデル① 

50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

千島海溝

（十勝・根

室沖） 

モデル② 

40 40 40 40 90 90 90 90 90 90 90 90 

千島海溝

（十勝・根

室沖） 

モデル③ 

50 50 50 50 90 90 90 90 90 90 90 90 

東北地方 

太平洋沖 

地震 

4,500 1,500 910 910 4,700 1,800 1,200 1,200 4,700 1,800 1,200 1,200 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(5) 都市ガス供給停止戸数予測 

                                      （単位・戸） 

モデルケース 直後 １日後 １週間後 1か月後 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

― ― ― ― 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― ― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
― ― ― ― 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000 以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(6) LPガス漏洩被害件数  

                                      （単位・件） 

モデルケース  

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

140 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― 

東北地方 

太平洋沖地震 
20 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000 未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 
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(7) 避難者数予測 

                                      （単位・人） 

モデル 

ケース 
時間帯 

１日後 １週間後 １か月後 

避難

者数 

避難

所内 

避難

所外 

避難

者数 

避難

所内 

避難

所外 

避難

者数 

避難

所内 

避難

所外 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

冬・深夜 280 180 100 1,800 1,000 740 1,200 370 870 

朝・昼１２時頃 340 220 120 1,800 1,000 750 1,400 420 980 

冬・夕１８時頃 350 220 120 1,800 1,000 770 1,400 430 1,000 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

冬・深夜 320 210 120 1,800 1,100 750 1,300 400 930 

朝・昼１２時頃 420 270 150 1,800 1,100 760 1,500 460 1,100 

冬・夕１８時頃 440 280 150 1,900 1,100 780 1,600 470 1,100 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

冬・深夜 120 80 40 340 280 60 480 140 340 

朝・昼１２時頃 180 120 60 380 300 80 640 190 450 

冬・夕１８時頃 180 120 60 390 310 80 660 200 460 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

冬・深夜 110 70 40 320 270 50 460 140 320 

朝・昼１２時頃 170 110 60 360 290 80 620 190 430 

冬・夕１８時頃 170 120 60 370 290 80 640 190 440 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

冬・深夜 110 80 40 330 280 50 470 140 330 

朝・昼１２時頃 170 110 60 370 290 80 630 190 440 

冬・夕１８時頃 170 120 60 380 300 80 640 190 450 

東北地方 

太平洋沖 

地震 

冬・深夜 2,300 1,500 770 4,000 3,200 780 5,500 1,600 3,800 

朝・昼１２時頃 2,700 1,800 910 4,000 3,200 830 5,900 1,800 4,100 

冬・夕１８時頃 2,800 1,900 940 4,100 3,300 850 6,100 1,800 4,200 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(8) 食糧需要量 

                                      （単位・食） 

モデルケース 

冬・夕１８時頃 

１日後 １週間後 １か月後 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

800 3,800 1,600 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

1,000 3,900 1,700 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

440 1,100 710 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

410 1,100 690 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

420 1,100 700 

東北地方 

太平洋沖地震 
6,700 12,000 6,500 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(9) 飲料水需要量  

                                   （単位・リットル） 

モデルケース 

冬・夕１８時頃 

１日後 １週間後 １か月後 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル① 

25,000 17,000 3,700 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル② 

25,000 17,000 4,000 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

1,300 1,300 1,300 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

1,300 1,300 1,300 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

1,300 1,300 1,300 

東北地方 

太平洋沖地震 
21,000 17,000 14,000 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 



資料編 

- 119 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 毛布需要量 

                                      （単位・枚） 

モデルケース 

冬・夕１８時頃 

１日後 １週間後 １か月後 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

450 2,100 860 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

560 2,200 940 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

240 610 390 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

230 590 380 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

230 600 390 

東北地方 

太平洋沖地震 
3,700 6,600 3,600 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(11) 育児用調整粉乳需要量  

                                    （単位・グラム） 

モデルケース 

冬・夕１８時頃 

１日後 １週間後 １か月後 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

170 800 330 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

210 830 360 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

90 230 150 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

90 220 150 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

90 230 150 

東北地方 

太平洋沖地震 
1,400 2,500 1,400 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(12) 乳児・幼児用おむつ需要量  

                                      （単位・枚） 

モデルケース 

冬・夕１８時頃 

１日後 １週間後 １か月後 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル① 

30 140 60 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル② 

40 140 60 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

20 40 30 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

20 40 20 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

20 40 30 

東北地方 

太平洋沖地震 
240 430 240 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 
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(13) 大人用おむつ需要量  

                                      （単位・枚） 

モデルケース 

冬・夕１８時頃 

１日後 １週間後 １か月後 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル① 

10 40 20 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル② 

10 40 20 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

＊ 10 10 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

＊ 10 10 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

＊ 10 10 

東北地方 

太平洋沖地震 
70 130 70 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(14) 携帯・簡易トイレ需要量  

                                      （単位・回） 

モデルケース 

冬・夕１８時頃 

１日後 １週間後 １か月後 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル① 

520 1,600 150 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル② 

660 1,700 180 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

10 40 20 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

10 30 20 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

10 30 20 

東北地方 

太平洋沖地震 
3,600 5,300 2,300 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(15) トイレットペーパー需要量  

                                      （単位・巻） 

モデルケース 

冬・夕１８時頃 

１日後 １週間後 １か月後 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル① 

40 190 80 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル② 

50 200 80 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

20 60 40 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

20 50 30 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

20 50 30 

東北地方 

太平洋沖地震 
340 590 330 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 
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(16) 生理用品需要量  

                                      （単位・枚） 

モデルケース 

冬・夕１８時頃 

１日後 １週間後 １か月後 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル① 

40 170 2,100 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル② 

50 1,300 2,300 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

20 350 970 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

20 340 940 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

20 340 950 

東北地方 

太平洋沖地震 
310 3,800 8,900 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(17) 医療機能予測 

                                      （単位・人） 

モデルケース 転院患者数 
医療対応力不足数 

（入院） 

医療対応力不足数 

（外来） 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル① 

― ― ― 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル② 

― ― ― 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

― ― ― 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

― ― ― 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

― ― ― 

東北地方 

太平洋沖地震 
― ― ― 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(18) 避難所に避難する要配慮者数予測 

                                      （単位・人） 

モデルケース １日後 １週間後 １か月後 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル① 

60 280 110 

日本海溝（三

陸・日高沖）モ

デル② 

70 290 120 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

30 80 50 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

30 80 50 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

30 80 50 

東北地方 

太平洋沖地震 
490 870 480 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 
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(19) 死傷者数に含まれる要配慮者数予測 

                                      （単位・人） 

モデルケース 
死傷者数に含まれる 

要配慮者数 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

20 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

20 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

＊ 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

＊ 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

＊ 

東北地方 

太平洋沖地震 
50 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000 未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(20) 道路被害箇所数予測 

                                     （単位・箇所） 

モデルケース 被害箇所数 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

20 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

20 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

＊ 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

＊ 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

＊ 

東北地方 

太平洋沖地震 
50 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000 未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(21) 鉄道被害箇所数予測 

                                     （単位・箇所） 

モデルケース 被害箇所数 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

― 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

― 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

― 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

― 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

― 

東北地方 

太平洋沖地震 
― 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000 未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(22) 港湾被害予測 

                                     （単位・箇所） 

モデルケース 被害バース数 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル 

10 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル 

― 

東北地方 

太平洋沖地震 
＊ 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000 未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 
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(23) 防災上の重要施設の被害 

 

区分 名称 

日本海溝 

モデルケース① 

震度 浸水深

（ｍ） 

消防・警察 陸前高田市消防本部 6強 ― 

消防・警察 陸前高田市消防署 6強 ― 

消防・警察 大船渡警察署高田幹部交番 6弱 ― 

消防・警察 大船渡警察署広田駐在所 6弱 ― 

消防・警察 大船渡警察署矢作駐在所 6弱 ― 

指定緊急避難場所 村上様宅上 6強 ― 

指定緊急避難場所 嶋部公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 NTT塔付近高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 観音寺 6弱 ― 

指定緊急避難場所 村上様宅上 6弱 ― 

指定緊急避難場所 6区公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 7区公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 矢作小学校 6弱 ― 

指定緊急避難場所 
下矢作地区コミュニティセンター 

（下矢作多目的研修センター） 
6弱 ― 

指定緊急避難場所 清水公民館 5強 ― 

指定緊急避難場所 
矢作地区コミュニティセンター 

（矢作多目的研修センター） 
5強 ― 

指定緊急避難場所 横田小学校 6弱 ― 

指定緊急避難場所 
横田地区コミュニティセンター 

（横田基幹集落センター） 
6弱 ― 

指定緊急避難場所 第八区会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 第二部落会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 滝の里工業団地 6弱 ― 

指定緊急避難場所 ㈱高田自動車学校 6弱 ― 

指定緊急避難場所 仲の沢公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 滝の里町内会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 上細根町内会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 矢崎公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 新田町内会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 ㈱ボンマックスアパレル 6弱 ― 

指定緊急避難場所 西部デイサービスセンター竹の里 6弱 ― 

指定緊急避難場所 相川地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 軍見洞地区高台 6強 ― 

指定緊急避難場所 下沢公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 
竹駒地区コミュニティセンター 

（定住促進センター） 
6弱 ― 

指定緊急避難場所 竹駒小学校 6弱 ― 

 

指定緊急避難場所 壺の沢公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 泉増寺高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 諏訪神社 6弱 ― 

指定緊急避難場所 荒川沢地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 垂井ヶ沢地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 金剛寺高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 荒川地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 気仙成田山 6弱 ― 

指定緊急避難場所 今泉地区コミュニティセンター 6弱 ― 

指定緊急避難場所 気仙小学校 6弱 ― 

指定緊急避難場所 旧長部保育所 6弱 ― 

指定緊急避難場所 吉田様宅庭 6弱 ― 

指定緊急避難場所 国道４５号下道路 6弱 ― 

指定緊急避難場所 古谷公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 古谷地区高台 6強 2.37 

指定緊急避難場所 双六地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 双六公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 上長部地区防集団地 6弱 ― 

指定緊急避難場所 菅野様宅付近 6弱 ― 

指定緊急避難場所 国道４５号側路帯 6強 ― 

指定緊急避難場所 小泉様宅 6弱 ― 

指定緊急避難場所 小泉様宅脇道路 6弱 ― 

指定緊急避難場所 観音堂（上長部地区） 6弱 ― 

指定緊急避難場所 二日市公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 八坂神社 6弱 ― 

指定緊急避難場所 川口地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 
長部地区コミュニティセンター 

（漁村センター） 
6弱 ― 

指定緊急避難場所 旧気仙小学校 6弱 ― 

指定緊急避難場所 上長部団地公園 6弱 ― 

指定緊急避難場所 福伏公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 市営住宅水上団地集会室 6弱 ― 

指定緊急避難場所 スポーツドーム 6弱 ― 

指定緊急避難場所 松原苑 6弱 ― 

指定緊急避難場所 典人会グループホーム氷上山 6弱 ― 

指定緊急避難場所 社会福祉法人高寿園 6弱 ― 

指定緊急避難場所 小泉公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 鳴石公園 6弱 ― 

指定緊急避難場所 和野会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 希望ヶ丘病院 6弱 ― 

指定緊急避難場所 光照寺 6弱 ― 

指定緊急避難場所 市斎苑駐車場 6弱 ― 

指定緊急避難場所 氷上神社 6弱 ― 

指定緊急避難場所 ひかみの園 6弱 ― 

指定緊急避難場所 鳴石が丘会館 6弱 ― 
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指定緊急避難場所 高田第一中学校 6弱 ― 

指定緊急避難場所 県立高田高等学校第二体育館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 
高田地区コミュニティセンター 

（陸前高田市コミュニティホール） 
6弱 ― 

指定緊急避難場所 本丸公園 6弱 ― 

指定緊急避難場所 高田小学校 6弱 ― 

指定緊急避難場所 陸前高田市総合交流センター 6弱 ― 

指定緊急避難場所 吉田様宅前 6弱 ― 

指定緊急避難場所 松峰公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 松峰神社前 6弱 ― 

指定緊急避難場所 堂の前中央会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 熊谷様宅 6弱 ― 

指定緊急避難場所 八幡宮境内 6弱 ― 

指定緊急避難場所 雷神宮境内 6弱 ― 

指定緊急避難場所 普門寺 6弱 ― 

指定緊急避難場所 神田公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 中陣地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 JA東部農業センター 6弱 ― 

指定緊急避難場所 田中ため池付近 6弱 ― 

指定緊急避難場所 久野地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 和野自治会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 米崎保育園下駐車場 6弱 ― 

指定緊急避難場所 今野様宅裏 6弱 ― 

指定緊急避難場所 和方会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 上浜田構造改善センター 6弱 ― 

指定緊急避難場所 米崎小学校 6弱 ― 

指定緊急避難場所 
米崎地区コミュニティセンター 

（自然環境活用センター） 
6弱 ― 

指定緊急避難場所 旧高田東中学校 6弱 ― 

指定緊急避難場所 高田東中学校 6弱 ― 

指定緊急避難場所 地竹沢自治会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 糖塚沢公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 脇の沢住宅団地（南側） 6弱 ― 

指定緊急避難場所 脇の沢住宅団地（北側） 6弱 ― 

指定緊急避難場所 オートキャンプ場モビリア 6弱 ― 

指定緊急避難場所 松山会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 西之坊会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 戸羽様宅付近 6弱 ― 

指定緊急避難場所 齋藤様宅付近 6弱 ― 

指定緊急避難場所 山の神神社 6弱 ― 

指定緊急避難場所 獺沢会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 金浜地区高台 6強 ― 

指定緊急避難場所 三日市地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 矢の浦公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 小ヶ口公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 石川様宅前 6弱 ― 

指定緊急避難場所 高橋様宅庭 6弱 ― 

指定緊急避難場所 黄川田様宅庭 6弱 ― 

指定緊急避難場所 衣地山袖 6弱 ― 

指定緊急避難場所 岩井沢公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 正徳寺 6弱 ― 

指定緊急避難場所 上の坊公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 小松様宅東 6弱 ― 

指定緊急避難場所 門前会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 柳沢会館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 新田公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 只出住宅団地 6弱 ― 

指定緊急避難場所 茂里花住宅団地 6弱 ― 

指定緊急避難場所 小友地区コミュニティセンター 6弱 ― 

指定緊急避難場所 広田地区コミュニティセンター 6弱 ― 

指定緊急避難場所 大陽公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 中沢浜公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 堂の前公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 大久保公民館」 6弱 ― 

指定緊急避難場所 黒崎公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 喜多公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 六ヶ浦公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 平畑公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 六ヶ浦地区（西）高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 六ヶ浦地区（東）高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 大祝地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 山田地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 長洞地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 後浜地区高台 6弱 ― 

指定緊急避難場所 久保公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 岩倉公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 天ケ森公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 山田公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 広田小学校 6弱 ― 

指定緊急避難場所 小袖公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 小屋敷公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 長洞公民館 6弱 ― 

指定緊急避難場所 中沢浜貝塚歴史防災公園 6強 3.34 

指定緊急避難場所 集公民館 6弱 ― 

指定避難所 清水公民館 5強 ― 

指定避難所 
矢作地区コミュニティセンター 

（矢作多目的研修センター 
5強 ― 

指定避難所 矢作小学校 6弱 ― 

指定避難所 
下矢作地区コミュニティセンター 

（下矢作多目的研修センター） 
6弱 ― 
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指定避難所 横田小学校 6弱 ― 

指定避難所 
横田地区コミュニティセンター 

（横田基幹集落センター） 
6弱 ― 

指定避難所 
竹駒地区コミュニティセンター 

（定住促進センター） 
6弱 ― 

指定避難所 竹駒小学校 6弱 ― 

指定避難所 壺の沢公民館 6弱 ― 

指定避難所 
長部地区コミュニティセンター 

（漁村センター） 
6弱 ― 

指定避難所 旧気仙小学校 6弱 ― 

指定避難所 今泉地区コミュニティセンター 6弱 ― 

指定避難所 気仙小学校 6弱 ― 

指定避難所 高田第一中学校 6弱 ― 

指定避難所 県立高田高等学校第二体育館 6弱 ― 

指定避難所 
高田地区コミュニティセンター 

（コミュニティホール） 
6弱 ― 

指定避難所 高田小学校 6弱 ― 

指定避難所 
米崎地区コミュニティセンター 

（自然環境活用センター） 
6弱 ― 

指定避難所 旧高田東中学校 6弱 ― 

指定避難所 米崎小学校 6弱 ― 

指定避難所 高田東中学校 6弱 ― 

指定避難所 オートキャンプ場モビリア 6弱 ― 

指定避難所 小友地区コミュニティセンター 6弱 ― 

指定避難所 広田小学校 6弱 ― 

指定避難所 広田地区コミュニティセンター 6弱 ― 

要配慮者利用施設 
陸前高田市社会福祉協議会 

障害福祉サービス事業所 
6弱 ― 

要配慮者利用施設 すみれ介護事業所 6弱 ― 

要配慮者利用施設 
特定非営利活動法人 

おでかけ支援グループそよ風 
6弱 ― 

要配慮者利用施設 せせらぎ 6弱 ― 

要配慮者利用施設 作業所きらり 6弱 ― 

要配慮者利用施設 
指定就労継続支援B型事業所 

「あすなろホーム」 
6弱 ― 

要配慮者利用施設 障害者支援施設 ひかみの園 6弱 ― 

要配慮者利用施設 青松館 6強 ― 

要配慮者利用施設 多機能型支援施設 アップル 6弱 ― 

要配慮者利用施設 ひかみの園短期入所事業所 6弱 ― 

要配慮者利用施設 一体型共同生活介護事業所 松原ホーム 6弱 ― 

要配慮者利用施設 共同生活事業所「SUN」 6弱 ― 

要配慮者利用施設 チャレンジドまちかど相談室リンク 6弱 ― 

要配慮者利用施設 相談支援事業所 さんさん 6弱 ― 

※令和４年度に指定緊急避難場所に指定された広田保育園、市営住宅大野団地集会所、指定緊急

避難場所及び指定避難所として指定された岩手県立野外活動センターについては想定対象外 

(24) 災害廃棄物量予測 

   （単位・トン） 

モデルケース 災害廃棄物量 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

50,000 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

48,000 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

29,000 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

28,000 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

29,000 

東北地方 

太平洋沖地震 
282,000 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000 未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(25) 津波堆積物量予測 

   （単位・トン） 

モデルケース 津波堆積物量 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

82,000 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

84,000 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

52,000 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

52,000 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

53,000 

東北地方 

太平洋沖地震 
380,000 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000 未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 
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修正 

理由 
・岩手県 地震・津波被害想定を追加 

 

 

(26) 文化財の被害予測 

 

モデルケース 文化財の被害 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

― 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

― 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

― 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

― 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

― 

東北地方 

太平洋沖地震 
＊ 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000 未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(27) 漁船の被害予測 

（単位・隻） 

モデルケース 漁船の被害 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

920 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

920 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

920 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

920 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

920 

東北地方 

太平洋沖地震 
920 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000 未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 

(28) 建物躯体・家屋被害予測  

                                     （単位・万円） 

モデルケース 建物躯体 家財（住宅） 合計 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル① 

1,628,000 256,000 1,883,000 

日本海溝（三

陸・日高沖） 

モデル② 

1,520,000 209,000 1,729,000 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル① 

840,000 108,000 949,000 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル② 

798,000 103,000 901,000 

千島海溝（十

勝・根室沖） 

モデル③ 

818,000 106,000 924,000 

東北地方 

太平洋沖地震 
9,475,000 1,238,000 10,713,000 

※ 「―」は、該当なし(0)、「*」はわずかな被害(5 未満)、「5以上 1,000未満」は、一の位を四

捨五入、「1,000以上１万未満」は、十の位を四捨五入、「1万以上」は百の位を四捨五入 



資料編 

- 127 - 

 

資料編 長部地区防災計画書 

頁 変  更  前 変  更  後 

 １ [略] 

２ [略] 

３ 地区の特性 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 防災マップ 

下記マップを利用する 

ア [略] 

イ 長部地区土砂災害・洪水ハザードマップ（平成２８

年３月 陸前高田市作成） 

４ [略] 

 

本計画は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ [略] 

２ [略] 

３ 地区の特性 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 防災マップ 

下記マップを利用する 

ア [略] 

イ 長部地区土砂災害・洪水ハザードマップ（令和４年

３月 陸前高田市作成） 

４ [略] 

 

本計画は、平成２９年４月１日から施行する。 

本計画は、令和５年２月１３日改訂する。 

 

修正 

理由 
・現状に合わせた修正 

※改正部分は、下線の部分である。 

 


